
補
章

中
国
に
お
け
る
性
三
品
説
の
成
立
と
展
開

―
―
人
間
本
性
の
不
平
等
観
を
め
ぐ
っ
て
─
─

中
国
に
お
け
る
「
性
」
の
思
想
、
す
な
わ
ち
「
性
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
営
ま
れ
た
諸
思
想
は
、「
そ
も
そ
も
人
間
と
は
い
か

な
る
存
在
で
あ
る
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
中
国
的
な
問
い
で
あ
り
、
中
国
的
な
答
え
で
あ
る
。
そ
し
て
春
秋
末
期
（
孔
子
）
以
来
、

こ
れ
は
中
国
思
想
史
の
最
も
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

元
来
、
中
国
の
「
性
」
の
思
想
は
、
人
間
の
「
性
」
が
善
で
あ
る
か
悪
で
あ
る
か
、
と
い
っ
た
価
値
評
価
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
議

論
さ
れ
て
き
た
。
戦
国
時
代
の
儒
家
の
「
性
善
説
」（
孟
子
）
や
「
性
悪
説
」（
荀
子
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
や
が
て
前
漢
初
期
に

な
る
と
、
こ
れ
ら
の
議
論
の
中
か
ら
「
性
三
品
説
」
が
登
場
し
て
く
る
。
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
「
上
品
の
性
」
と
「
中
品

の
性
」
と
「
下
品
の
性
」
の
「
三
品
」
に
分
か
れ
て
い
る
、
と
す
る
理
論
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
春
秋
末
期
か
ら
唐
代
・
宋
代
に
至
る
約
一
五
〇
〇
年
間
の
、
中
国
に
お
け
る
「
性
」
の
思
想
の
発
生
か
ら
始
め
て
、

「
性
三
品
説
」
の
成
立
・
展
開
・
崩
壊
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
そ
の
理
論
の
歴
史
と
意
義
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、

本
書
、
第
一
章
～
第
四
章
の
趣
旨
を
補
足
す
る
章
と
し
て
位
置
づ
け
て
、
筆
者
が
中
国
に
お
け
る
「
性
」
の
思
想
、
中
ん
ず
く
性
三

品
説
を
論
ず
る
こ
と
の
背
景
説
明
と
し
た
い
と
思
う
。

第
一
節

「
性
」
の
思
想
の
発
生
（
春
秋
末
期
～
戦
国
末
期
）

人
間
の
「
性
」
と
は
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
―
―
漢
字
の
成
り
立
ち
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
「
性
」
は
、
意
符
の
「
心
」
と

音
符
の
「
生
」
か
ら
成
り
、
原
義
は
生
ま
れ
つ
き
の
心
の
こ
と
。
中
国
思
想
史
の
実
際
の
場
面
で
は
、
こ
の
原
義
に
基
づ
い
て
、「
性
」

は
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
持
っ
て
い
る
本
来
の
性
質
・
能
力
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
た
。

中
国
に
お
け
る
「
性
」
の
思
想
は
、
人
間
の
「
性
」
が
善
で
あ
る
か
悪
で
あ
る
か
、
と
い
っ
た
価
値
評
価
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
議

論
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
性
」
と
は
何
で
あ
る
か
、「
性
」
は
い
か
に
あ
る
か
と
い
う
事
実
認
定
の
問
題
は
、

む
し
ろ
二
の
次
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
思
想
が
、
人
間
が
国
家
・
社
会
の
中
で
自
己
を
道
徳
的
に
い
か
に
律
す
べ
き
か
、
ま
た

政
治
的
に
い
か
に
振
る
舞
う
べ
き
か
、
な
ど
と
い
っ
た
道
徳
上
政
治
上
の
実
践
的
な
課
題
に
答
え
る
た
め
の
、
人
間
学
的
な
基
礎
の

位
置
に
置
か
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
性
」
の
思
想
は
、
人
間
の
「
性
」
の
事
実
の
解
明
に
向
か
う
よ
り
も
、
ど
ち

ら
か
と
言
え
ば
、
人
間
に
こ
の
よ
う
な
国
家
・
社
会
の
中
で
必
要
と
さ
れ
る
道
徳
・
政
治
を
遂
行
す
る
に
足
る
「
性
」
が
具
わ
っ
て

い
る
か
否
か
、
す
な
わ
ち
そ
の
「
性
」
の
道
徳
上
政
治
上
の
実
践
的
な
観
点
か
ら
見
た
「
善
悪
」、
と
い
う
価
値
を
評
価
す
る
方
向

に
バ
イ
ア
ス
を
か
け
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
一
項

孔
子

春
秋
末
期
の
孔
子
（
紀
元
前
五
五
二
～
四
七
九
年
）
の
言
行
錄
『
論
語
』
の
中
に
は
、
人
間
の
本
性
を
意
味
す
る
「
性
」
と
い
う

言
葉
が
二
例
登
場
す
る
。
一
つ
は
、
公
冶
長
篇
に
お
い
て
高
弟
の
子
貢
が
、

子
貢
曰
、「
夫
子
之
文
章
、
可
得
而
聞
也
。
夫
子
之
言
性
與
天
道
、
不
可
得
而
聞
也
已
矣
。
」（
子
貢
曰
わ
く
、「
夫
子
の
文
章
は
、

し

こ
う

ふ
う

し

得
て
聞
く
可
き
な
り
。
夫
子
の
性
と
天
道
と
を
言
う
は
、
得
て
聞
く
可
か
ら
ざ
る
の
み
。」
と
。）

と
述
べ
た
証
言
で
あ
る
【
１
】。
二
つ
は
、
陽
貨
篇
に
お
け
る
、



子
曰
、「
性
相
近
也
、
習
相
遠
也
。
」（
子
曰
わ
く
、「
性
相
い
近
き
な
り
、
習
い
相
い
遠
き
な
り
。」
と
。）

と
い
う
孔
子
の
言
葉
で
あ
る
【
２
】。

実
際
に
「
性
」
と
い
う
言
葉
は
、『
論
語
』
中
に
わ
ず
か
に
二
例
し
か
登
場
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
戦
国
中
期
の
『
孟
子
』
や
戦

国
末
期
の
『
荀
子
』
に
比
べ
て
み
て
も
、
は
な
は
だ
顕
著
な
少
な
さ
で
あ
る
か
ら
、
公
冶
長
篇
の
子
貢
の
証
言
、
す
な
わ
ち
孔
子
は

「
性
」
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
語
ら
な
か
っ
た
と
す
る
話
は
、
歴
史
的
事
実
を
正
し
く
伝
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
引
き
替
え
、

陽
貨
篇
の
孔
子
の
言
葉
は
、
第
一
に
、
今
引
用
し
た
公
冶
長
篇
の
高
弟
子
貢
の
証
言
に
合
致
し
な
い
。
第
二
に
、
注
【
２
】
に
引
用

し
た
武
内
義
雄
の
重
要
な
本
文
批
判
も
あ
る
。
第
三
に
、
そ
の
思
想
内
容
が
戦
国
末
期
の
荀
子
の
性
悪
説
に
極
め
て
近
い
、
な
ど
の

理
由
で
、
春
秋
末
期
の
孔
子
の
言
葉
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
戦
国
末
期
以
降
に
書
か
れ
た
文
章
を
孔
子
に
仮
託
し
た
も
の
と
考

え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
引
用
し
た
陽
貨
篇
の
「
性
相
い
近
き
な
り
、
習
い
相
い
遠
き
な
り
。」
を
も
含
め
て
、『
論
語
』
の
次
の
文
章
に
お
け
る
孔

子
の
言
葉
は
、
時
代
が
大
分
下
っ
て
後
漢
以
後
、
聖
人
孔
子
が
性
三
品
説
（
後
述
）
を
唱
え
た
言
葉
と
し
て
性
三
品
説
の
根
拠
と
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
雍
也
篇
の
、

子
曰
、「
中
人
以
上
可
以
語
上
也
、
中
人
以
下
不
可
以
語
上
也
。
」（
子
曰
わ
く
、「
中

人
以
上
に
は
以
て
上
を
語
る
可
き
な
り
、

ち
ゆ
う
じ
ん

う
え

中
人
以
下
に
は
以
て
上
を
語
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。」
と
。）

と
い
う
孔
子
の
言
葉
【
３
】、
そ
れ
に
陽
貨
篇
の
、

子
曰
、「
唯
上
智
與
下
愚
不
移
。」（
子
曰
わ
く
、「
唯
だ
上
智
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
。」
と
。）

と
い
う
孔
子
の
言
葉
で
あ
る
【
４
】。

二
つ
の
内
、
ま
ず
雍
也
篇
に
つ
い
て
。
こ
の
言
葉
を
、
無
理
に
後
代
の
性
三
品
説
に
従
っ
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
人
間
の
生
ま

れ
な
が
ら
の
「
性
」
は
「
中
人
以
上
」「
中
人
」「
中
人
以
下
」
の
三
等
級
に
分
け
ら
れ
、
し
か
も
「
中
人
以
上
」
の
「
性
」
と
「
中

人
以
下
」
の
「
性
」
と
が
遠
く
に
隔
た
っ
て
お
り
、
特
に
「
中
人
以
下
」
の
「
性
」
の
変
更
不
可
能
性
が
強
調
さ
れ
る
、
な
ど
と

い
っ
た
こ
と
が
孔
子
の
思
想
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
次
に
陽
貨
篇
に
つ
い
て
。
こ
れ
も
雍
也
篇
と
ほ
ぼ
同
じ
。
こ
の
言
葉
を
、

強
引
に
性
三
品
説
に
従
っ
て
解
釈
す
れ
ば
、
人
間
の
生
ま
れ
つ
い
た
「
性
」
は
「
上
智
」「
中
人
」「
下
愚
」
の
三
品
に
分
け
ら
れ
、

し
か
も
「
上
智
」
の
「
性
」
と
「
下
愚
」
の
「
性
」
と
が
遠
く
に
隔
た
っ
て
い
て
、
両
者
（
特
に
「
下
愚
」）
の
「
性
」
の
変
更
不

可
能
性
が
強
調
さ
れ
る
、
な
ど
の
こ
と
が
孔
子
の
思
想
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
一
に
、
以
上
の
二
つ
の
文
章
に
は
「
性
」
と
い
う
言
葉
が
一
つ
も
登
場
し
て
お
ら
ず
、
だ
か
ら
、
恐
ら
く
人

間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
に
関
し
て
議
論
し
た
原
理
論
の
文
章
と
は
言
え
ま
い
。
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
こ
の
世
に
生
き
る
人
間
の

実
際
の
あ
り
さ
ま
を
観
察
し
た
経
験
論
の
吐
露
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
二
に
、
注
【
３
】【
４
】
に
引
用
し
た
武
内
義
雄
の
本
文
批

判
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
雍
也
篇
の
文
章
は
「
魯
人
曽
子
を
中
心
と
し
た
論
語
で
、
曽
子
・
孟
子
の
学
派
の
伝
え
た
孔
子
語
録
、

お
そ
ら
く
論
語
の
最
も
古
い
形
で
あ
ろ
う
。」
と
武
内
は
高
く
評
価
す
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
戦
国
中
期
以
後
の
成
立
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
ま
た
陽
貨
篇
の
文
章
は
「
三
篇
（
季
氏
・
陽
貨
・
微
子
）
は
論
語
二
十
篇
中
最
も
新
し
い
文
章
で
、
…
…
陽
貨
篇
に

は
孟
子
や
荀
子
か
ら
鈔
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
資
料
と
季
氏
篇
や
微
子
篇
に
類
似
の
章
も
あ
っ
て
す
こ
ぶ
る
雑
駁
な
感
じ
が
す

る
。」
と
い
う
こ
と
で
、
戦
国
末
期
以
後
の
成
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
特
に
前
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
「
第
三
」
か
ら

考
え
る
に
、
果
た
し
て
武
内
の
言
う
と
お
り
「
曽
子
・
孟
子
の
学
派
の
伝
え
た
孔
子
語
録
」
で
あ
る
か
否
か
は
疑
わ
し
い
と
思
う
。

第
三
に
、
も
し
も
今
引
い
た
雍
也
篇
や
陽
貨
篇
の
文
章
が
、
人
間
の
「
性
」
に
つ
い
て
孔
子
が
論
じ
た
性
三
品
説
で
あ
る
と
し
て
戦



国
儒
家
の
思
想
家
た
ち
、
特
に
孟
子
や
荀
子
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
彼
ら
は
明
確
に
そ
れ
に
反
す
る
性
善
説
や
性
悪
説
を

提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
孟
子
も
荀
子
も
心
の
底
か
ら
孔
子
を
尊
敬
し
て
い
た
こ
と
に
は
、
疑

問
の
余
地
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
以
上
の
二
章
は
ど
ち
ら
も
、
上
の
「
第
一
」
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
人
間
の
「
性
」
の
原
理
論
で
は
な
く
人

間
の
実
際
に
関
す
る
経
験
論
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
第
二
」
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
戦
国
末
期
以
後
、
こ
と
に
よ
る
と
前
漢
・
後
漢
に

な
っ
て
成
書
さ
れ
て
文
献
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
「
第
三
」
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
孟
子
性
善
説
と
荀
子
性
悪
説
が
世
に
流
布

さ
れ
た
後
に
な
っ
て
、
そ
れ
ら
に
対
抗
し
つ
つ
社
会
上
政
治
上
そ
し
て
思
想
上
の
必
要
性
か
ら
、
新
た
に
『
論
語
』
に
書
き
こ
ま
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
中
国
思
想
史
の
実
際
の
展
開
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
人
間
観
―
―
人

間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
性
は
上
・
中
・
下
の
三
等
級
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
の
人
間
に
先
天
的
に
賦
与
さ
れ
た
定
ま

っ
た
も
の
で
あ
り
、
後
天
的
な
学
習
・
修
養
な
ど
に
よ
っ
て
も
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
、
性
三
品
説
―
―
を
、
春
秋
末
期

の
孔
子
や
そ
の
弟
子
た
ち
は
ま
だ
人
間
の
「
性
」
の
問
題
と
し
て
述
べ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
孔
子
の
時
代
に
は
ま
だ

人
間
の
「
性
」
を
一
般
的
概
括
的
に
原
理
論
と
し
て
論
ず
る
段
階
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
把
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ

う
な
思
想
上
の
状
況
が
現
れ
る
の
は
、
社
会
的
政
治
的
そ
し
て
思
想
的
な
諸
条
件
が
熟
す
る
前
漢
、
武
帝
期
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

第
二
項

孟
子

人
間
の
「
性
」
が
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
戦
国
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
今
日
「
性
」
に
関
す

る
最
古
の
議
論
が
遺
っ
て
い
る
書
物
は
、
戦
国
中
期
の
儒
家
の
『
孟
子
』
で
あ
る
。
告
子
上
篇
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

公
都
子
曰
、「
告
子
曰
、『
性
無
善
、
無
不
善
也
。』
或
曰
、『
性
可
以
爲
善
、
可
以
爲
不
善
。
是
故
文
武
興
則
民
好
善
、
幽
厲
興

則
民
好
暴
。』
或
曰
、『
有
性
善
、
有
性
不
善
。
是
故
以
堯
爲
君
、
而
有
象
。
以
瞽
瞍
爲
父
、
而
有
舜
。
以
紂
爲
兄
之
子
、
且
以

爲
君
、
而
有
微
子
啓
王
子
比
干
。』
今
曰
、『
性
善
。』
然
則
彼
皆
非
與
。」
孟
子
曰
、「
乃
若
其
情
、
則
可
以
爲
善
矣
。
乃
所
謂

善
也
。
若
夫
爲
不
善
、
非
才
之
罪
也
。
惻
隱
之
心
、
人
皆
有
之
。
羞
惡
之
心
、
人
皆
有
之
。
恭
敬
之
心
、
人
皆
有
之
。
是
非
之

心
、
人
皆
有
之
。
惻
隱
之
心
仁
也
、
羞
惡
之
心
義
也
、
恭
敬
之
心
禮
也
、
是
非
之
心
智
也
。
仁
義
禮
智
、
非
由
外
鑠
我
也
。
我

固
有
之
也
。
弗
思
耳
矣
。
故
曰
、『
求
則
得
之
、
舍
則
失
之
。
或
相
倍
蓰
、
而
無
算
者
、
不
能
盡
其
才
者
也
。』
詩
曰
、『
天
生

蒸
民
、
有
物
有
則
。
民
之
秉
夷
、
好
是
懿
德
。』
孔
子
曰
、『
爲
此
詩
者
、
其
知
道
乎
。
』
故
有
物
必
有
則
、
民
之
秉
夷
也
、
故

好
是
懿
德
。」

公
都
子
曰
わ
く
、「
告
子
曰
わ
く
、『
性
に
善
無
く
、
不
善
無
き
な
り
。』
と
。
或
る
ひ
と
曰
わ
く
、『
性
は
以
て
善
を
為
す
可
く
、

こ

う

と

し

こ

く

し

以
て
不
善
を
為
す
可
し
。
是
の
故
に
文
武
興
れ
ば
則
ち
民
は
善
を
好
み
、
幽
厲
興
れ
ば
則
ち
民
は
暴
を
好
む
。』
と
。
或
る
ひ

ぶ
ん

ぶ

お
こ

ゆ
う
れ
い

と
曰
わ
く
、『
性
の
善
な
る
も
の
有
り
、
性
の
不
善
な
る
も
の
有
り
。
是
の
故
に

堯

を
以
て
君
と
爲
せ
ど
も
、
而

も

象

有
り
。

ぎ
よ
う

し
か
も

し
よ
う

瞽
瞍
を
以
て
父
と
爲
せ
ど
も
、
而
も

舜

有
り
。

紂

を
以
て
兄
の
子
と
為
し
、
且
つ
以
て
君
と
爲
せ
ど
も
、
而
も
微
子
啓
・

こ

そ

う

し
ゆ
ん

ち
ゆ
う

か

び

し

け
い

王
子
比
干
有
り
。
』
と
。
今
曰
わ
く
、『
性
は
善
な
り
』
と
。
然
ら
ば
則
ち
彼
は
皆
な
非
な
る
か
。」
と
。
孟
子
曰
わ
く
、「

乃

お

う

じ

ひ

か

ん

み

ひ

す
な
わ

ち
其
の
情
に

若

え
ば
、
則
ち
以
て
善
を
為
す
可
し
。
乃
ち
謂
う
所
の
善
な
り
。
夫
れ
不
善
を
為
す
が
若
き
は
、
才
の
罪
に
非

し
た
が

ざ
る
な
り
。
惻
隱
の
心
は
、
人
皆
な
之
有
り
。
羞
悪
の
心
は
、
人
皆
な
之
有
り
。

恭

敬
の
心
は
、
人
皆
な
之
有
り
。
是
非
の

そ
く
い
ん

し
ゆ
う
お

き
よ
う
け
い

ぜ

ひ

心
は
、
人
皆
な
之
有
り
。
惻
隱
の
心
は
仁
な
り
、
羞
悪
の
心
は
義
な
り
、
恭
敬
の
心
は
禮
な
り
、
是
非
の
心
は
智
な
り
。
仁
義

れ
い

礼
智
は
、
外
由
り
我
を
鑠
る
に
非
ざ
る
な
り
。
我
固
よ
り
之
を
有
す
る
な
り
。
思
わ
ざ
る
の
み
。
故
に
曰
わ
く
、『
求
む
れ
ば

よ

か
ざ

も
と

則
ち
之
を
得
、
舍
つ
れ
ば
則
ち
之
を
失
う
。
或
い
は
相
い
倍
蓰
し
て
、
算
う
る
無
き
者
は
、
其
の
才
を
尽
く
す
能
わ
ざ
る
者
な

す

ば

い

し

か
ぞ

あ
た

り
。
』
と
。『
詩
』
に
曰
わ
く
、『
天

蒸

民
を
生
ず
る
に
、
物
有
れ
ば
則
有
り
。
民
の
夷
を
秉
る
や
、
是
の
懿
德
を
好
む
。
』
と
。

じ
よ
う
み
ん

の
り

つ
ね

と

い

と

く



孔
子
曰
わ
く
、『
此
の
詩
を
爲
る
者
は
、
其
れ
道
を
知
る
か
。』
と
。
故
に
物
有
れ
ば
必
ず
則
有
り
、
民
の
夷
を
秉
る
や
、
故
に

つ
く

の
り

つ
ね

是
の
懿
德
を
好
む
な
り
。」
と
。）

い

と

く

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
す
で
に
三
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
一
は
「
性
に
善
無
く
、
不
善
無
き
な
り
。」
と
す
る
説
。「
性
」
と

は
生
ま
れ
つ
き
の
諸
性
質
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
道
徳
的
な
「
善
悪
」
と
は
無
関
係
だ
と
す
る
告
子
の
説
で
あ
る
。
そ
の
二
は
「
性
は

以
て
善
を
為
す
可
く
、
以
て
不
善
を
為
す
可
し
。」
と
す
る
説
。
同
じ
人
の
「
性
」
の
中
に
「
善
」
の
要
素
と
「
悪
」
の
要
素
が
混

ざ
っ
て
い
る
と
す
る
説
で
あ
る
。
そ
の
三
は
「
性
の
善
な
る
も
の
有
り
、
性
の
不
善
な
る
も
の
有
り
。」
と
す
る
説
。
生
ま
れ
つ
き

「
善
」
の
人
と
生
ま
れ
つ
き
「
悪
」
の
人
の
二
種
類
の
人
間
が
い
る
と
す
る
説
で
あ
る
。

以
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
性
」
の
思
想
に
対
し
て
、「
人
間
の
本
性
は
善
で
あ
る
」
す
な
わ
ち
「
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
は
善
だ
」
と

い
う
性
善
説
を
唱
え
た
の
が
孟
子
（
前
三
七
二
ご
ろ
～
二
八
九
年
）
で
あ
る
。
そ
の
性
善
説
は
、
人
間
で
あ
れ
ば
だ
れ
に
も
以
下
の

四
つ
の
端
緖
（
萌
芽
）
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
具
わ
る
と
す
る
四
端
説
を
基
に
し
て
提
唱
さ
れ
た
（
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
・
告
子
上

た
ん
し
よ

篇
）。
例
え
ば
、
公
孫
丑
上
篇
に
は
、

孟
子
曰
、
「
人
皆
有
不
忍
人
之
心
。
先
王
有
不
忍
人
之
心
、
斯
有
不
忍
人
之
政
矣
。
以
不
忍
人
之
心
、
行
不
忍
人
之
政
、
治
天

下
、
可
運
之
掌
上
。
所
以
謂
人
皆
有
不
忍
人
之
心
者
、
今
人
乍
見
孺
子
將
入
於
井
、
皆
有
怵
惕
惻
隱
之
心
。
非
所
以
内
交
於
孺

子
之
父
母
也
、
非
所
以
要
譽
於
鄕
黨
朋
友
也
、
非
惡
其
聲
而
然
也
。
由
是
觀
之
、
無
惻
隱
之
心
、
非
人
也
。
無
羞
惡
之
心
、
非

人
也
。
無
辭
讓
之
心
、
非
人
也
。
無
是
非
之
心
、
非
人
也
。
惻
隱
之
心
、
仁
之
端
也
。
羞
惡
之
心
、
義
之
端
也
。
辭
讓
之
心
、

禮
之
端
也
。
是
非
之
心
、
智
之
端
也
。」

孟
子
曰
わ
く
、
「
人
皆
な
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
有
り
。
先
王
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
有
り
て
、

斯

ち
人
に
忍
び
ざ
る
の

政

有

す
な
わ

ま
つ
り
ご
と

り
。
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
を
以
て
、
人
に
忍
び
ざ
る
の
政
を
行
え
ば
、
天
下
を
治
む
る
こ
と
、
之
を

掌

の
上
に
運
ら
す
可

た
な
ご
ご
ろ

め
ぐ

し
。
人
皆
な
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
有
り
と
謂
う
所
以
の
者
は
、
今

人

乍

ち
孺
子
の
将
に
井
に
入
ら
ん
と
す
る
を
見
れ
ば
、
皆

ゆ

え

ん

た
ち
ま

じ

ゆ

し

い

な
怵
惕
惻
隠
の
心
有
り
。
交
わ
り
を
孺
子
の
父
母
に
内
る
る
所
以
に
非
ざ
る
な
り
、
誉
れ
を
郷
党
朋
友
に
要
む
る
所
以
に
非

じ
ゆ
つ
て
き
そ
く
い
ん

い

き
よ
う
と
う
ほ
う
ゆ
う

も
と

ざ
る
な
り
、
其
の
声
を
悪
み
て
然
す
る
に
非
ざ
る
な
り
。
是
に
由
り
て
之
を
観
れ
ば
、
惻
隠
の
心
無
き
は
、
人
に
非
ざ
る
な
り
。

に
く

し
か

羞
悪
の
心
無
き
は
、
人
に
非
ざ
る
な
り
。
辞
譲
の
心
無
き
は
、
人
に
非
ざ
る
な
り
。
是
非
の
心
無
き
は
、
人
に
非
ざ
る
な
り
。

じ
じ
よ
う

惻
隠
の
心
は
、
仁
の
端
な
り
。
羞
悪
の
心
は
、
義
の
端
な
り
。
辞
譲
の
心
は
、
礼
の
端
な
り
。
是
非
の
心
は
、
智
の
端
な
り
。
」

た
ん

と
。

と
あ
る
。
孟
子
は
こ
の
四
端
説
を
、「
四
端
」
が
天
与
の
も
の
だ
と
観
念
す
る
よ
う
な
「
天
」
の
理
論
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は

行
わ
ず
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
具
わ
る
こ
と
の
真
実
性
を
、
む
し
ろ
経
験
に
よ
っ
て
確
認
し
よ
う
と
す
る
。「
四
端
」
の
内
容
は
、「
惻

隠
の
心
」・
「
羞
悪
の
心
」・
「
辞
譲
の
心
」（
ま
た
は
「
恭
敬
の
心
」
）・
「
是
非
の
心
」
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
仁
・
義
・
礼
・
智
」
に

至
る
端
緒
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
が
完
成
さ
れ
た
後
の
「
仁
・
義
・
礼
・
智
」
の
四
つ
が
孟
子
の
言
う
「
善
」
に
他
な
ら
な
い
。
ま

た
、
彼
は
以
上
と
同
じ
内
容
の
「
善
」
の
端
緒
を
「
良
心
」「
本
心
」（
告
子
上
篇
）・
「
良
知
」「
良
能
」（
尽
心
上
篇
）
な
ど
と
い
う

言
葉
で
も
表
現
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
人
間
に
例
外
な
く
「
善
」
と
な
っ
て
完
成
し
て
い
く
「
四
端
」
な
ど
の
萌
芽
が
生

得
的
に
具
わ
っ
て
い
る
の
で
、
人
間
の
「
性
」
は
「
善
」
だ
と
主
張
し
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
孟
子
に
よ
れ
ば
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
四
端
」
が
そ
の
ま
ま
で
「
善
」
な
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
間
が
あ
る
が
ま
ま

で
「
善
」
を
実
現
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。「
善
」
の
実
現
の
た
め
に
は
、
そ
の
端
緒
に
学
習
・
修
養
の
努
力
を
加
え
て
、
目
的
意

識
的
に
拡
大
・
充
実
し
て
そ
れ
ら
を
完
成
に
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
拡
充
説
で
あ
る
。
上
引
し
た
公
孫
丑
上
篇
の
後
半

に
お
い
て
、
孟
子
は
、



孟
子
曰
、
「
…
…
人
之
有
是
四
端
也
、
猶
其
有
四
體
也
。
有
是
四
端
而
自
謂
不
能
者
、
自
賊
者
也
。
謂
其
君
不
能
者
、
賊
其
君

者
也
。
凡
有
四
端
於
我
者
、
知
皆
擴
而
充
之
矣
、
若
火
之
始
然
、
泉
之
始
達
。
苟
能
充
之
、
足
以
保
四
海
。
苟
不
充
之
、
不
足

以
事
父
母
。」

孟
子
曰
わ
く
、「
…
…
人
の
是
の
四
端
有
る
は
、
猶
お
其
の
四
体
有
る
が
ご
と
き
な
り
。
是
の
四
端
有
り
て
自
ら
能
わ
ず
と
謂

な

う
者
は
、
自
ら

賊

う
者
り
。
其
の
君
能
わ
ず
と
謂
う
者
は
、
其
の
君
を

賊

う
者
な
り
。
凡
そ
我
に
四
端
有
る
者
、
皆
な
拡
げ

そ
こ
な

そ
こ
な

ひ
ろ

て
之
を
充
た
す
を
知
れ
ば
、
火
の
始
め
て
然
え
、
泉
の
始
め
て
達
す
る
が
若
く
な
ら
ん
。

苟

も
能
く
之
を
充
た
せ
ば
、
以
て

も

い
や
し
く

四
海
を
保
つ
に
足
る
。
苟
も
之
を
充
た
さ
ざ
れ
ば
、
以
て
父
母
に
事
う
る
に
足
ら
ず
。」
と
。

つ
か

と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
他
、
告
子
上
篇
に
、

孟
子
曰
、
「
仁
人
心
也
、
義
人
路
也
。
舍
其
路
而
不
由
、
放
其
心
而
不
知
求
。
哀
哉
。
人
有
鷄
犬
放
、
則
知
求
之
。
有
放
心
而

不
知
求
。
學
問
之
道
無
他
、
求
其
放
心
而
已
矣
。」

孟
子
曰
わ
く
、「
仁
は
人
の
心
な
り
、
義
は
人
の
路
な
り
。
其
の
路
を
舍
て
て
由
ら
ず
、
其
の
心
を
放
ち
て
求
む
る
こ
と
を
知

み
ち

す

よ

ら
ず
。
哀
し
い
か
な
。
人
は
鷄
犬
の
放
た
る
る
も
の
有
れ
ば
、
則
ち
之
を
求
む
る
こ
と
を
知
る
。
心
を
放
つ
こ
と
有
る
も
求
む

け
い
け
ん

る
こ
と
を
知
ら
ず
。
学
問
の
道
は
他
無
し
、
其
の
放
心
を
求
む
る
の
み
。」
と
。

と
あ
る
。
本
文
中
の
「
其
の
放
心
を
求
む
」、
つ
ま
り
失
っ
た
本
来
の
心
を
取
り
戻
す
こ
と
を
内
容
と
す
る
「
学
問
の
道
」
も
、
こ

の
「
拡
充
」
と
大
体
同
じ
内
容
を
持
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
善
」
の
「
四
端
」
の
目
的
意
識
的
な
「
拡
充
」
が
必
要
で
あ
る
の
は
、
人
間
の
実
際
生
活
の
中
に
そ
の
端
緒
の

成
長
を
妨
げ
る
も
の
、
つ
ま
り
「
悪
」
の
原
因
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
孟
子
は
そ
れ
を
、
人
間
の
感
覚
・
欲
望
の
作
用
、
お
よ
び
そ

れ
を
抑
制
し
な
ま
ま
に
放
置
し
て
お
く
悪
習
の
積
み
重
ね
に
あ
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
告
子
上
篇
に
、

公
都
子
問
曰
、「
鈞
是
人
也
、
或
爲
大
人
、
或
爲
小
人
、
何
也
。」
孟
子
曰
、「
從
其
大
體
、
爲
大
人
、
從
其
小
體
、
爲
小
人
。」

曰
、「
鈞
是
人
也
、
或
從
其
大
體
、
或
從
其
小
體
、
何
也
。」

公
都
子
問
い
て
曰
わ
く
、「
鈞
し
く
是
人
な
る
も
、
或
い
は
大
人
と
為
り
、
或
い
は
小
人
と
為
る
は
、
何
ぞ
や
。」
と
。
孟
子
曰

ひ
と

こ
れ

わ
く
、「
其
の
大
体
に
従
え
ば
、
大
人
と
為
り
、
其
の
小
体
に
従
え
ば
、
小
人
と
為
る
。」
と
。
曰
わ
く
、「
鈞
し
く
是
人
な
る

ひ
と

も
、
或
い
は
其
の
大
体
に
従
い
、
或
い
は
其
の
小
体
に
従
う
は
、
何
ぞ
や
。」
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、
弟
子
の
公
都
子
が
質
問
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
孟
子
は
、

曰
、「
耳
目
之
官
、
不
思
而
蔽
於
物
。
物
交
物
、
則
引
之
而
已
矣
。
心
之
官
則
思
、
思
則
得
之
、
不
思
則
不
得
也
。
此
天
之
所

與
我
者
、
先
立
乎
其
大
者
、
則
其
小
者
不
能
奪
也
。
此
爲
大
人
而
已
矣
。」

曰
わ
く
、「
耳
目
の
官
は
、
思
わ
ず
し
て
物
に
蔽
わ
る
。
物

物
に
交
わ
れ
ば
、
則
ち
之
を
引
く
の
み
。
心
の
官
は
則
ち
思
い
、

お
お

思
え
ば
則
ち
之
を
得
、
思
わ
ざ
れ
ば
則
ち
得
ざ
る
な
り
。
此
天
の
我
に
与
う
る
所
の
者
な
る
も
、
先
ず
其
の
大
な
る
者
を
立
つ

こ
れ

れ
ば
、
則
ち
其
の
小
な
る
者
は
奪
う
能
わ
ざ
る
な
り
。
此
大
人
と
為
る
の
み
。」
と
。



と
答
え
て
い
る
。「
心
」
が
思
考
の
作
用
に
よ
っ
て
「
善
」
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、「
耳
目
」
な
ど
の
感
覚
・
欲
望

は
外
界
の
事
物
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
そ
れ
を
阻
害
し
か
ね
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
孟
子
は
尽
心
下
篇
に
お
い
て
、

孟
子
曰
、「
養
心
莫
善
於
寡
欲
。
其
爲
人
也
寡
欲
、
雖
有
不
存
焉
者
寡
矣
。
其
爲
人
也
多
欲
、
雖
有
存
焉
者
寡
矣
。」

孟
子
曰
わ
く
、「
心
を
養
う
に
は
欲
を

寡

く
す
る
よ
り
善
き
は
莫
し
。
其
の
人
と
為
り
や
欲
寡
け
れ
ば
、
存
せ
ざ
る
者
有
り
と

す
く
な

な

雖
も
寡
し
。
其
の
人
と
為
り
や
欲
多
け
れ
ば
、
存
す
る
者
有
り
と
雖
も
寡
し
。」
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、「
養
心
」（
心
を
養
っ
て
善
に
向
か
う
）
の
方
法
と
し
て
「
寡
欲
」（
欲
望
を
減
ら
す
こ
と
）
が
最
も
善
い
と
提
唱

し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
感
覚
・
欲
望
に
つ
い
て
、
孟
子
は
、
尽
心
下
篇
に
お
い
て
、

孟
子
曰
、
「
口
之
於
味
也
、
目
之
於
色
也
、
耳
之
於
聲
也
、
鼻
之
於
臭
也
、
四
肢
之
於
安
佚
也
、
性
也
。
有
命
焉
、
君
子
不
謂

性
也
。
仁
之
於
父
子
也
、
義
之
於
君
臣
也
、
禮
之
於
賓
主
也
、
智
之
於
賢
者
也
、
聖
人
之
於
天
道
也
、
命
也
。
有
性
焉
、
君
子

不
謂
命
也
。」

孟
子
曰
わ
く
、「
口
の
味
に
於
け
る
や
、
目
の
色
に
於
け
る
や
、
耳
の
声
に
於
け
る
や
、
鼻
の
臭
い
に
於
け
る
や
、
四
肢
の
安

佚
に
於
け
る
や
、
性
な
り
。
命
有
り
、
君
子
は
性
と
謂
わ
ざ
る
な
り
。
仁
の
父
子
に
於
け
る
や
、
義
の
君
臣
に
於
け
る
や
、
礼

の
賓
主
に
於
け
る
や
、
智
の
賢
者
に
於
け
る
や
、
聖
人
の
天
道
に
於
け
る
や
、
命
な
り
。
性
有
り
、
君
子
は
命
と
謂
わ
ざ
る
な

り
。」
と
。

の
よ
う
に
、「
口
・
目
・
耳
・
鼻
・
四
肢
」
の
欲
望
を
一
旦
は
「
性
」
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
人
間
に
と
っ
て
「
命
」

（
運
命
）
で
も
あ
る
の
で
、「
君
子
」
は
「
性
」
と
は
言
わ
な
い
と
し
、
逆
に
「
仁
・
義
・
礼
・
智
・
聖
人
」
の
五
つ
の
端
緒
を
一

旦
は
「
命
」
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
人
間
に
と
っ
て
「
性
」
で
も
あ
る
の
で
、「
君
子
」
は
「
命
」
と
は
言
わ
な
い

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
耳
目
」
な
ど
の
感
覚
器
官
の
欲
望
と
「
仁
義
」
な
ど
の
道
徳
的
な
「
善
」
と
を
、
ど
ち
ら
も
と
も
に
人
間

に
と
っ
て
生
得
的
な
も
の
で
あ
る
「
性
」「
命
」
と
認
め
な
が
ら
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
感
覚
器
官
の
欲
望
は
「
命
」
で
あ
り
、
道

徳
的
な
「
善
」
の
端
緒
は
「
性
」
で
あ
る
と
二
つ
に
分
割
し
て
し
ま
う
。
そ
の
理
由
は
、「
命
」
は
上
述
の
学
習
・
修
養
の
努
力
を

加
え
る
目
的
意
識
的
な
「
拡
充
」
の
対
象
に
な
ら
な
い
の
に
対
し
て
、「
性
」
は
そ
の
対
象
に
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
我
々

は
、
孟
子
の
性
善
説
の
実
践
的
な
性
格
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
性
善
説
は
、
戦
国
中
期
と
い
う
戦
乱
に
終
始
す
る
当
時
の
現
実
社
会
に
対
し
て
孟
子
が
掲
げ
た
改

革
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
す
な
わ
ち
王
道
政
治
（
「
仁
義
」
の
政
治
）
の
実
現
を
通
じ
て
天
下
の
平
和
的
統
一
を
達
成
す
る
と
い
う
理
想

に
と
っ
て
、
そ
の
最
も
深
い
人
間
学
的
な
基
礎
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
思
想
で
あ
っ
た
。
人
間
の
「
性
」
が
「
善
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

一
方
で
統
治
者
に
は
、
自
分
自
身
の
「
人
に
忍
び
ざ
る
の
心
」（
他
人
の
苦
し
み
を
憐
れ
む
の
心
情
）
を
「
拡
充
」
し
て
王
道
政
治

の
実
現
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
く
可
能
性
を
認
め
（
梁
恵
王
上
篇
・
公
孫
丑
上
篇
）、
他
方
で
民
衆
に
は
、「
恒
産
」（
安
定
し
た
財

産
）
を
保
証
す
る
と
い
う
経
済
政
策
を
採
り
彼
ら
の
「
恒
心
」（
安
定
し
た
心
）
を
養
っ
た
上
で
、
自
ら
統
治
者
の
王
道
政
治
を
受

け
入
れ
て
「
善
」
の
実
現
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
く
可
能
性
を
認
め
た
（
梁
恵
王
上
篇
・
滕
文
公
上
篇
）
の
で
あ
る
。
孟
子
の
性
善

説
の
主
な
目
的
は
こ
こ
に
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
性
善
説
と
は
戦
国
中
期
の
戦
乱
に
明
け
暮
れ
る
現
実
の
中
で
、
王
道
政
治
の
実

現
を
通
じ
た
天
下
の
平
和
的
統
一
と
い
う
自
分
の
改
革
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
現
可
能
で
あ
る
根
拠
を
提
供
す
る
理
論
で
あ
っ
た
、
と

把
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
孟
子
の
性
善
説
は
、
以
上
に
述
べ
た
「
善
」
で
あ
る
「
性
」
を
す
べ
て
の
人
間
が
同
じ
よ
う
に
有
す
る
と
考
え
る
と



こ
ろ
に
、
一
つ
の
重
要
な
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
説
は
、
「
善
」
を
実
現
し
う
る
可
能
性
の
点
で
、
す
べ
て
の
人
間
を
平
等
に
見
る
人

間
観
で
あ
る
。
例
え
ば
、
公
孫
丑
上
篇
に
お
い
て
、

聖
人
之
於
民
、
亦
類
也
。（
聖
人
の
民
に
於
け
る
や
、
亦
た
類
な
り
。）

と
言
う
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
人
間
が
同
一
の
「
性
」
を
有
す
る
と
い
う
こ
の
思
想
は
、
上
述
の
「
そ
の
一
」
～
「
そ
の
三
」
の
三

種
類
の
、
孟
子
に
先
立
つ
「
性
」
の
理
論
、
中
で
も
「
そ
の
三
」
の
「
性
の
善
な
る
も
の
有
り
、
性
の
不
善
な
る
も
の
有
り
。」
と

す
る
理
論
に
対
抗
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
彼
の
自
覚
的
な
信
念
に
基
づ
く
と
認
め
て
差
し
支
え
な
い
。
孟
子
が
対
抗

し
た
の
は
、「
性
」
の
「
善
」
の
人
と
「
性
」
の
「
不
善
」（
悪
）
の
人
の
、
二
種
類
の
人
間
が
い
る
と
す
る
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

そ
の
後
、
上
引
の
『
論
語
』
雍
也
篇
の
「

中

人
以
上
に
は
以
て
上
を
語
る
可
き
な
り
、
中
人
以
下
に
は
以
て
上
を
語
る
可
か
ら
ざ

ち
ゆ
う
じ
ん

う
え

る
な
り
。」
や
、
陽
貨
篇
の
「
唯
だ

上

智
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
。」
と
い
う
、
経
験
的
な
人
間
観
察
と
な
っ
て
展
開
し
て
い
っ
た
も

た

じ
よ
う

ち

か

ぐ

の
で
あ
る
。

た
だ
し
、「
善
」
を
実
現
し
う
る
可
能
性
の
点
で
万
人
を
平
等
に
見
て
い
る
と
は
言
っ
て
も
、
孟
子
は
現
実
性
の
点
で
万
人
を
平

等
に
見
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
梁
恵
王
上
篇
に
お
い
て
、

曰
、「
無
恆
産
而
有
恆
心
者
、
惟
士
爲
能
。
若
民
則
無
恆
産
、
因
無
恆
心
。
苟
無
恆
心
、
放
辟
邪
侈
、
無
不
爲
已
。」

曰
わ
く
、
「
恒
産
無
く
し
て
恒
心
有
る
者
は
、
惟
だ
士
の
み
能
く
す
と
為
す
。
民
の
若
き
は
則
ち
恒
産
無
け
れ
ば
、
因
り
て
恒

こ
う
さ
ん

こ
う
し
ん

た

よ

心
無
し
。

苟

も
恒
心
無
け
れ
ば
、
放
辟
邪
侈
、
爲
さ
ざ
る
無
き
の
み
。」
と
。

い
や
し
く

ほ
う
へ
き
じ
や
し

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
孟
子
が
万
人
を
「
性
」
に
お
い
て
平
等
に
見
る
人
間
観
を
中
国
思
想
史
上
初

め
て
表
明
し
た
こ
と
の
意
義
は
、
過
小
に
評
価
し
て
は
な
る
ま
い
。

第
三
項

『
礼
記
』
諸
篇

従
来
、
孔
子
の
孫
子
思
（
前
四
八
三
ご
ろ
～
四
〇
二
年
ご
ろ
）
の
作
と
さ
れ
て
き
た
「
中
庸
」（
『
礼
記
』
中
庸
篇
）
は
、
近
年
で

は
、
部
分
的
に
戦
国
初
期
の
子
思
学
派
の
作
を
含
む
も
の
の
、
孟
子
よ
り
も
か
な
り
後
の
秦
代
儒
教
の
思
想
と
見
な
さ
れ
た
り
【
５
】
、

あ
る
い
は
一
九
七
三
年
、
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
『
五
行
』
の
出
土
に
伴
っ
て
、
孟
子
に
先
立
つ
孟
子
と
同
じ
系
統
（
思
孟
学
派
）
の
思

想
と
見
な
さ
れ
た
り
し
て
い
る
【
６
】
。
け
れ
ど
も
、
筆
者
は
、
実
際
に
は
前
漢
、
武
帝
期
前
後
の
儒
家
思
想
を
表
し
た
文
献
と
す

る
の
が
よ
い
と
考
え
る
【
７
】。
特
に
「
中
庸
」
第
一
章
（
武
内
義
雄
は
秦
代
の
作
と
す
る
）
の
、

天
命
之
謂
性
、
率
性
之
謂
道
、
脩
道
之
謂
敎
。（
天
の
命
ず
る

之
を
性
と
謂
い
、
性
に
率
う

之
を
道
と
謂
い
、
道
を
脩
む
る

之
を
教
え
と
謂
う
。）

と
い
う
文
は
、
善
な
る
「
性
」
は
「
天
」
が
人
間
に
与
え
た
も
の
と
説
明
し
て
、
孟
子
と
同
じ
性
善
説
を
、
そ
の
哲
学
的
世
界
観
的

な
根
拠
に
ま
で
深
め
た
も
の
、
と
す
る
見
解
が
今
日
、
通
説
と
な
っ
て
い
る
。

人
間
の
「
性
」
が
「
天
」
に
基
づ
く
と
い
う
考
え
は
、
漠
然
と
な
が
ら
孟
子
に
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
は
そ
れ
を

明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
戦
国
中
期
の
孟
子
の
段
階
で
は
、
こ
の
思
想
は
ま
だ
明
文
化
を
見
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。
こ
の
明
文
化
を
始
め
て
行
っ
て
「
性
」
の
根
拠
を
「
天
」
に
求
め
、
そ
う
す
る
こ
と
で
人
間
の
道
徳
の
根
拠
を
「
天
」



に
求
め
た
の
は
、
戦
国
後
期
～
末
期
の
儒
家
と
道
家
の
思
想
家
た
ち
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
『
呂
氏
春
秋
』
蕩
兵
篇
（
道
家
系
）
に

は
、

性
者
、
所
受
於
天
也
、
非
人
之
所
能
爲
也
。（
性
な
る
者
は
、
天
よ
り
受
く
る
所
な
り
、
人
の
能
く
為
す
所
に
非
ざ
る
な
り
。）

と
あ
り
、『
呂
氏
春
秋
』
誠
廉
篇
（
儒
家
系
）
に
も
ほ
ぼ
同
じ
文
が
、

性
也
者
、
所
受
於
天
也
、
非
擇
取
而
爲
之
也
。（
性
な
る
者
は
、
天
よ
り
受
く
る
所
な
り
、
択
取
し
て
之
を
為
す
に
非
ざ
る
な

り
。）

と
あ
る
。
後
述
の
荀
子
も
『
荀
子
』
性
悪
篇
に
お
い
て
、

凡
性
者
、
天
之
就
也
、
不
可
學
、
不
可
事
。（
凡
そ
性
な
る
者
は
、
天
の
就
せ
る
な
り
、
学
ぶ
可
か
ら
ず
、
事
と
す
可
べ
か
ら

な

こ
と

ず
。）

と
言
う
。『
礼
記
』
中
庸
篇
第
一
章
が
、
儒
家
の
道
徳
思
想
中
の
重
要
概
念
で
あ
る
「
性
・
道
・
教
」
を
取
り
上
げ
て
、
一
貫
し
た

ロ
ジ
ッ
ク
で
秩
序
だ
っ
た
理
論
を
展
開
す
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
天
与
の
「
性
」
と
い
う
思
想
を
確
立
さ
せ
る
戦
国
後
期
～
末
期

の
取
り
組
み
が
行
わ
れ
た
後
に
、
始
め
て
可
能
に
な
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
庸
篇
第
一
章
の
思
想
と
表
現
の
原
形
は
、

前
漢
初
期
の
儒
家
の
陸
賈
の
文
章
の
中
に
も
見
え
て
い
る
【
８
】。

ま
た
、『
礼
記
』
楽
記
篇
も
前
漢
の
儒
家
思
想
を
表
し
た
文
献
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
後
代
に
オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ー
と
さ
れ
る
儒
家

の
「
性
」
の
思
想
が
画
か
れ
て
い
る
が
、「
性
」
の
思
想
の
中
に
「
情
・
欲
」
が
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
か
つ
マ
イ
ナ
ス
方
向
に

貶
義
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

人
生
而
靜
、
天
之
性
也
。
感
於
物
而
動
、
性
之
欲
也
。
物
至
知
知
、
然
後
好
惡
形
焉
。
好
惡
無
節
於
内
、
知
誘
於
外
、
不
能
反

躬
、
天
理
滅
矣
。

人
生
ま
れ
て
静
か
な
る
は
、
天
の
性
な
り
。
物
に
感
じ
て
動
く
は
、
性
の
欲
な
り
。
物
至
り
て
知
知
り
、
然
る
後
に
好
悪
形
わ

ち

し

こ

う

お
あ
ら

る
。
好
悪

内
に
節
無
く
、
知

外
に

誘

わ
れ
て
、
躬
に
反
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
、
天
理
滅
び
ん
。

せ
つ

い
ざ
な

み

と
あ
る
よ
う
に
。
こ
れ
は
、
先
に
見
た
孟
子
の
「
性
」
の
思
想
を
前
提
と
し
た
上
で
、「
悪
」
の
原
因
が
外
界
の
事
物
に
触
発
さ
れ

て
生
み
出
さ
れ
る
感
情
・
欲
望
に
あ
る
こ
と
を
、
掘
り
下
げ
て
論
じ
た
儒
家
の
代
表
的
な
文
章
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
原
形
と
な

っ
た
も
の
が
『
淮
南
子
』
原
道
篇
（
前
漢
、
武
帝
期
初
年
の
成
立
）
に
、

人
生
而
靜
、
天
之
性
也
。
感
而
後
動
、
性
之
害
也
。
物
至
而
神
應
、
知
之
動
也
。
知
與
物
接
、
而
好
憎
生
焉
。
好
憎
成
形
、
而

知
誘
於
外
、
不
能
反
己
、
而
天
理
滅
矣
。

人
生
ま
れ
て
静
か
な
る
は
、
天
の
性
な
り
。
感
じ
て
後
に
動
く
は
、
性
の
害
な
り
。
物
至
り
て
神

応
ず
る
は
、
知
の
動
き
な

し
ん

り
。
知

物
と
接
し
て
、
好
憎
生
ず
。
好
憎
形
を
成
し
て
、
知

外
に

誘

わ
れ
、

己

に
反
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
、

而

ち
天
理

ち

こ
う
ぞ
う

い
ざ
な

お
の
れ

す
な
わ

滅
び
ん
。

の
如
く
見
え
て
い
る
よ
う
に
、
戦
国
末
期
～
前
漢
初
期
の
道
家
の
「
性
」
の
思
想
の
影
響
を
も
受
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
定
の



条
件
の
下
で
は
、
儒
家
の
孟
子
流
の
性
善
説
と
道
家
の
「
性
」
の
思
想
と
は
、
容
易
に
握
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
（
後

述
）。

第
四
項

道
家

戦
国
中
期
に
初
め
て
思
想
界
に
登
場
し
た
道
家
は
、
当
初
は
「
性
」
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
言
及
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な

ら
、
当
初
の
道
家
は
、
人
間
の
あ
り
方
、
殊
に
道
徳
的
政
治
的
な
あ
り
方
を
人
間
の
枠
内
で
問
題
に
す
る
「
性
」
と
い
う
テ
ー
マ
な

ど
に
、
全
然
関
心
が
持
て
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
道
家
に
と
っ
て
は
、
第
一
に
、
人
間
の
行
う
道
徳
や
政
治
は
人
為
の
代
表
・
典

型
で
あ
り
、
人
間
の
本
来
的
な
あ
り
方
を
ス
ポ
イ
ル
す
る
元
凶
で
し
か
な
か
っ
た
し
、
第
二
に
、
人
間
の
あ
り
方
を
人
間
の
枠
内
で

問
題
に
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
限
定
さ
れ
た
視
野
狭

窄
の
営
み
で
し
か
な
か
っ
た
。

き
よ
う
さ
く

こ
の
内
、「
第
二
」
に
関
し
て
は
、
人
間
の
あ
り
方
を
人
間
の
枠
内
で
は
な
く
、
存
在
す
る
事
物
一
般
「
万
物
」
の
中
で
問
題
に

し
、
そ
れ
を
人
間
の
「
性
」
と
し
て
で
は
な
く
、「
万
物
」
の
「
理
」（
条
理
）
や
「
情
」（
実
情
）
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
。

例
え
ば
、『
荘
子
』
秋
水
篇
に
は
、

蓋
師
是
而
无
非
、
師
治
而
无
亂
乎
、
是
未
明
天
地
之
理
、
萬
物
之
情
者
也
。
…
…
然
則
何
貴
於
道
邪
。
…
…
知
道
者
、
必
逹
於

理
。
逹
於
理
者
、
必
明
於
權
。
明
於
權
者
、
不
以
物
害
己
。

蓋
し
是
を
師
と
し
て
非
を
无
み
し
、
治
を
師
と
し
て
乱
を
无
み
せ
ん
か
、
是
未
だ
天
地
の
理
、
万
物
の
情
に
明
か
な
ら
ざ
る
者

け
だ

ぜ

し

ひ

な

ち

ら
ん

な
り
。
…
…
然
ら
ば
則
ち
何
ぞ
道
を
貴
ぶ
や
。
…
…
道
を
知
る
者
は
、
必
ず
理
に
逹
す
。
理
に
逹
す
る
者
は
、
必
ず
権
に
明
ら

け
ん

か
な
り
。
必
ず
権
に
明
ら
か
な
る
者
は
、
物
を
以
て

己

を
害
せ
ず
。

お
の
れ

と
あ
る
【
９
】。
こ
の
よ
う
な
把
握
の
方
向
は
、
も
と
も
と
は
、「
万
物
」
の
中
の
一
物
で
し
か
な
い
人
間
が
、
そ
の
一
物
で
あ
る
こ

と
を
止
め
そ
れ
か
ら
超
出
し
て
、「
万
物
」
の
対
極
に
あ
る
根
源
の
「
道
」
と
合
体
す
る
、
と
い
う
道
家
哲
学
の
根
本
的
な
テ
ー
マ

（
『
荘
子
』
斉
物
論
篇
な
ど
）
の
線
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
道
家
の
思
想
が
発
展
し
て
人
間
の
あ
り
方
に

も
直
接
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
る
に
連
れ
て
、
こ
の
「
理
」
や
「
情
」
は
「
道
」
が
「
万
物
」
の
中
に
内
在
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
人
間
の
中
に
内
在
す
る
場
合
は
「
性
」
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、『
荘
子
』
天
地
篇
に
は
、
次
の
よ
う

に
あ
る
【
１
０
】。

泰
初
有
无
、
无
有
无
名
、
一
之
所
起
。
有
一
而
未
形
、
物
得
以
生
、
謂
之
德
。
未
形
者
有
分
、
且
然
无
間
、
謂
之
命
。
留
動
而

生
物
、
物
成
生
理
、
謂
之
形
。
形
體
保
神
、
各
有
儀
則
、
謂
之
性
。

泰
（
太
）
初
に
无
有
り
、
有
る
无
く
名
无
く
、
一
の
起
こ
る
所
な
り
。
一
有
り
て
未
だ

形

れ
ず
、
物
得
て
以
て
生
ず
、
之
を

む

な

い
ち

い
ま

あ
ら
わ

こ
れ

徳
と
謂
う
。
未
だ
形
れ
ざ
る
者
に
分
有
り
、
且
つ
然
れ
ど
も
間
无
し
、
之
を
命
と
謂
う
。
留
（
流
）
動
し
て
物
を
生
じ
、
物
成

い

ぶ
ん

か
つ

し
か

か
ん

め
い

な

り
て
理
を
生
ず
、
之
を

形

と
謂
う
。
形
体

神
を
保
ち
、
各
々
儀
則
有
り
、
之
を
性
と
謂
う
。

り

か
た
ち

し
ん

た
も

お
の
お
の
ぎ

そ

く

せ
い

こ
こ
で
は
、「
泰
（
太
）
初
」
の
「
无
」（
つ
ま
り
「
道
」）
を
起
点
と
し
て
、「
物
」（
主
に
人
間
）
の
「
性
」
が
生
ま
れ
て
く
る
万

物
生
成
論
的
ま
た
は
存
在
論
的
な
プ
ロ
セ
ス
が
、「
无
→
一
（
徳
）
→
命
→
物
→
形
→
性
」
の
よ
う
に
図
式
化
さ
れ
て
綺
麗
に
画
か

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
は
、
人
間
の
「
性
」
を
「
天
」
に
根
拠
づ
け
、
そ
う
す
る
こ
と
で
人
間
の
道
徳
の
根
拠
を
「
天
」
に

求
め
た
、
上
述
の
戦
国
後
期
～
末
期
の
儒
家
・
道
家
の
思
想
の
先
駆
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
道
家
が
最
も
重
要
視
す
る
根
源



の
「
道
」
が
す
べ
て
の
人
間
の
中
に
内
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
今
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
性
」
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
こ
の
新
し

い
主
張
は
、
表
面
的
に
は
「
善
」
と
い
う
褒
義
語
を
用
い
て
い
な
く
て
も
、
実
は
人
間
の
「
性
」
を
最
も
強
力
に
肯
定
す
る
も
の
で

ほ

う

ぎ

ご

あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
道
家
の
「
性
」
の
思
想
は
、
孟
子
の
性
善
説
と
基
本
的
に
同
じ
タ
イ
プ
と
把
え
て
差
し
支
え
な
い
。（
た
だ

し
、「
善
」
の
内
容
に
関
し
て
は
孟
子
と
道
家
と
で
は
正
反
対
で
あ
る
け
れ
ど
も
。）
戦
国
末
期
の
道
家
が
唱
え
た
人
間
の
本
来
的
な

生
ま
れ
つ
き
に
復
帰
し
よ
う
と
い
う
、「
復
初
」（
初
め
に
復
る
）・
「
反
性
」（
性
に
反
る
）
と
い
う
テ
ー
ゼ
（
『
荘
子
』
繕
性
篇
）【
１

か
え

１
】
が
、
後
に
性
善
説
を
奉
ず
る
唐
代
儒
家
の
李
翺
（
七
七
二
～
八
四
一
年
）
の
『
復
性
書
』
を
経
て
宋
代
以
降
の
朱
子
学
に
受
け

り

こ

う

入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
道
家
が
人
間
の
「
性
」
に
肯
定
的
に
言
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
で
も
、
上
述
の
「
第
一
」
の
人
為
に
関
し

て
は
、
彼
ら
は
否
定
的
な
態
度
を
取
り
続
け
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
道
家
の
言
う
「
性
」
の
概
念
は
、
多
く
の
場
合
、
道
徳
・
政
治
な
ど

と
い
っ
た
人
為
の
対
極
に
あ
る
、
人
間
の
健
康
な
身
体
的
生
命
や
無
知
・
無
欲
の
素
樸
な
心
情
な
ど
を
指
す
。
そ
れ
は
、
道
家
に
先

立
つ
時
代
の
儒
家
で
あ
る
孟
子
が
、『
孟
子
』
離
婁
下
篇
に
お
い
て
、

孟
子
曰
、「
養
生
者
、
不
足
以
當
大
事
。
惟
送
死
可
以
當
大
事
。
」（
孟
子
曰
わ
く
、「
養
生
な
る
者
は
、
以
て
大
事
に
当
つ
る
に

足
ら
ず
。
惟
だ
死
を

送

（
喪
）
う
こ
と
の
み
以
て
大
事
に
当
つ
る
に
足
る
。」
と
。）

た

と
む
ら

と
述
べ
る
よ
う
に
、「
養
生
」（
身
体
的
生
命
を
養
う
こ
と
）
を
軽
視
し
、
ま
た
「
仁
・
義
・
礼
・
智
」
の
四
端
が
す
べ
て
の
人
間
に

生
ま
れ
な
が
ら
に
具
わ
る
と
主
張
し
た
【
１
２
】
の
と
は
、
正
反
対
の
方
向
を
向
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
道
家
に
お
い
て
は
、
こ
の

「
性
」
は
先
天
的
に
そ
の
ま
ま
で
１
０
０
パ
ー
セ
ン
ト
完
全
で
あ
り
、
後
天
的
な
学
習
・
修
養
の
努
力
な
ど
を
加
え
る
必
要
の
全
然

な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
特
に
儒
家
の
主
張
す
る
道
徳
や
政
治
に
お
け
る
学
習
・
修
養
な
ど
は
、
す
べ
て

の
人
間
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
具
わ
る
「
性
」
を
ス
ポ
イ
ル
し
て
し
ま
う
僻
事
と
見
な
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
後
述
す
る
儒
家
の
荀

ひ
が
ご
と

子
が
「
天
人
之
分
」（
天
と
人
の
区
別
）・
「
性
偽
之
分
」（
性
と
偽
（
為
）
の
区
別
）
を
唱
え
る
よ
り
も
前
に
、
実
は
道
家
が
「
天
・

せ

い

い

い

性
」
と
「
人
・
偽
（
為
）」
と
を
峻
別
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
―
―
道
家
の
思
想
を
踏
ま
え
た
荀
子
が
道
家
の
「
天
・
性
」
へ
の
高

い
評
価
と
「
人
・
偽
」
へ
の
低
い
評
価
と
を
逆
転
さ
せ
た
と
い
う
相
異
は
あ
る
に
し
て
も
。

戦
国
末
期
か
ら
前
漢
初
期
に
か
け
て
の
道
家
系
の
文
献
に
は
、「
性
命
之
情
」（
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
の
実
相
）
を
損
な
わ
ず
保
全

し
よ
う
と
い
う
思
想
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
（
例
え
ば
、『
荘
子
』
駢
拇
・
在
宥
・
天
運
・
徐
无
鬼
の
諸
篇
、『
呂
氏
春
秋
』
重
己
・

謹
聴
・
観
世
な
ど
の
諸
篇
、『
淮
南
子
』
原
道
・
俶
真
・
精
神
な
ど
の
諸
篇
）【
１
３
】。
こ
の
場
合
の
「
性
命
之
情
」
の
内
容
も
上

述
し
た
人
間
の
身
体
的
生
命
や
素
樸
な
心
情
な
ど
で
あ
り
、
こ
れ
が
論
じ
ら
れ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
も
上
述
し
た
儒
家
な
ど
の
「
人
為
」

に
反
対
す
る
道
家
の
「
無
為
」
の
主
張
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

第
五
項

荀
子

戦
国
末
期
の
代
表
的
な
儒
家
の
思
想
家
で
あ
る

荀

子
（
前
三
一
四
ご
ろ
～
二
三
八
年
過
ぎ
）
は
、
春
秋
・
戦
国
時
代
に
花
開
い

じ
ゆ
ん

し

た
さ
ま
ざ
ま
の
思
想
を
総
合
す
る
位
置
、
か
つ
秦
の
始
皇
帝
に
よ
る
天
下
統
一
の
ひ
た
迫
る
社
会
的
政
治
的
状
況
の
中
に
生
き
て
、

そ
の
思
想
活
動
を
営
ん
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
荀
子
の
思
想
は
、
彼
に
先
立
つ
春
秋
・
戦
国
時
代
の
諸
子
百
家
、
特
に
道
家
か
ら
多
大
の

思
想
上
の
刺
激
、
知
的
な
栄
養
を
受
け
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
「
性
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。

上
述
の
よ
う
に
、
道
家
は
、
人
間
と
い
う
存
在
を
何
よ
り
も
ま
ず
事
物
一
般
「
万
物
」
の
一
つ
と
把
え
、
そ
の
あ
り
方
を
「
万
物
」

と
は
異
な
っ
た
人
間
独
自
の
も
の
、
つ
ま
り
「
性
」
と
は
認
め
ず
、
む
し
ろ
「
万
物
」
中
の
一
物
の
あ
り
方
の
中
に
解
消
し
て
し
ま

う
方
向
に
向
か
っ
た
。
荀
子
は
、
こ
の
思
想
を
部
分
的
に
承
認
し
つ
つ
こ
れ
を
踏
ま
え
、
か
つ
そ
の
反
人
間
主
義
を
乗
り
越
え
よ
う

と
し
て
、「
万
物
」
の
世
界
の
階
層
論
を
提
起
す
る
。『
荀
子
』
王
制
篇
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。



水
火
有
氣
而
無
生
、
草
木
有
生
而
無
知
、
禽
獸
有
知
而
無
義
、
人
有
氣
有
生
有
知
、
亦
且
有
義
、
故
最
爲
天
下
貴
也
。
力
不
若

牛
、
走
不
若
馬
、
而
牛
馬
爲
用
、
何
也
。
曰
、「
人
能
羣
、
彼
不
能
羣
也
。」
人
何
以
能
羣
。
曰
、「
分
。」
分
何
以
能
行
。
曰
、

「
義
。」
故
義
以
分
則
和
、
和
則
一
、
一
則
多
力
、
多
力
則
彊
（
強
）、
彊
（
強
）
則
勝
物
。
故
宮
室
可
得
而
居
也
。

水
火
に
は
気
有
り
て
生
無
く
、草
木
に
は
生
有
り
て
知
無
く
、禽
獣
に
は
知
有
り
て
義
無
く
、人
に
は
気
有
り
生
有
り
知
有
り
、亦ま

た
且
つ
義
も
有
り
、
故
に
最
も
天
下
の
貴
き
も
の
と
為
る
な
り
。
力
は
牛
に
若
か
ず
、
走
る
こ
と
は
馬
に
若
か
ざ
る
に
、
牛
馬

か

し

用
を
為
す
は
、
何
ぞ
や
。
曰
わ
く
、「
人
は
能
く
群
す
る
も
、
彼
は
群
す
る
能
わ
ざ
れ
ば
な
り
。」
と
。
人
は
何
を
以
て
能
く

群
す
る
。
曰
わ
く
、「
分
な
り
。」
と
。
分
は
何
を
以
て
能
く
行
わ
る
る
。
曰
わ
く
、「
義
な
り
。」
と
。
故
に
義
以
て
分
け
れ
ば

則
ち
和
し
、
和
す
れ
ば
則
ち
一
な
り
、
一
な
れ
ば
則
ち
力
多
く
、
力
多
け
れ
ば
則
ち
彊
（
強
）
く
、
彊
（
強
）
け
れ
ば
則
ち
物

に
勝
つ
。
故
に
宮
室
も
得
て
居
る
可
き
な
り
。

し
か
し
、
荀
子
は
こ
の
よ
う
な
「
義
」
を
、
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
「
性
」
で
あ
る
と
認
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
、
彼
は
孟
子

を
何
度
も
名
指
し
し
て
（
仁
・
義
・
礼
・
智
を
性
と
認
め
る
）
そ
の
性
善
説
に
反
対
し
、
逆
に
性
悪
説
を
唱
え
た
。『
荀
子
』
性
悪

篇
の
冒
頭
で
、
荀
子
は
次
の
よ
う
に
宣
言
す
る
。

人
之
性
惡
、
其
善
者
僞
也
。（
人
の
性
は
悪
な
り
、
其
の
善
な
る
者
は
僞
な
り
。）

い

荀
子
の
性
悪
説
の
理
論
構
成
は
、
な
か
な
か
複
雑
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
大
略
を
示
そ
う
【
１
４
】
。

ま
ず
、
荀
子
の
言
う
「
性
」

と
は
、
人
間
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
具
わ
る
自
然
の
性
質
で
あ
る
。
性
悪
篇
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

凡
性
者
、
天
之
就
也
、
不
可
學
、
不
可
事
。
禮
義
者
、
聖
人
之
所
生
也
、
人
之
所
學
而
能
、
所
事
而
成
者
也
。
不
可
學
、
不
可

事
而
在
人
者
、
謂
之
性
。
可
學
而
能
、
可
事
而
成
之
在
人
者
、
謂
之
僞
。
是
性
僞
之
分
也
。

凡
そ
性
な
る
者
は
、
天
の
就
せ
る
な
り
、
学
ぶ
可
か
ら
ず
、
事
と
す
る
可
べ
か
ら
ず
。
礼
義
な
る
者
は
、
聖
人
の
生
ず
る
所
な

な

こ
と

り
、
人
の
学
び
て
能
く
す
る
所
な
り
、
事
と
し
て
成
す
所
の
者
な
り
。
学
ぶ
可
べ
か
ら
ず
、
事
と
す
る
可
べ
か
ら
ず
し
て
人
に

在
る
者
は
、
之
を
性
と
謂
う
。
学
び
て
能
く
す
可
く
、
事
と
し
て
成
す
可
き
も
の
の
人
に
在
る
者
は
、
之
を
偽
と
謂
う
。
是
れ

い

性
偽
の
分
な
り
。

し
か
し
、「
性
」
の
実
際
の
内
容
は
、
孟
子
と
は
異
な
り
主
と
し
て
「
欲
」（
欲
望
）
を
指
す
。
荀
子
の
性
悪
説
の
こ
の
部
分
（
「
性
」

の
実
際
の
内
容
が
主
に
「
欲
」
を
指
す
こ
と
）
は
、
孟
子
の
論
敵
で
あ
っ
た
告
子
の
「
性
無
善
、
無
不
善
也
。
」（
性
に
善
無
く
、
不

善
無
き
な
り
。）
と
い
う
説
を
継
承
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。『
孟
子
』
告
子
上
篇
に
お
い
て
、
告
子
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

告
子
曰
、「
食
色
、
性
也
。
仁
、
内
也
、
非
外
也
。
義
、
外
也
。
非
内
也
。
」（
告
子
曰
わ
く
、「
食
・
色
は
、
性
な
り
。
仁
は
、

内
な
り
、
外
に
非
ざ
る
な
り
。
義
は
、
外
な
り
。
内
に
非
ざ
る
な
り
。」
と
。）

こ
の
よ
う
に
、
告
子
は
、
人
間
の
中
に
内
在
す
る
欲
望
と
感
情
を
先
天
的
な
「
性
」
と
見
な
し
、「
義
」
な
ど
の
「
善
」
を
目
指
す

後
天
的
な
道
徳
を
、
人
間
に
と
っ
て
外
在
的
な
も
の
と
述
べ
て
、「
性
」
の
事
実
と
善
悪
の
道
徳
と
の
両
者
を
、
ま
た
感
情
・
欲
望

の
内
在
と
道
徳
の
外
在
と
の
両
者
を
明
確
に
切
り
離
す
の
で
あ
る
。
荀
子
は
恐
ら
く
告
子
の
こ
の
「
性
」
の
思
想
か
ら
、
多
大
の
知

的
な
栄
養
を
受
け
取
っ
た
に
違
い
な
い
。
彼
の
「
天
人
の
分
」
や
「
性
偽
（
為
）
の
分
」
の
思
想
に
は
、
道
家
の
「
天
と
人
」
を
峻

せ

い

い



別
す
る
哲
学
か
ら
の
影
響
だ
け
で
な
く
、
告
子
の
以
上
の
よ
う
な
「
性
」
の
思
想
か
ら
の
影
響
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
、
荀
子
は
、
こ
の
「
性
」
と
し
て
の
「
欲
」
を
持
つ
点
で
は
、
い
か
な
る
人
間
の
間
に
も
区
別
は
な
く
み
な
同
じ
だ
と
主
張

し
た
。
栄
辱
篇
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

材
性
知
能
、
君
子
小
人
一
也
。
好
榮
惡
辱
、
好
利
惡
害
、
是
君
子
小
人
之
所
同
也
。（
材
性
・
知
能
、
は
君
子
と
小
人
と
一
な

り
。
栄
え
を
好
み
辱
を
悪
み
、
利
を
好
み
害
を
悪
む
は
、
是
君
子
と
小
人
と
の
同
じ
き
所
な
り
。）

こ
れ

「
性
」
に
お
い
て
万
人
を
平
等
に
見
る
こ
う
し
た
人
間
観
は
、
性
善
説
と
性
悪
説
と
で
善
悪
の
評
価
に
違
い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
荀
子
の
孟
子
と
同
じ
点
で
あ
り
、
荀
子
が
孟
子
か
ら
受
け
継
い
だ
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
荀
子
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
生
ま
れ
な

が
ら
そ
れ
ぞ
れ
み
な
同
じ
よ
う
に
、
質
の
上
で
は
官
能
的
・
物
質
的
・
政
治
的
な
ど
の
多
種
多
様
な
「
欲
」
を
持
っ
て
お
り
、
し
か

も
量
の
上
で
は
ど
こ
ま
で
も
満
足
せ
ず
に
そ
れ
ら
を
無
限
に
追
求
し
よ
う
と
す
る
。
栄
辱
篇
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

人
之
情
、
食
欲
有
芻
豢
、
衣
欲
有
文
繡
、
行
欲
有
輿
馬
、
又
欲
夫
餘
財
蓄
積
之
富
也
。
然
而
窮
年
累
世
不
知
足
、
是
人
之
情
也
。

人
の
情
は
、
食
に
は
芻
豢
有
ら
ん
と
欲
し
、
衣
に
は
文

繡
有
ら
ん
と
欲
し
、
行
く
に
は
輿
馬
有
ら
ん
と
欲
し
、
又
た
夫
の
余

す
う
か
ん

ぶ
ん
し
ゆ
う

よ

ば

財
・
蓄
積
の
富
を
欲
す
る
な
り
。
然
れ
ど
も
年
を
窮
め
世
を
累
ぬ
る
も
足
る
を
知
ら
ざ
る
は
、
是
人
の
情
な
り
。

き
わ

か
さ

こ
の
よ
う
な
多
種
多
様
で
無
限
に
追
求
す
る
「
欲
」
を
持
つ
人
間
が
、
同
じ
対
象
の
獲
得
を
目
指
す
と
こ
ろ
か
ら
、
万
人
の
万
人
に

対
す
る
闘
争
が
発
生
し
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
国
家
・
社
会
の
混
乱
を
も
た
ら
す
。
荀
子
は
、
こ
う
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
国
家
・
社

会
の
混
乱
を
「
悪
」
と
定
義
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
荀
子
の
性
悪
説
と
は
、
そ
の
直
接
的
表
面
的
な
内
容
は
、
万
人
の
「
性
」

が
国
家
・
社
会
に
混
乱
を
も
た
ら
す
方
向
で
作
用
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
闘
争
を
止
め
さ
せ
混
乱
を
救
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
間
の
「
欲
」
を
合
理
的
に
充
足
さ
せ
う
る
社
会
規
範
と
し
て
荀
子
の
提
唱
し
た
も
の
が
、「
聖
人
」
の
作

っ
た
「
礼
」
の
理
念
で
あ
り
、
そ
の
実
態
と
し
て
の
「
分
」
と
い
う
社
会
秩
序
で
あ
っ
た
。
王
制
篇
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

分
均
則
不
偏
、
勢
齊
則
不
壹
、
衆
齊
則
不
使
。
有
天
有
地
、
而
上
下
有
差
。
明
王
始
立
、
而
處
國
有
制
。
夫
兩
貴
之
不
能
相
事
、

兩
賤
之
不
能
相
使
、
是
天
數
也
。
勢
位
齊
、
而
欲
惡
同
、
物
不
能
澹
、
〔
不
能
澹
〕
則
必
爭
、
爭
則
必
亂
、
亂
則
窮
矣
。
先
王

惡
其
亂
也
、
故
制
禮
義
以
分
之
、
使
有
貧
富
貴
賤
之
等
、
足
以
相
兼
臨
者
、
是
養
天
下
之
本
也
。
書
曰
、「
維
齊
非
齊
」、
此
之

謂
也
。

分
均
し
け
れ
ば
則
ち

偏

か
ら
ず
、
勢
い
斉
し
け
れ
ば
則
ち
壹
な
ら
ず
、
衆

斉
し
け
れ
ば
則
ち
使
わ
れ
ず
。
天
有
り
地
有
り
て
、

ぶ
ん
ひ
と

あ
ま
ね

ひ
と

い
ち

し
ゆ
う

上
下
に
差
有
り
。
明
王
始
め
て
立
ち
て
、
国
に
処
す
る
に
制
有
り
。
夫
れ
両
貴
の
相
い
事
う
る
能
わ
ず
、
両
賎
の
相
い
使
う
能

つ
か

わ
ざ
る
は
、
是
天
の
数
な
り
。
勢
位
斉
し
く
て
、
欲
悪
同
じ
け
れ
ば
、
物
澹
る
能
わ
ず
、〔
澹
る
能
わ
ざ
れ
ば
〕
則
ち
必
ず
争

せ
い

い

よ
く

お

た

た

い
、
争
え
ば
則
必
ず
乱
れ
、
乱
る
れ
ば
則
ち
窮
ま
ら
ん
。
先
王
其
の
乱
を
悪
む
や
、
故
に
礼
義
を
制
し
て
以
て
之
を
分
か
ち
、

き
わ

に
く

貧
富
・
貴
賎
の
等
有
り
、
以
て
相
い
兼
ね
臨
む
に
足
ら
し
め
し
者
は
、
是
天
下
を
養
う
の
本
な
り
。『
書
』
に
曰
わ
く
、「
維
れ

こ

斉
し
き
は
斉
し
き
に
非
ず
」
と
は
、
此
の
謂
い
な
り
。

こ
れ

荀
子
が
人
間
の
後
天
的
な
学
習
・
修
養
つ
ま
り
人
為
（
偽
）
を
積
み
重
ね
た
結
果
達
成
さ
れ
る
と
言
う
「
善
」
は
、
こ
う
し
て
人
類

が
つ
い
に
建
設
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
「
礼
」
あ
る
理
想
社
会
の
こ
と
で
あ
る
。
上
引
の
性
悪
篇
の
冒
頭
で
言
っ
て
い
た
よ
う
に
、

そ
れ
は
先
天
的
な
「
性
」
の
ま
ま
で
は
な
く
後
天
的
な
「
偽
」
の
積
み
重
ね
の
結
果
、「
天
」
の
ま
ま
で
は
な
く
「
人
」
の
積
み
重



ね
の
結
果
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
荀
子
は
、
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
「
性
」
と
そ
の
実
際
の
内
容
で
あ
る
「
欲
」
を
「
悪
」
と
規
定
し
た
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
「
性
」
と
し
て
の
「
欲
」
を
否
定
す
る
主
張
を
述
べ
る
こ
と
が
な
い
。
反
対
に
、
国
家
・
社
会
を
混
乱
に
陥
れ

る
危
険
性
を
十
分
に
承
知
し
た
上
で
、「
欲
」
の
追
求
を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
【
１
５
】
。
こ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
―
―
そ
れ
は
、

荀
子
が
、
す
べ
て
の
人
間
の
「
性
」
と
し
て
の
「
欲
」
が
同
じ
対
象
物
の
獲
得
を
目
指
す
と
こ
ろ
か
ら
発
生
す
る
、
万
人
の
万
人
に

対
す
る
闘
争
を
、「
聖
人
」
の
作
っ
た
「
礼
」
を
す
べ
て
の
人
間
が
自
ら
受
け
入
れ
て
新
し
い
理
想
社
会
を
建
設
し
て
い
く
た
め
の
、

最
も
根
本
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
位
置
づ
け
る
か
ら
で
あ
る
。
荀
子
学
派
は
、
間
近
に
迫
り
つ
つ
あ
る
戦
国
時
代
の
終
焉
と
秦
の
始
皇

帝
に
よ
る
天
下
統
一
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
統
一
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
建
設
さ
れ
る
べ
き
新
し
い
理
想
的
な
天
下
秩
序
の
理
論
化

に
腐
心
し
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
体
系
を
持
つ
「
性
」
の
思
想
は
、
そ
の
理
想
社
会
論
の
最
も
深
い
人
間
学
的
な
基
礎
に
位
置
づ

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

第
六
項

韓
非
な
ど
の
法
家
と
そ
の
後
の
法
術
官
僚

戦
国
末
期
の
韓
非
（
前
二
八
〇
ご
ろ
～
二
三
三
年
）
を
始
め
と
す
る
法
家
は
、
人
間
の
「
性
」
に
つ
い
て
正
面
切
っ
て
論
ず
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
人
間
観
は
荀
子
の
性
悪
説
を
踏
襲
し
た
も
の
と
見
な
し
て
差
し
支
え
な
い
。
と
言
う
の

は
、
法
家
の
代
表
者
韓
非
は
法
治
主
義
を
唱
え
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
基
礎
を
な
す
、
人
間
は
本
来
だ
れ
し
も
安
全
・
利

益
を
求
め
危
険
・
損
害
を
避
け
る
も
の
だ
と
す
る
思
想
が
、
師
で
あ
る
荀
子
の
性
悪
説
の
影
響
下
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

疑
う
余
地
の
な
い
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
韓
非
子
』
姦
劫
弑
臣
篇
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

か
ん

ぴ

し

夫
安
利
者
就
之
、
危
害
者
去
之
、
此
人
之
情
也
。（
夫
れ
安
利
な
る
者
は
之
に
就
き
、
危
害
な
る
者
は
之
を
去
る
は
、
此
人
の

つ

こ
れ

情
な
り
。）

韓
非
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
つ
こ
う
し
た
性
質
を
十
分
計
算
に
入
れ
た
上
で
、
富
国
強
兵
と
い
う
目
標
を
達

か
ん

ぴ

成
す
る
た
め
に
君
主
権
の
強
大
化
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
君
主
サ
イ
ド
か
ら
見
て
功
績
を
挙
げ

た
者
に
は
安
全
・
利
益
に
な
る
「
賞
」
を
、
功
績
を
挙
げ
な
か
っ
た
者
に
は
危
険
・
損
害
に
な
る
「
罰
」
を
、
臣
下
と
民
衆
に
そ
れ

ぞ
れ
正
確
に
下
す
こ
と
（
信
賞
必
罰
）
が
必
要
だ
と
唱
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
荀
子
に
は
見
ら
れ
な
い
韓
非
独
特
の
主
張
で
あ
る

が
、
後
に
は
法
家
だ
け
で
な
く
儒
家
か
ら
も
支
持
さ
れ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
後
漢
末
期
の
徐
幹
（
一
七
〇
～
二
一
七
年
）
の
『
中

論
』
賞
罰
篇
は
、

人
君
明
乎
賞
罰
之
道
、
則
治
不
難
矣
。
夫
賞
罰
者
不
在
乎
必
重
、
而
在
於
必
行
。
必
行
則
雖
不
重
而
民
戒
、
不
行
則
雖
重
而
民

怠
。
故
先
王
務
賞
罰
之
必
行
。

人
君

賞
罰
の
道
に
明
か
な
れ
ば
、
則
ち
治
む
る
こ
と
難
か
ら
ず
。
夫
れ
賞
罰
な
る
者
は
必
ず
重
き
に
在
ら
ず
し
て
、
必
ら
ず

じ
ん
く
ん

お
さ

か
た

行
わ
る
る
に
在
り
。
必
ず
行
わ
る
れ
ば
則
ち
重
か
ら
ず
と

雖

も
民

戒

め
、
行
わ
れ
ざ
れ
ば
則
ち
重
し
と
雖
も
民

怠

る
。

い
え
ど

い
ま
し

お
こ
た

故
に
先
王
は
賞
罰
の
必
ず
行
わ
る
る
に
務
む
。

つ
と

と
唱
え
て
、
韓
非
と
同
じ
よ
う
に
君
主
が
人
々
を
統
治
す
る
際
の
「
賞
罰
必
行
」（
賞
罰
必
ず
行
わ
る
）
を
強
調
す
る
が
、
そ
の
基

礎
に
は
荀
子
・
韓
非
流
の
性
悪
説
が
あ
る
。
そ
し
て
、
韓
非
は
こ
の
「
信
賞
必
罰
」
に
よ
っ
て
、
君
主
の
手
足
と
な
っ
て
働
く
官
僚

機
構
を
整
え
、
そ
れ
を
通
じ
て
民
衆
支
配
の
強
化
を
推
し
進
め
て
、
来
た
る
べ
き
戦
国
時
代
の
終
焉
と
秦
の
始
皇
帝
に
よ
る
天
下
統



一
を
迎
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

後
の
前
漢
・
後
漢
以
降
に
な
る
と
、
政
治
の
舞
台
の
上
に
酷
吏
と
呼
ば
れ
る
法
術
官
僚
が
現
れ
る
。
彼
ら
は
中
央
に
立
つ
皇
帝
権

こ
く

り

力
を
強
化
す
る
た
め
に
、法
律
・
刑
罰
を
峻

厳
に
適
用
し
て
諸
侯
王
・
地
方
豪
族
・
商
工
之
民
な
ど
の
政
治
的
経
済
的
な
力
量
を
削

し
ゆ
ん
げ
ん

そ

ぎ
落
と
す
活
動
を
行
っ
た
。
こ
の
酷
吏
の
活
動
を
支
え
た
人
間
観
つ
ま
り
「
性
」
の
思
想
は
、
以
上
の
よ
う
な
荀
子
や
韓
非
の
、
人

間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
安
全
・
利
益
を
欲
し
危
険
・
損
害
を
憎
む
も
の
だ
と
す
る
、
性
悪
説
か
ら
来
て
い
る
面
が
少
な
く
な
い
。
例

え
ば
、『
漢
書
』
刑
法
志
は
、
儒
家
の
思
想
的
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
民
衆
を
統
治
す
る
た
め
に
は
「
礼
・
教
」
だ
け
で
な
く
「
法
・

刑
」
も
必
要
だ
と
す
る
理
論
を
展
開
し
た
文
献
で
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
に
は
上
引
の
『
荀
子
』
王
制
篇
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
文
章
が
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

夫
人
宵
（
肖
）
天
地
之
傭
（
貌
）、
懷
五
常
之
性
、
聰
明
精
粹
、
有
生
之
最
靈
者
也
。
爪
牙
不
足
以
供
耆
（
嗜
）
欲
、
趨
走
不

足
以
避
利
害
、
無
毛
羽
以
禦
寒
暑
、
必
將
役
物
以
爲
養
、
任
智
而
不
恃
力
。
此
其
所
以
爲
貴
也
。
故
不
仁
愛
則
不
能
羣
、
不
能

羣
則
不
勝
物
、
不
勝
物
則
養
不
足
。
羣
而
不
足
、
爭
心
將
作
。
上
聖
卓
然
先
行
敬
讓
博
愛
之
德
者
、
衆
心
説
（
悦
）
而
從
之
。

從
之
成
羣
、
是
爲
君
矣
。
歸
而
往
之
、
是
爲
王
矣
。
洪
範
曰
、「
天
子
作
民
父
母
、
爲
天
下
王
。」
聖
人
取
類
以
正
名
、
而
謂
君

爲
父
母
、
明
仁
愛
德
讓
、
王
道
之
本
也
。
愛
待
敬
而
不
敗
、
德
須
威
而
久
立
。
故
制
禮
以
崇
敬
、
作
刑
以
明
威
也
。

夫
れ
人
は
天
地
の
傭

（
貌
）
に
宵
（
肖
）、
五
常
の
性
を
懐
き
、
聡
明
精
粋
に
し
て
、
有
生
の
最
も
霊
あ
る
者
な
り
。
爪
牙
は

す
が
た

に

せ
い
す
い

ゆ
う
せ
い

そ
う

が

以
て
耆
（
嗜
）
欲
に

供

す
る
に
足
ら
ず
、
趨
走
は
以
て
利
害
を
避
く
る
に
足
ら
ず
、
毛
羽
の
以
て
寒
暑
を
禦
ぐ
無
け
れ
ば
、

し

よ
く

き
よ
う

す
う
そ
う

も

う

う

ふ
せ

必
ず
将
に
物
を
役
し
て
以
て
養
い
を
為
し
、
智
に
任
じ
て
力
に
恃
ま
ざ
ら
ん
と
す
。
此
其
の
貴
き
も
の
と
為
る
所
以
な
り
。
故

え
き

た
の

こ
れ

ゆ

え

ん

に
仁
愛
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
群
す
る
こ
と
能
わ
ず
、
群
す
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
則
ち
物
に
勝
た
ず
、
物
に
勝
た
ざ
れ
ば
則
ち
養
い

足
ら
ず
。群
し
て
足
ら
ざ
れ
ば
、争
心
将
に
作
こ
ら
ん
と
す
。上

聖
は
卓
然
と
し
て
先
ず
敬
譲
博
愛
の
徳
を
行
う
者
な
り
、
衆

心

お

じ
よ
う
せ
い

た
く
ぜ
ん

し
ゆ
う
し
ん

説

（
悦
）
び
て
之
に
従
う
。
之
に
従
い
て
群
を
成
す
も
の
は
、
是
君
と
為
る
。
帰
し
て
之
に
往
く
も
の
は
、
是
王
と
為
る
。

よ
ろ
こ

こ
れ

こ
れ

『
洪
範
』
に
曰
わ
く
、「
天
子
は
民
の
父
母
作
り
、
天
下
の
王
為
り
。」
と
。
聖
人

類
を
取
り
て
以
て
名
を
正
し
て
、
君
を
謂

こ
う
は
ん

た

た

い
て
父
母
と
為
す
、
仁
愛
徳
譲
に
明
か
な
る
は
、
王
道
の
本
な
り
。
愛

敬
を
待
ち
て
敗
れ
ず
、
徳

威
を
須
ち
て
久
し
く
立
つ
。

い

ま

故
に
礼
を
制
し
て
以
て
敬
を
崇
く
し
、
刑
を
作
り
て
以
て
威
を
明
か
に
す
る
な
り
。

た
か

し
か
し
、
同
じ
よ
う
に
儒
家
の
立
場
か
ら
法
律
・
刑
罰
の
必
要
性
を
主
張
す
る
理
論
で
あ
る
に
し
て
も
、
時
が
経
過
す
る
に
連
れ

て
そ
の
基
づ
く
「
性
」
の
思
想
に
は
、
荀
子
の
性
悪
説
を
離
れ
て
各
種
各
様
の
「
性
」
の
思
想
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え

ば
、
前
漢
初
期
の
董
仲
舒
（
前
一
七
六
ご
ろ
～
一
〇
四
年
ご
ろ
）
は
、「
上
の
性
」
を
持
つ
統
治
者
が
、「
中
の
性
」
を
持
つ
者
に
は

「
教
え
」
を
用
い
て
対
処
す
べ
き
こ
と
を
唱
え
る
一
方
、「
下
の
性
」
を
持
つ
者
に
は
「
刑
罰
」
を
行
使
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
（
『
春

秋
繁
露
』
五
行
相
勝
篇
）
が
、
こ
れ
は
誕
生
し
て
ま
だ
間
も
な
い
性
三
品
説
に
基
づ
い
た
見
解
で
あ
る
。
後
漢
の
王
符
（
一
〇
〇
ご

ろ
～
一
七
〇
年
ご
ろ
）
も
同
じ
よ
う
に
性
三
品
説
に
基
づ
い
て
、「
下
愚
極
悪
」
の
者
に
対
す
る
「
刑
罰
」
の
適
用
を
主
張
す
る
。

例
え
ば
、『
潜
夫
論
』
述
赦
篇
に
お
い
て
、

今
夫
性
惡
之
人
、
居
家
不
孝
悌
、
出
入
不
恭
敬
、
輕
薄
慢
傲
、
凶
悍
無
辨
、
明
以
威
侮
侵
利
爲
行
、
以
賊
殘
酷
虐
爲
賢
。
故
數

陷
王
法
者
、
此
乃
民
之
賊
、
下
愚
極
惡
之
人
也
。
雖
脱
桎
梏
而
出
囹
圄
、
終
無
改
悔
之
心
、
自
詩
〈
恃
〉
以
羸
〈
數
〉
敖
〈
赦
〉

頭
〈
贖
〉、
出
獄
踧
踖
、
復
犯
法
者
何
不
然
。
…
…
由
此
觀
之
、
大
惡
之
資
、
終
不
可
化
、
雖
歳
赦
之
、
適
勸
姦
耳
。

今
夫
れ
性
悪
の
人
は
、
家
に
居
る
に
孝
悌
な
ら
ず
、
出
入
す
る
に
恭
敬
な
ら
ず
、
軽
薄
慢
傲
、
凶

悍
に
し
て
辨
無
く
、
明
ら

そ

せ
い
あ
く

ま
ん
ご
う

き
よ
う
か
ん

べ
ん

け
し
威
侮
侵
利
を
以
て
行
い
と
為
し
、
賊
残
酷
虐
を
以
て
賢
と
為
す
。
故
に
数
々
王
法
に
陥
る
者
は
、
此

乃

ち
民
の
賊
に
し

い

ぶ

し

ん

り

ぞ
く
ざ
ん
こ
く
ぎ
や
く

し
ば
し
ば

す
な
わ

て
、
下
愚
極
悪
の
人
な
り
。
桎
梏
を
脱
し
て
囹
圄
を
出
ず
と

雖

も
、
終
に
改
悔
の
心
無
く
、
自
ら
詩
〈
恃
〉
み
て
以
て
羸
〈
数
〉
々
敖

し
つ
こ
く

れ

い

ご

い
え
ど

か
い
か
い

た
の

し

ば

し

ば

し
や



〈
赦
〉

頭

〈
贖
〉
せ
ら
る
れ
ば
、
出
獄
し
て
踧

踖
た
る
も
、
復
た
法
を
犯
す
者
何
ぞ
然
ら
ざ
る
。
…
…
此
に
由
り
て
之
を
観

し
よ
く

し
ゆ
く
せ
き

れ
ば
、
大
悪
の
資
は
、
終
に
化
す
可
か
ら
ず
、
歳
に
之
を
赦
す
と
雖
も
、
適
に
姦
を
勧
む
る
の
み
。

し

つ
い

ゆ
る

ま
さ

と
論
じ
た
。
ま
た
、
北
斉
の
魏
收
の
著
し
た
『
魏
書
』
刑
罰
志
に
、

生
民
有
喜
怒
之
性
、
哀
樂
之
心
、
應
感
而
動
、
動
而
逾
（
愈
）
變
。
淳
化
所
陶
、
下
以
惇
樸
。
故
異
章
服
、
畫
衣
冠
、
示
恥
申

禁
、
而
不
敢
犯
。
其
流
既
鋭
、
姦
黠
萌
生
。
是
以
明
法
令
、
立
刑
賞
。

生
民
に
喜
怒
の
性
、
哀
楽
の
心
有
り
、
感
に
応
じ
て
動
き
、
動
き
て
逾
（
愈
）
々
変
ず
。
淳
化
の
陶
う
る
所
は
、
下
は
以
て
惇

い
よ

お
し

樸
と
な
る
。
故
に
章
服
を
異
に
し
、
衣
冠
を
画
し
て
、
恥
を
示
し
禁
を
申
ね
て
、
敢
え
て
犯
さ
ざ
ら
し
む
。
其
の

流

既
に
鋭

り
ゆ
う

す
す

め
ば
、
姦
黠

萌
生
す
。
是
を
以
て
法
令
を
明
か
に
し
、
刑
賞
を
立
つ
。

か
ん
か
つ

こ
こ

と
あ
る
よ
う
に
、
上
述
の
『
礼
記
』
楽
記
篇
が
「
悪
」
の
原
因
を
、
外
界
の
事
物
に
触
発
さ
れ
て
生
み
出
さ
れ
る
感
情
・
欲
望
に
あ

る
と
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
に
有
効
に
対
処
す
る
に
は
「
徳
」
だ
け
で
な
く
「
刑
」
も
必
要
で
あ
る
と
唱
え
て
い
る
。

第
二
節

変
革
期
の
新
し
い
「
性
」
の
思
想
（
戦
国
末
期
～
前
漢
初
期
・
後
漢
）

第
一
項

戦
国
末
期
～
前
漢
初
期
の
性
説
の
折
衷

戦
国
初
期
に
誕
生
し
た
後
、
戦
国
末
期
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
に
展
開
し
た
以
上
の
よ
う
な
「
性
」
の
思
想
に
は
、
諸
説
に
共
通

す
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
特
徴
が
具
わ
っ
て
い
た
。

第
一
に
、
諸
思
想
が
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
に
、
あ
ま
り
他
の
「
性
」
の
思
想
の
要
素
を
含
ま
な
い
純
粋
性
あ
る
い
は
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ

ィ
ー
を
持
っ
て
い
る
こ
と
。

第
二
に
、
そ
れ
ぞ
れ
建
前
と
し
て
基
本
的
に
、
す
べ
て
の
人
間
は
同
一
の
「
性
」
を
有
す
る
と
考
え
る
万
人
平
等
観
を
持
っ
て
い

る
こ
と
。

第
三
に
、
そ
れ
ぞ
れ
理
想
の
「
善
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、「
性
」
に
学
習
・
修
養
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
が
、
そ
の

主
体
を
す
べ
て
の
個
人
と
認
め
て
い
る
こ
と
。
以
上
で
あ
る
。

し
か
し
、
中
国
社
会
が
巨
大
な
変
革
期
を
迎
え
た
戦
国
末
期
～
前
漢
初
期
に
は
、
以
上
の
諸
点
に
も
大
き
な
変
化
が
発
生
し
て
新

し
い
「
性
」
の
思
想
の
胎
動
が
始
ま
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
「
性
」
の
新
思
想
の
胎
動
の
中
で
、
以
上
の
「
第
一
」
に
関
し
て
は
、
戦
国
初
期
～
末
期
に
は
、
一
方
に
、
孟
子
の

性
善
説
が
あ
り
、
そ
れ
が
以
後
の
儒
家
や
道
家
の
思
想
活
動
に
よ
っ
て
次
第
に
理
論
的
に
整
備
さ
れ
て
、『
礼
記
』
諸
篇
な
ど
の
「
性
」

の
思
想
に
到
達
し
て
い
っ
た
様
子
は
、
上
に
略
述
し
た
。
ま
た
他
方
に
、
告
子
を
先
駆
と
す
る
荀
子
の
性
悪
説
が
あ
る
。
こ
の
思
想

体
系
全
体
も
、
戦
国
末
期
～
前
漢
初
期
の
儒
家
に
圧
倒
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
（
陸
賈
・
賈
誼
・
賈
山
・
韓
嬰
・
董
仲
舒
等
々
が
そ

の
影
響
を
受
け
た
）【
１
６
】、
ま
た
、
法
家
や
法
術
官
僚
の
活
動
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
も
な
っ
た
。
こ
れ
以
外
に
も
「
性
」
の
思
想
は

い
く
つ
か
存
在
し
た
（
前
節
、
第
二
項
「
孟
子
」
を
参
照
）
け
れ
ど
も
、
特
に
孟
子
の
性
善
説
と
荀
子
の
性
悪
説
の
両
説
は
、
は
な

は
だ
旗
幟
鮮
明
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
内
部
に
あ
ま
り
他
の
「
性
」
の
思
想
の
要
素
を
含
ま
な
い
純
粋
性
あ
る
い
は
オ
リ
ジ

ナ
リ
テ
ィ
ー
を
持
っ
て
い
た
た
め
に
、
戦
国
時
代
の
「
性
」
の
思
想
を
終
始
一
貫
し
て
リ
ー
ド
す
る
役
割
を
演
じ
た
。
と
こ
ろ
が
、

戦
国
末
期
～
前
漢
初
期
に
な
る
と
、
こ
の
両
説
を
折
衷
あ
る
い
は
総
合
し
よ
う
と
す
る
思
想
が
現
れ
る
。

折
衷
・
総
合
に
は
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。



一
つ
は
、
荀
子
の
欲
望
論
（
性
悪
説
の
一
部
分
）
に
基
づ
い
て
、
人
間
は
だ
れ
し
も
生
ま
れ
な
が
ら
に
官
能
的
・
物
質
的
・
政
治

的
な
諸
「
欲
」
を
有
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
道
徳
的
な
「
仁
義
」
な
ど
の
「
善
」
を
欲
す
る
「
欲
」
を
も
有
す
る
と
述

べ
て
、
性
悪
説
の
大
枠
の
中
に
性
善
説
の
契
機
を
包
摂
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
馬
王
堆
帛
書
『
五
行
』【
１
７
】

や
『
淮
南
子
』
泰
族
篇
【
１
８
】
が
こ
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。

二
つ
は
、
一
方
の
孟
子
の
性
善
説
は
、
人
類
に
よ
っ
て
理
想
の
「
善
」
を
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
言
う
思
想
で
あ

り
、
他
方
の
荀
子
の
性
悪
説
は
、
人
間
が
「
悪
」
を
正
し
「
善
」
の
実
現
を
目
指
し
て
学
習
・
修
養
の
努
力
を
加
え
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
こ
と
を
言
う
思
想
で
あ
る
と
、
両
者
の
任
務
分
担
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
は
、
同
じ
人
間
の
「
性
」
の
中
に

性
善
と
性
悪
の
両
面
が
併
存
す
る
、
だ
か
ら
、
同
じ
人
間
に
と
っ
て
「
善
」
の
実
現
の
可
能
性
と
「
悪
」
を
矯
正
す
る
必
要
性
の
両

者
が
と
も
に
重
要
だ
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
孟
子
の
時
代
に
す
で
に
唱
え
ら
れ
て
い
た
、「
性
は
以
て
善
を
為
す
可
く
、

以
て
不
善
を
為
す
可
し
。」
と
す
る
説
（
第
一
節
、
第
二
項
「
孟
子
」
の
「
そ
の
二
」）
が
戦
国
末
期
～
前
漢
初
期
に
復
活
し
た
も
の

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
前
漢
末
期
の
揚
雄
（
前
五
三
～
後
一
八
年
）
の
『
法
言
』
修
身
篇
【
１
９
】
や
、

晋
の
傅
玄
（
二
一
七
～
二
七
八
年
）
の
『
傅
子
』
戒
言
篇
【
２
０
】
が
こ
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。

ふ

げ

ん

ふ

し

三
つ
は
、
人
間
の
「
性
」
は
生
ま
れ
つ
き
「
上
品
・
中
品
・
下
品
」
の
三
等
級
に
分
か
れ
て
い
る
、
と
す
る
性
三
品
説
で
あ
る
。

こ
の
思
想
は
、「
上
品
」
の
「
上
知
の
性
」
が
孟
子
性
善
説
に
基
づ
き
、「
下
品
」
の
「
下
愚
の
性
」
が
荀
子
性
悪
説
に
基
づ
く
だ
け

で
な
く
、
ま
た
「
中
品
」
の
「
善
悪
混
じ
っ
た
性
」
が
上
述
の
「
二
つ
」
つ
ま
り
孟
子
・
荀
子
の
折
衷
に
基
づ
く
（
す
な
わ
ち
上
述

の
孟
子
の
項
の
「
そ
の
二
」
）、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
重
の
意
味
で
、
孟
子
・
荀
子
の
折
衷
と
評
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
タ
イ
プ
は
、
孟
子
の
時
代
に
す
で
に
唱
え
ら
れ
て
い
た
、「
性
の
善
な
る
も
の
有
り
、
性
の
不
善
な
る

も
の
有
り
。」
と
す
る
説
（
第
一
節
、
第
二
項
「
孟
子
」
の
「
そ
の
三
」）
と
「
性
は
以
て
善
を
為
す
可
く
、
以
て
不
善
を
為
す
可
し
。」

と
す
る
説
（
第
一
節
、
第
二
項
「
孟
子
」
の
項
の
「
そ
の
二
」）
が
そ
の
素
樸
な
先
駆
で
あ
り
、
こ
れ
が
前
漢
初
期
以
降
に
理
論
と

し
て
整
備
さ
れ
た
も
の
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
項

「
性
」
の
万
人
平
等
観
と
実
践
主
体
の
変
化

次
に
、
以
上
の
「
第
二
」
に
関
し
て
は
、
孟
子
や
荀
子
が
そ
れ
ぞ
れ
建
前
と
し
て
、
す
べ
て
の
人
間
を
「
性
」
に
お
い
て
同
じ
と

見
る
万
人
平
等
観
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
既
述
し
た
【
２
１
】。
戦
国
時
代
全
体
を
通
じ
て
、
こ
の
万
人
平
等
観
が
ほ
と
ん
ど
主

流
で
あ
っ
た
。
例
外
は
、
上
に
触
れ
た
性
三
品
説
で
あ
る
。
人
間
の
中
に
、
生
ま
れ
つ
き
「
善
の
人
」
と
、
生
ま
れ
つ
き
「
悪
の
人
」

と
、
生
ま
れ
つ
き
「
善
悪
混
じ
っ
た
」
人
、
が
い
る
と
す
る
こ
の
人
間
不
平
等
観
は
、
す
で
に
戦
国
中
期
の
孟
子
の
時
代
に
そ
の
素

樸
な
先
駆
が
萌
芽
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
人
間
観
は
戦
国
時
代
全
体
を
通
じ
て
、
知
識
人
や
統
治
者
の
間
で
決
し
て
こ
れ
以
上

に
整
備
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
戦
国
時
代
の
終
焉
と
秦
漢
統
一
帝
国
の
成
立
と
い
う
中
国
史
の
巨
大
な
変
革
を
経

過
し
て
、
事
態
は
一
変
す
る
。
前
漢
中
期
に
至
る
と
、
万
人
平
等
観
は
影
を
潜
め
、
逆
に
性
三
品
説
が
登
場
し
盛
行
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
孟
子
の
性
善
説
は
「
性
」
の
可
能
性
の
点
で
万
人
平
等
観
を
抱
い
て
い
た
と
は
言
っ
て
も
、「
善
」
の
現
実
性
の
点
で

万
人
平
等
観
を
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
、
現
実
の
国
家
・
社
会
の
中
に
存
在
す
る
君
主
と
臣
下
、
統
治
者
と
民
衆
な

ど
の
差
別
を
正
当
で
合
理
的
だ
と
考
え
て
い
た
。
孟
子
よ
り
も
一
層
強
力
に
現
実
に
存
在
す
る
人
間
の
不
平
等
を
肯
定
し
た
の
は
、

荀
子
の
性
悪
説
で
あ
る
。
荀
子
に
よ
れ
ば
、
万
人
が
平
等
の
「
性
」
と
い
う
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
並
ん
で
出
発
は
す
る
が
、
そ
の
後

は
各
人
の
自
己
責
任
で
学
習
・
修
養
を
加
え
た
り
加
え
な
か
っ
た
り
し
た
結
果
、
現
実
の
ゴ
ー
ル
で
の
人
間
の
能
力
は
千
差
万
別
と

な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
に
分
岐
す
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
を
分
け
る
た
め
の
理
念
が
「
礼
」
で
あ
り
、
ま
た
分
け
た
結
果
形
作
ら

れ
る
秩
序
の
実
態
が
「
分
」
な
の
で
あ
る
。
彼
は
、『
荀
子
』
栄
辱
篇
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。



夫
貴
爲
天
子
、
富
有
天
下
、
是
人
情
之
所
同
欲
也
。
然
則
從
人
之
欲
、
則
埶
（
勢
）
不
能
容
、
物
不
能
贍
也
。
故
先
王
案
爲
之

制
禮
義
以
分
之
、
使
有
貴
賤
之
等
、
長
幼
之
差
、
知
愚
能
不
能
之
分
、
皆
使
人
載
其
事
而
各
得
其
宜
、
然
後
使
愨
（
穀
）
祿
多

少
厚
薄
之
稱
。
是
夫
羣
居
和
一
之
道
也
。

夫
れ
貴
く
し
て
天
子
と
為
り
、
富
み
て
天
下
を
有
す
る
は
、
是
人
情
の
同
じ
く
欲
す
る
所
な
り
。
然
れ
ど
も
則
ち
人
の
欲
に
従

こ
れ

え
ば
、
則
ち
埶
（
勢
）
い
は
容
る
る
能
わ
ず
、
物
は
贍
る
能
わ
ざ
る
な
り
。
故
に
先
王

案

ち
之
が
為
め
に
礼
義
を
制
し
て
以

い

た

す
な
わ

て
之
を
分
か
ち
、
貴
賎
の
等
、
長
幼
の
差
、
知
愚
・
能
不
能
の
分
有
ら
し
め
、
皆
な
人
を
し
て
其
の
事
を

載

い
て
各
々
其
の

と
う

お
こ
な

宜
し
き
を
得
し
め
、
然
る
後
に
愨
（
穀
）
禄
に
多
少
・
厚
薄
の

称

あ
ら
し
む
。
是
夫
の
群
居
和
一
の
道
な
り
。

え

こ
く

ろ
く

し
よ
う

こ
れ

そ

ぐ
ん
き
よ
わ
い
つ

こ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
性
悪
説
は
一
面
で
、
現
実
に
存
在
す
る
人
間
の
不
平
等
を
は
な
は
だ
強
力
に
是
認
す
る
も
の
と
も
な
っ
た

の
で
あ
る
。

性
三
品
説
が
前
漢
中
期
に
登
場
し
盛
行
す
る
よ
う
に
な
る
の
に
は
、
ま
ず
根
底
の
と
こ
ろ
で
、
秦
漢
統
一
帝
国
の
成
立
と
い
う
国

家
・
社
会
環
境
が
以
前
と
は
大
き
く
変
わ
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
、
具
体
的
な
思
想
の
担
い
手
の
問
題
と
し
て
、

こ
れ
を
唱
え
る
儒
家
の
思
想
家
た
ち
が
従
来
の
よ
う
な
在
野
の
批
判
勢
力
で
あ
る
こ
と
を
止
め
、
統
治
権
力
に
接
近
し
て
統
治
の
一

端
に
責
任
を
持
と
う
と
し
た
と
い
う
事
情
や
、
さ
ら
に
「
性
」
の
思
想
の
問
題
と
し
て
、
荀
子
性
悪
説
の
現
実
的
役
割
が
様
相
の
一

変
し
た
前
漢
時
代
に
お
い
て
作
用
を
発
揮
し
、
そ
の
国
家
・
社
会
秩
序
を
固
定
化
に
向
か
わ
せ
た
と
い
う
事
情
、
な
ど
も
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
「
第
三
」
に
関
し
て
は
、
戦
国
時
代
の
「
性
」
の
思
想
は
若
干
の
例
外
を
除
い
て
、
理
想
の
「
善
」
を
実
現
す
る
た
め
の

学
習
・
修
養
の
主
体
を
、
民
衆
を
も
含
め
て
す
べ
て
の
人
間
と
認
め
て
い
た
。
孟
子
の
場
合
も
建
前
と
し
て
は
そ
う
で
あ
り
、
荀
子

も
そ
う
で
あ
る
。
荀
子
は
、
例
え
ば
、『
荀
子
』
性
悪
篇
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

塗
（
途
）
之
人
可
以
爲
禹
、
曷
謂
也
。
曰
、「
…
…
。
今
使
涂
（
途
）
之
人
、
伏
術
爲
學
、
專
心
一
志
、
思
索
孰
（
熟
）
察
、

加
日
縣
久
、
積
善
而
不
息
、
則
通
於
神
明
、
參
於
天
地
矣
。
故
聖
人
者
、
人
之
所
積
而
致
（
到
）
也
。」

塗
（
途
）
の
人
も
以
て
禹
と
為
る
可
し
と
は
、
曷
の
謂
い
ぞ
や
。
曰
わ
く
、「
…
…
。
今
使
し
塗
（
途
）
の
人
、
術
に
伏
せ
学

み
ち

う

な
ん

も

み
ち

み
ち

ふ

を
為
し
、
心
を

専

ら
に
し

志

を
一
に
し
、
思
索
孰
（
熟
）
察
し
、
日
を
加
え
て
久
し
き
を
縣
け
、
善
を
積
み
て
息
ま
ざ
れ

も
つ
ぱ

こ
こ
ろ
ざ
し

し

さ

く

じ

ゆ

つ

さ

つ

か

や

ば
、
則
ち
神
明
に
通
じ
、
天
地
に
参
ぜ
ん
。
故
に
聖
人
な
る
者
は
、
人
の
積
み
て
致
（
至
）
る
所
な
り
。」
と
。

い
た

と
こ
ろ
が
、
前
漢
中
期
に
な
る
と
、
様
相
が
一
変
し
て
し
ま
う
。「
善
」
を
実
現
す
る
学
習
・
修
養
の
主
体
が
、
す
べ
て
の
人
間
で

あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
転
じ
て
「
聖
人
」「
天
子
」「
君
主
」
と
さ
れ
る
に
至
る
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
変
化
の
内
容
と
意
味
も
、
性
三

品
説
の
成
立
と
展
開
の
問
題
と
し
て
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
問
題
な
の
で
あ
る
。

第
三
節

性
三
品
説
の
成
立
と
展
開
（
前
漢
中
期
～
唐
代
以
前
）

戦
国
時
代
の
終
焉
と
秦
漢
統
一
帝
国
の
成
立
と
い
う
中
国
史
の
巨
大
な
変
革
を
経
過
し
て
、「
性
」
の
思
想
に
も
大
き
な
変
化
が

生
じ
た
。
前
漢
中
期
を
迎
え
て
、
思
想
界
に
性
三
品
説
が
登
場
し
、
盛
行
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同

じ
く
性
三
品
説
と
言
っ
て
も
、
誕
生
し
た
ば
か
り
の
前
漢
中
期
以
前
の
萌
芽
的
な
理
論
か
ら
、
後
の
唐
代
の
『
五
経
正
義
』
や
韓
愈

（
七
六
八
～
八
二
四
年
）
の
理
論
と
し
て
完
成
さ
れ
た
も
の
に
至
る
ま
で
、
こ
の
間
に
は
思
想
と
し
て
相
当
な
発
展
・
展
開
が
あ
る
。

以
下
、
そ
の
方
向
に
沿
っ
て
性
三
品
説
の
成
立
と
展
開
を
述
べ
る
。



第
一
項

学
習
・
修
養
の
主
体
の
変
化

性
三
品
説
の
誕
生
に
と
っ
て
、
ま
ず
そ
の
根
本
の
条
件
を
作
っ
た
も
の
は
、「
以
上
の
「
第
三
」
に
関
し
て
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
性
」
に
学
習
・
修
養
の
努
力
を
加
え
る
実
践
主
体
が
、
民
衆
を
も
含
め
て
す
べ
て
の
人
間
で
は
な
く
、
た
だ
「
聖
人
」

「
天
子
」「
君
主
」
だ
け
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
淮
南
子
』
泰
族
篇
に
、

繭
之
性
爲
絲
、
然
非
得
工
女
煮
以
熱
湯
、
而
抽
其
統
紀
、
則
不
能
成
絲
。
卵
之
化
爲
雛
、
非
〔
得
〕
慈
雌
嘔
煖
覆
伏
、
累
日
積

久
、
則
不
能
爲
雛
。
人
之
性
有
仁
義
之
資
、
非
〔
得
〕
聖
王
爲
之
法
度
、
而
敎
導
之
、
則
不
可
使
鄕
方
。

繭
の
性
は
絲
と
為
る
も
、
然
れ
ど
も
工
女
の
煮
る
に
熱
湯
を
以
て
し
て
、
其
の
統
紀
を
抽
く
を
得
る
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
絲
を

ま
ゆ

い
と

と

う

き

ひ

成
す
能
わ
ず
。
卵
の
化
は
雛
と
為
る
も
、
慈
雌

嘔
煖
覆
伏
し
、
日
を
累
ね
久
し
き
を
積
む
を
〔
得
〕
る
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち

ひ
な

じ

し

お
う
だ
ん
ふ
く
ふ
く

か
さ

雛
と
為
る
能
わ
ず
。
人
の
性
は
仁
義
の
資
有
る
も
、
聖
王
之
が
法
度
を
為
り
て
、
之
を
教
導
す
る
を
〔
得
〕
る
に
非
ざ
れ
ば
、

則
ち
方
に
郷
わ
し
む
可
べ
か
ら
ず
。

ほ
う

む
か

と
あ
る
【
２
２
】。
人
間
の
「
性
」
は
「
善
」
を
行
い
う
る
可
能
性
を
持
ち
は
す
る
が
、
し
か
し
人
間
は
自
力
で
そ
れ
を
実
現
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
な
い
、
「
善
」
の
実
現
の
た
め
に
は
「
聖
王
」（
に

擬

え
ら
れ
た
現
実
の
君
主
）
の
外
部
か
ら
す
る
「
教
導
」
と
い

な
ぞ
ら

う
人
為
が
不
可
欠
だ
、
と
い
う
新
た
な
主
張
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
極
め
て
明
確
に
、
す
べ
て
の
人
間
は
自
分
の
「
性
」
に
学
習
・
修

養
を
加
え
る
主
体
で
な
く
そ
の
客
体
で
あ
り
、
「
聖
王
」
こ
そ
が
す
べ
て
の
人
間
の
「
性
」
を
善
へ
と
「
教
導
」
し
て
い
く
主
体
で

あ
る
と
い
う
、「
性
」
の
思
想
に
お
け
る
実
践
主
体
の
所
在
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
こ
れ
は
ま
だ
性
三
品
説
の
成
立
と
言
う

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
成
立
す
る
前
の
、
そ
の
水
源
の
一
つ
と
認
め
て
差
し
支
え
な
い
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
主
張
は
、
前
漢
帝
国
の
成
立
と
い
う
未
曽
有
の
社
会
的
政
治
的
状
況
の
変
化
を
迎
え
て
、
そ
の
統
治
の

一
端
に
責
任
を
持
と
う
と
し
た
儒
家
の
思
想
家
た
ち
が
、
君
主
が
す
べ
て
の
人
間
を
統
治
す
る
こ
と
を
合
理
化
正
当
化
す
る
と
い
う

新
し
い
思
想
課
題
に
応
え
る
た
め
に
、
「
性
」
と
い
う
問
題
視
角
か
ら
提
出
し
た
解
答
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に

は
ま
だ
「
性
」
が
「
上
・
中
・
下
」
の
三
等
級
に
分
か
れ
る
と
か
、「
聖
王
」
が
「
教
導
」
す
る
対
象
は
「
中
人
」
だ
け
だ
と
か
い

っ
た
議
論
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
は
ま
だ
性
三
品
説
の
誕
生
と
は
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
誕
生
の
基
本
条
件
を
作
っ
た
そ
の
前

夜
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
以
後
こ
の
主
張
は
、
新
た
に
誕
生
し
た
性
三
品
説
の
中
で
、
多
く
の
場
合
そ
の
基
本
条
件
と
し

て
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
項

上
・
中
・
下
の
三
等
級
に
分
か
れ
る
「
性
」

次
に
登
場
す
る
の
は
、「
以
上
の
「
第
二
」
に
関
し
て
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
の
「
性
」
を
「
上
・
中
・
下
」
の
三
等
級
に

分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
「
善
し
悪
し
」
や
、
国
家
・
社
会
に
お
け
る
役
割
を
論
ず
る
議
論
―
―
本
格
的
な
性
三
品
説
で
あ
る
。
こ
の
思

想
の
素
樸
な
先
駆
が
『
孟
子
』
告
子
上
篇
に
現
れ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
現
存
す
る
文
献
か
ら
判
断
す
る
限

り
で
は
、
こ
の
思
想
を
最
も
早
く
唱
え
た
の
は
『
淮
南
子
』
修
務
篇
（
前
漢
初
期
、
武
帝
期
初
年
ま
で
の
墨
家
の
作
）
で
あ
る
。
そ

の
中
に
含
ま
れ
る
、
次
の
文
章
に
注
目
し
た
い
。

且
夫
身
正
性
善
、
發
憤
而
成
〔
仁
〕
、
帽
〈

〉
憑
而
爲
義
、
性
命
可
説
（
悦
）
、
不
待
學
問
而
合
於
道
者
、
堯
舜
文
王
〔
也
〕
。

沈

耽
荒
、
不
可
敎
以
道
、
不
可
喩
以
德
、
嚴
父
弗
能
正
、
賢
師
不
能
化
〔
者
〕
、
丹
朱
商
均
也
。
曼
頰
皓
齒
、
形
夸
骨
佳
、



不
待
脂
粉
芳
澤
而
性
可
説
（
悦
）
者
、
西
施
陽
文
也
。

哆

、
籧

戚
施
、
雖
粉
白
黛
黑
弗
能
爲
美
者
、

母
仳

也
。

夫
上
不
及
堯
舜
、
下
不
及
〈
若
〉
商
均
、
美
不
及
西
施
、
惡
不
若

母
、
此
敎
訓
之
所
兪
〔
也
〕、
而
芳
澤
之
〔
所
〕
施
。

且
つ
夫
れ
身
は
正
し
く
性
は
善
に
、
発
憤
し
て
〔
仁
〕
を
成
し
、
帽
〈

〉
憑
し
て
義
を
為
し
、
性
命
は

説
（
悦
）
ぶ
可
く
、

い

ふ
う

よ
ろ
こ

学
問
す
る
を
待
た
ず
し
て
道
に
合
す
る
者
は
、
堯
・
舜
・
文
王
〔
な
り
〕。
沈

耽
荒
し
て
、
教
う
る
に
道
を
以
て
す
可
べ
か

ち
ん
め
ん
た
ん
こ
う

ら
ず
、
喩
す
に
徳
を
以
て
す
可
べ
か
ら
ず
、
厳
父
も
正
す
能
わ
ず
、
賢
師
も
化
す
る
能
わ
ざ
る
〔
者
〕
は
、
丹
朱
・
商
均
な
り
。

さ
と

曼
頰
皓
歯
あ
り
、
形
は
夸
く
骨
は
佳
く
、
脂
粉
芳
沢
を
待
た
ず
て
性
の
説
（
悦
）
ぶ
可
き
者
は
、
西
施
・
陽
文
な
り
。

哆

、

ま
ん
き
よ
う
こ
う
し

よ

し
ゆ
ん
ほ
う
た
く

け

ん

き

し

い

籧

戚
施
に
し
て
、
粉
白
黛
黒
あ
り
と
雖
も
美
を
為
す
能
わ
ざ
る
者
は
、

母
・
仳

な
り
。
夫
れ
上
は
堯
舜
に
及
ば
ず
、
下

き
よ
じ
よ
せ
き
し

た
い
こ
く

ぼ

ぼ

ひ

き

は
商
均
に
及
〈
若
〉
か
ず
、
美
は
西
施
に
及
ば
ず
、
悪
は

母
に
若
か
ざ
る
も
の
は
、
此
教
訓
の
兪
（
喩
）
す
所
〔
に
し
て
〕、
芳
沢

し

び

あ
く

こ
れ

さ
と

ほ
う
た
く

の
施
す
〔
所
〕
な
り
。

も
っ
と
も
こ
の
文
章
は
、
問
題
を
「
性
」
の
「
善
悪
」
だ
け
に
絞
り
こ
ん
で
お
ら
ず
、
容
姿
の
「
美
醜
」
と
い
っ
た
夾
雑
物
を
も
混

入
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
上
文
で
指
摘
し
た
「
性
」
を
「
教
訓
」
す
る
実
践
主
体
が
だ
れ
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
明
言
し
て
い
な

い
。
こ
う
い
う
状
況
に
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
ま
だ
性
三
品
説
の
開
始
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
が
登
場
す
る
前
の
、
そ
の

水
源
の
一
つ
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

本
格
的
な
性
三
品
説
が
初
め
て
思
想
の
舞
台
に
登
場
す
る
の
は
、
や
や
後
の
董
仲
舒
が
最
も
早
い
と
思
わ
れ
る
。
董
仲
舒
は
人
間

の
「
性
」
を
実
際
は
「
上
・
中
・
下
」
の
三
等
級
に
分
け
る
が
、「
上
（
聖
人
）
の
性
」
と
「
下
（
小
人
）
の
性
」
は
「
性
」
と
名

づ
け
ず
、
た
だ
「
中
（
中
民
）
の
性
」
だ
け
を
「
性
」
と
名
づ
け
る
の
だ
と
唱
え
る
。
例
え
ば
、『
春
秋
繁
露
』
実
性
篇
に
は
、
次

の
よ
う
に
あ
る
。

聖
人
之
性
、
不
可
以
名
性
。
斗
筲
之
性
、
又
不
可
以
名
性
。
名
性
者
中
民
之
性
。
中
民
之
性
、
如
繭
如
卵
。
卵
待
覆
二
十
日
、

而
後
能
爲
雛
。
繭
待
繰
以
涫
湯
、
而
後
能
爲
絲
。
性
待
漸
於
敎
訓
、
而
後
能
爲
善
。
善
、
敎
訓
之
所
然
也
、
非
質
樸
之
所
能
至

也
、
故
不
謂
性
。

聖
人
の
性
は
、
以
て
性
と
名
づ
く
可
べ
か
ら
ず
。
斗
筲
の
性
も
、
又
た
以
て
性
と
名
づ
く
可
べ
か
ら
ず
。
性
と
名
づ
く
る
者
は

と
し
よ
う

中
民
の
性
な
り
。
中
民
の
性
は
、
繭
の
如
く
卵
の
如
し
。
卵
は
覆
う
こ
と
二
十
日
を
待
ち
て
、
而
る
後
に
能
く
雛
と
為
る
。
繭

ま
ゆ

お
お

は

繰

（
繅
）
く
に
涫
湯
を
以
て
す
る
を
待
ち
て
、
而
る
後
に
能
く
絲
と
為
る
。
性
は
教
訓
に
漸
む
を
待
ち
て
、
而
る
後
に
能

ひ
き
ぬ

か
ん
と
う

い
と

す
す

く
善
と
為
る
。
善
は
、
教
訓
の
然
ら
し
む
る
所
な
り
、
質
樸
の
能
く
至
る
所
に
非
ざ
る
な
り
、
故
に
性
と
謂
わ
ず
。

し
か

し
つ
ぼ
く

い

こ
の
「
中
民
の
性
」
は
、『
春
秋
繁
露
』
深
察
名
号
篇
に
、

性
之
名
非
生
與
。
如
其
生
之
自
然
之
資
、
謂
之
性
。
性
者
、
質
也
。（
性
の
名
は
生
に
非
ざ
る
か
。
其
の
生
の
自
然
の
資
の
如

き
、
之
を
性
と
謂
う
。
性
な
る
者
は
、
質
な
り
。）

と
あ
り
、
ま
た
同
じ
く
深
察
名
号
篇
に
、
次
の
よ
う
に
も
あ
る
。

天
地
之
所
生
、
謂
之
性
情
。
性
情
相
與
爲
一
瞑
。
情
亦
性
也
。
謂
性
已
善
、
奈
其
情
何
。
故
聖
人
莫
謂
性
善
、
累
其
名
也
。
身

之
有
性
情
也
、
若
天
之
有
陰
陽
也
。
言
人
之
質
而
無
其
情
、
猶
言
天
之
陽
而
無
其
陰
也
。

天
地
の
生
ず
る
所
は
、
之
を
性
情
と
謂
う
。
性
と
情
と
は
相
い
与
に
一
瞑
と
為
す
。
情
も
亦
た
性
な
り
。
性
は
已
に
善
な
り
と

と
も

い
ち
め
い



謂
え
ば
、
其
の
情
を
奈
何
せ
ん
。
故
に
聖
人

性
は
善
な
り
と
謂
う
こ
と
莫
き
は
、
其
の
名
を

累

せ
ば
な
り
。
身
に
性
情
有

い

か

ん

な

わ
ず
ら
わ

る
は
、
天
に
陰
陽
有
る
が
若
き
な
り
。
人
の
質
を
言
い
て
其
の
情
を
無
み
す
る
は
、
猶
お
天
の
陽
を
言
い
て
其
の
陰
を
無
み
す

ご
と

な

な

な

る
が
ご
と
き
な
り
。

こ
の
よ
う
に
、
董
仲
舒
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
「
性
」
と
「
情
」
は
一
体
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
「
天
地
」
か
ら
生
ま
れ
な
が
ら
に
授

か
っ
た
自
然
の
素
質
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
そ
の
「
情
」
の
実
際
の
内
容
を
「
欲
」（
欲
望
）
で
あ
る
と
認
め
（
『
漢
書
』
董
仲
舒

伝
の
第
一
次
対
策
・
第
三
次
対
策
を
参
照
）
、
「
中
民
の
性
」
の
内
、
特
に
そ
の
「
情
」（
欲
）
の
中
に
「
悪
」
を
犯
す
契
機
が
あ
る

と
考
え
る
。
し
か
も
人
間
の
「
性
と
情
」
は
、
「
天
地
」
の
「
陰
と
陽
」
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
、
宇
宙
の
根
源
的
な
秩
序
の
一
端
を

な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
董
仲
舒
は
、
以
上
の
よ
う
な
人
間
の
「
性
」
つ
ま
り
「
中
民
の
性
」
を
、「
善
」
に
向
か
う
素
質
を
持
つ
と
は
認
め

る
も
の
の
、
そ
の
ま
ま
で
「
善
」
で
あ
る
と
は
決
し
て
認
め
よ
う
と
し
な
い
。
同
じ
く
深
察
名
号
篇
に
、

性
如
繭
如
卵
。
卵
待
覆
而
成
雛
、
繭
待
繅
而
爲
絲
、
性
待
敎
而
爲
善
。
此
之
言
眞
天
。
天
生
民
、
性
有
善
質
而
未
能
善
。
於
是

爲
之
立
王
以
善
之
、
此
天
意
也
。
民
受
未
能
善
之
性
於
天
、
而
退
受
成
性
之
敎
於
王
。
王
承
天
意
、
以
成
民
之
性
爲
任
者
也
。

今
案
其
眞
質
、
而
謂
民
性
已
善
者
、
是
失
天
意
、
而
去
王
任
也
。

性
は
繭
の
如
く
卵
の
如
し
。
卵
は
覆
う
を
待
て
雛
と
成
り
、
繭
は

繅

く
を
待
ち
て
絲
と
為
り
、
性
は
教
え
を
待
ち
て
善
と
為

お
お

ひ
き
ぬ

る
。
此
を
之
真
天
と
言
う
。
天

民
を
生
ず
る
に
、
性
に
善
質
あ
る
も
未
だ
善
な
る
能
わ
ず
。
是
に
於
い
て
之
が
為
め
に
王
を

こ
れ

こ
れ
し
ん
て
ん

こ
こ

お

立
て
て
以
て
之
を
善
に
す
、
此
天
意
な
り
。
民
は
未
だ
善
な
る
能
わ
ざ
る
の
性
を
天
よ
り
受
け
て
、
退
き
て
性
を
成
す
の
教
え

こ
れ

を
王
よ
り
受
く
。
王
は
天
意
を
承
け
て
、
民
の
性
を
成
す
を
以
て
任
と
為
す
者
な
り
。
今
其
の
真
質
に
案
り
て
、
民
の
性
は
已

よ

に
善
な
り
と
謂
え
ば
、
是
天
意
を
失
い
て
、
王
の
任
を
去
る
こ
と
な
り
。

こ
れ

と
あ
っ
て
、
上
文
で
見
た
『
淮
南
子
』
泰
族
篇
や
『
韓
詩
外
伝
』
巻
五
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
、「
民
の
性
」
は
「
善
」
を
行
う
素
質

を
具
え
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
ま
ま
で
「
善
」
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、「
性
」
の
完
成
の
た
め
に
は
「
王
」
の
（
民
衆
の
）

外
部
か
ら
す
る
「
教
え
」
と
い
う
人
為
が
不
可
欠
だ
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
董
仲
舒
は
『
淮
南
子
』
泰
族
篇
・
『
韓
詩
外
伝
』
巻
五
の
ま
だ
言
わ
な
か
っ
た
主
張
を
も
新
た
に
提
起

し
た
。
―
―
「
王
」
と
は
、「
民
の
性
」
を
「
教
え
」
て
「
善
」
に
向
か
わ
せ
る
と
い
う
任
務
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
地
位
で
あ
り
、

し
か
も
こ
れ
に
は
背
景
に
「
天
意
」（
天
な
る
上
帝
の
意
志
）
が
存
在
す
る
、
と
。
こ
こ
で
は
、「
民
の
性
」
に
人
為
を
加
え
る
実
践

主
体
が
民
衆
自
身
で
は
な
く
「
王
」
で
あ
る
こ
と
は
言
わ
ず
も
が
な
、
人
間
の
「
性
」
と
い
う
問
題
領
域
の
中
に
「
王
」
に
関
す
る

政
治
思
想
が
強
引
に
浸
透
し
て
き
て
、
「
王
」
の
統
治
権
力
の
下
に
「
民
の
性
」
を
め
ぐ
る
主
要
な
問
題
が
す
べ
て
回
収
さ
れ
、
そ

の
結
果
、
異
常
な
ま
で
に
「
王
」（
現
実
的
に
は
、
前
漢
の
武
帝
以
後
の
皇
帝
を
指
す
。
）
の
権
力
強
化
が
図
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
、

と
い
っ
た
こ
と
が
容
易
に
見
て
取
れ
る
。
こ
の
「
王
」
は
、『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
の
第
三
次
対
策
に
、

天
令
之
謂
命
、
命
非
聖
人
不
行
。
質
樸
之
謂
性
、
性
非
敎
化
不
成
。
人
欲
之
謂
情
、
情
非
度
制
不
節
。
是
故
王
者
上
謹
於
承
天

意
、
以
順
命
也
。
下
務
明
敎
化
民
、
以
成
性
也
。
正
法
度
之
宜
、
別
上
下
之
序
、
以
防
欲
也
。
脩
此
三
者
、
而
大
本
擧
矣
。

天
の
令

之
を
命
と
謂
う
、
命
は
聖
人
に
非
ざ
れ
ば
行
わ
れ
ず
。
質
樸

之
を
性
と
謂
う
、
性
は
教
化
に
非
ざ
れ
ば
成
ら
ず
。
人

欲

之
を
情
と
謂
う
、
情
は
度
制
に
非
ざ
れ
ば
節
あ
ら
ず
。
是
の
故
に
王
者

上
は
天
意
を
承
く
る
に
謹
み
て
、
以
て
命
に
順
う

ど

せ
い

な
り
。
下
は
教
え
を
明
ら
か
に
し
民
を
化
す
る
に
務
め
て
、
以
て
性
を
成
す
な
り
。
法
度
の
宜
し
き
を
正
し
、
上
下
の
序
を
別

か
ち
て
、
以
て
欲
を
防
ぐ
な
り
。
此
の
三
者
を
脩
む
れ
ば
、

而

ち
大
本
挙
げ
ら
れ
ん
。

す
な
わ

あ



と
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
「
聖
人
」「
王
者
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
は
、
一
方
で
理
念
的
に
は
、
先
に
見
た
よ

う
に
董
仲
舒
が
三
等
級
に
分
け
た
「
上
の
性
」
の
持
ち
主
に
相
当
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
他
方
で
現
実
的
に
は
、「
聖
人
」「
王
者
」

に

擬

え
ら
れ
る
実
際
に
統
治
を
行
っ
て
い
る
前
漢
時
代
の
皇
帝
を
指
す
に
違
い
な
い
。

な
ぞ
ら

以
上
の
董
仲
舒
の
「
性
」
の
思
想
を
ま
と
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
―
―
「
上
の
性
」
を
持
つ
「
聖
人
」
が
「
天
」
の
意
志

を
奉
じ
つ
つ
「
王
」
の
位
に
即
き
、「
中
の
性
」
を
持
つ
「
民
」
を
「
教
化
」
し
て
「
善
」
の
実
現
に
導
い
て
い
く
。
し
か
し
、「
下

の
性
」
を
持
つ
者
は
こ
う
し
た
「
教
化
」
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
中
の
性
」
を
持
つ
「
民
」
は
そ
の
ま
ま
で
は
「
善
」

た
り
え
な
い
が
、「
善
」
の
素
質
は
具
わ
る
の
で
、
「
教
化
」
が
可
能
で
も
あ
り
必
要
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
下
の
性
」
を

持
つ
者
に
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
「
善
」
の
素
質
が
具
わ
ら
な
い
の
で
、「
教
化
」
が
不
可
能
で
も
あ
り
不
必
要
だ
か
ら
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
完
備
し
た
理
論
で
あ
り
な
が
ら
、
後
述
の
性
三
品
説
の
完
成
形
態
を
基
準
に
し
て
判
断
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
も
な

お
性
三
品
説
の
理
論
と
し
て
不
十
分
な
点
が
な
く
は
な
い
。
例
え
ば
、
董
仲
舒
は
、「
下
の
性
」
の
者
に
関
し
て
実
際
に
は
あ
ま
り

論
及
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
に
述
べ
た
「
ま
と
め
」
の
内
、「
下
の
性
」
の
者
へ
の
処
遇
は
筆
者
の
推
測
が
い
く
ら
か
混
じ
っ
て

い
る
こ
と
。
ま
た
董
仲
舒
は
、
こ
の
よ
う
な
性
三
品
説
を
唱
え
る
時
、
経
典
上
の
根
拠
と
し
て
後
世
の
儒
家
が
行
っ
た
よ
う
に
、『
論

語
』
の
陽
貨
・
雍
也
両
篇
の
孔
子
の
言
葉
（
上
述
）
な
ど
を
引
用
す
る
こ
と
は
、
ま
だ
行
っ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
。
し
か
し
、
い
ず

れ
に
し
て
も
、
彼
の
性
三
品
説
は
ほ
ぼ
完
成
さ
れ
た
本
格
的
な
思
想
で
あ
っ
た
。

第
三
項

性
三
品
説
の
経
典
的
根
拠
と
経
学

古
い
「
性
」
の
思
想
が
遺
る
前
漢
時
代
に
は
、
儒
教
は
必
ず
し
も
最
有
力
の
学
派
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
性
三
品
説

（
前
身
）
を
唱
え
る
場
合
に
、『
論
語
』
を
始
め
と
す
る
儒
教
経
典
を
引
用
し
て
自
説
の
正
し
さ
の
根
拠
に
す
る
こ
と
は
、
ま
だ
行

わ
れ
な
か
っ
た
。
上
文
で
言
及
し
た
前
漢
、
武
帝
期
の
『
淮
南
子
』
修
務
篇
・
泰
族
篇
、
同
じ
武
帝
期
で
も
こ
れ
ら
に
や
や
後
れ

る
董
仲
舒
『
春
秋
繁
露
』
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
儒
教
の
国
家
・
社
会
に
お
け
る
地
位
が
高
ま
っ
た
前
漢
、
武
帝
期
よ
り
後
に
な
る
と
、
そ
の
経
典
上
の
根
拠

と
な
る
文
章
と
し
て
、
儒
教
の
経
典
を
挙
げ
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
く
る
。
最
初
に
典
拠
と
さ
れ
た
の
は
、『
論
語
』
陽
貨
篇
の
「
性

相
い
近
き
な
り
、
習
い
相
い
遠
き
な
り
。」
、
同
じ
く
陽
貨
篇
の
「
唯
だ

上

智
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
。」
、
同
じ
く
雍
也
篇
の
「
中

人

た

じ
よ
う

ち

か

ぐ

ち
ゆ
う
じ
ん

以
上
に
は
以
て
上
を
語
る
可
き
な
り
、
中
人
以
下
に
は
以
て
上
を
語
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。」
と
い
う
孔
子
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ

う
え

の
後
は
、
季
氏
篇
の

孔
子
曰
、
生
而
知
之
者
上
也
。
學
而
知
之
者
次
也
。
困
而
學
之
又
其
次
也
。
困
而
不
學
、
民
斯
爲
下
矣
。（
孔
子
曰
わ
く
、「
生

ま
れ
な
が
ら
に
し
て
之
を
知
る
者
は
上
な
り
。
学
び
て
之
を
知
る
者
は
次
な
り
。
困
し
み
て
之
を
学
ぶ
も
の
は
又
た
其
の
次
な

く
る

り
。
困
し
む
も
学
ば
ざ
る
も
の
は
、
民
に
し
て

斯

ち
下
と
為
す
。」
と
。）

す
な
わ

な
ど
も
追
加
さ
れ
て
い
る
【
２
３
】。

紀
元
後
一
世
紀
半
ば
に
成
っ
た
と
思
わ
れ
る
『
漢
書
』
古
今
人
表
は
、『
論
語
』
の
合
計
六
つ
の
文
章
を
典
拠
に
挙
げ
な
が
ら
、

す
べ
て
の
人
間
を
、

可
與
爲
善
、
不
可
與
爲
惡
。（
与
に
善
を
為
す
可
き
も
、
与
に
悪
を
為
す
可
か
ら
ず
。）

と
も

と
い
う
「
上
智
」
の
人
、



可
與
爲
惡
、
不
可
與
爲
善
。（
与
に
悪
を
為
す
可
き
も
、
与
に
善
を
為
す
可
か
ら
ず
。）

と
い
う
「
下
愚
」
の
人
、

可
與
爲
善
、
可
與
爲
惡
。（
与
に
善
を
為
す
可
く
、
与
に
悪
を
為
す
可
し
。）

と
い
う
「
中
人
」
の
、
三
つ
の
等
級
に
分
類
す
る
。
そ
し
て
、「
上
智
・
中
人
・
下
愚
」
を
さ
ら
に
「
上
上
・
上
中
・
上
下
、
中
上

・
中
中
・
中
下
、
下
上
・
下
中
・
下
下
」
の
合
計
九
等
級
に
分
類
し
た
上
で
、
古
今
の
著
名
人
を
こ
の
九
等
級
の
枠
に
嵌
め
こ
む
一

覧
表
を
作
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
性
三
品
説
の
一
つ
で
あ
る
。

ま
た
、
後
漢
の
王
符
の
『
潜
夫
論
』
徳
化
篇
も
、『
論
語
』
陽
貨
篇
の
「
唯
だ

上

智
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
。」
に
基
づ
い
て
性
三

た

じ
よ
う

ち

か

ぐ

品
説
を
唱
え
【
２
４
】
、
後
漢
の
荀

悦
（
一
四
八
～
二
〇
九
年
）
の
『
申
鑒
』
雑
言
下
篇
も
、『
論
語
』
の
陽
貨
篇
の
「
性
相
い
近

じ
ゆ
ん
え
つ

し
ん
か
ん

き
な
り
、
習
い
相
い
遠
き
な
り
。」
と
「
唯
だ

上

智
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
。」
と
の
両
文
に
基
づ
き
、「
三
品
・
九
品
」
と
い
う
言
葉

た

じ
よ
う

ち

か

ぐ

を
使
用
し
な
が
ら
、
や
は
り
性
三
品
説
を
唱
え
て
い
る
【
２
５
】。

眼
を
転
じ
て
、
歴
代
の
『
論
語
』
の
注
釈
を
調
べ
て
み
る
と
、
以
上
の
「
性
」
の
思
想
の
展
開
の
動
き
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、

三
国
、
魏
の
王
肅
の
『
論
語
注
』
か
ら
南
朝
、
梁
の
皇
侃
の
『
論
語
義
疏
』
に
至
る
ま
で
の
、
さ
ら
に
は
北
宋
の
邢
昺
の
『
論
語

お
う
が
ん

正
義
』
に
至
る
ま
で
の
『
論
語
』
の
諸
注
釈
は
、
学
問
（
『
論
語
』
注
釈
学
）
の
側
か
ら
『
論
語
』
の
解
釈
に
積
極
的
に
性
三
品
説

を
取
り
入
れ
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
『
論
語
』
諸
章
を
性
三
品
説
の
文
章
で
あ
る
と
見
な
し
つ
つ
注
解
を
進
め
て
き
た
、
と
い
う

事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
孔
安
国
の
『
論
語
訓
解
』
の
注
釈
は
、
本
論
文
の
注
【
２
３
】
で
引
用
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
は
性
三
品
説
の

強
い
臭
気
は
漂
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
陽
貨
篇
の
「
唯
だ

上

智
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
。
」
に
対
し
て
は
、
何
晏
『
論
語
集
解
』

た

じ
よ
う

ち

か

ぐ

所
引
に
、

孔
安
国
曰
、「
上
智
不
可
使
強
爲
惡
、
下
愚
不
可
使
強
賢
也
。
」（
孔
安
国
曰
わ
く
、「
上
智
は
強
い
て
悪
を
為
さ
し
む
可
か
ら
ず
、

下
愚
は
強
い
て
賢
た
ら
し
む
可
か
ら
ざ
る
な
り
。」
と
。）

と
あ
る
。「
上
智
」
と
「
下
愚
」
の
「
性
」
の
変
更
不
可
能
性
を
強
調
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
性
三
品
説
で
あ
る
。
孔
安
国
は
前
漢
、

武
帝
期
の
人
で
あ
る
が
、
た
だ
し
、
本
章
を
含
む
『
論
語
訓
解
』
が
本
当
に
孔
安
国
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
つ
い
て
は
、
古
来
厳
し

い
疑
問
や
批
判
が
多
く
出
さ
れ
て
き
た
。
本
項
と
の
関
わ
り
で
言
え
ば
、
前
漢
、
武
帝
期
に
す
で
に
『
論
語
』
の
性
三
品
説
的
注
釈

が
生
ま
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
時
代
が
あ
ま
り
に
早
す
ぎ
て
歴
史
的
事
実
と
し
て
は
疑
問
符
の
付
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
に
、
三
国
、
魏
の
王

肅
（
一
九
五
～
二
五
六
年
）
の
『
論
語
注
』
を
見
て
み
る
と
、
彼
は
雍
也
篇
の
「
中

人
以
上
に
は
以
て
上

お
う
し
ゆ
く

ち
ゆ
う
じ
ん

う
え

を
語
る
可
き
な
り
、
中
人
以
下
に
は
以
て
上
を
語
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。」
に
対
し
て
、
性
三
品
説
の
立
場
か
ら
注
釈
を
加
え
て
い

た
。
何
晏
『
論
語
集
解
』
所
引
の
雍
也
篇
に
、

王
肅
曰
、「
上
謂
上
知
之
人
所
知
也
。
兩
擧
中
人
、
以
其
可
上
可
下
也
。
」（
王
肅
曰
わ
く
、「
上
と
は
上
知
の
人
の
知
る
所
を
謂

う
な
り
。
両
た
び
中
人
を
挙
ぐ
る
は
、
其
の
上
す
可
く
下
す
可
き
を
以
て
な
り
。」
と
。）

ふ
た

う
え

し
た

ま
た
、
王
肅
と
ほ
ぼ
同
時
代
人
で
あ
る
三
国
、
魏
の
何
晏
（
一
九
〇
～
二
四
九
年
）
の
『
論
語
集
解
』
を
見
て
み
る
と
、
彼
は
雍

か

あ

ん

也
篇
の
「

中

人
以
上
に
は
以
て
上
を
語
る
可
き
な
り
、
中
人
以
下
に
は
以
て
上
を
語
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。」
に
対
し
て
、
王
肅
の

ち
ゆ
う
じ
ん

う
え

説
を
肯
定
的
に
引
用
し
（
上
引
）、
ま
た
陽
貨
篇
の
「
唯
だ
上
智
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
。」
に
対
し
て
、
孔
安
国
の
説
を
肯
定
的
に
引



用
し
て
（
上
引
）、
ど
ち
ら
も
性
三
品
説
の
立
場
か
ら
注
釈
を
加
え
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
よ
り
一
層
徹
底
し
て
性
三
品
説
の
立
場
に
立
っ
て
『
論
語
』
に
注
釈
を
施
し
た
の
は
、
南
朝
、
梁
の
皇
侃
（
四

お
う
が
ん

八
八
～
五
四
五
年
）
の
『
論
語
義
疏
』
で
あ
る
。
こ
の
書
物
は
、
雍
也
・
季
氏
・
陽
貨
な
ど
の
諸
篇
【
２
６
】
の
注
釈
で
詳
し
く
性

三
品
説
を
展
開
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
ま
た
皇
侃
独
自
の
新
し
い
思
想
も
含
ま
れ
る
。
皇
侃
は
諸
篇
に
お
い
て
以
下
の
よ
う

に
論
じ
て
い
る
。
―
―
人
間
の
「
性
」
は
大
分
す
れ
ば
「
上
品
・
中
品
・
下
品
」
の
「
三
品
」
に
分
か
れ
る
が
、
細
分
す
れ
ば
「
上

上
・
上
中
・
上
下
、
中
上
・
中
中
・
中
下
、
下
上
・
下
中
・
下
下
」
の
「
九
品
」
に
分
か
れ
る
。「
上
上
」
は
「
聖
人
」
で
、
教
え

る
必
要
の
な
い
者
だ
。「
下
下
」
は
「
愚
人
」
で
、
こ
れ
も
教
え
る
必
要
が
な
い
。
そ
の
間
の
「
上
中
」
か
ら
「
下
中
」
ま
で
の
「
七

品
」
の
人
が
「
中
人
」
で
、
教
え
る
こ
と
の
で
き
る
者
だ
。「
中
人
」
は
、
善
い
先
生
に
出
遇
え
ば
上
昇
で
き
る
が
、
悪
い
人
間
に

出
遇
え
ば
下
降
し
て
し
ま
う
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
一
級
上
の
道
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
性
」
が
「
三

品
・
九
品
」
に
分
か
れ
る
理
由
は
、
人
間
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
く
る
時
、
だ
れ
し
も
「
天
地
」
か
ら
「
清
濁
・
厚
薄
の
気
」
を
受

け
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
純
粋
の
清
気
」（
聖
人
）
、「
純
粋
の
濁
気
」（
愚
人
）
、「
清
濁
混
じ
っ
た
気
」
を
受
け
る
（
中
人
。
そ
の
中
に

も
「
多
清
少
濁
」「
多
濁
少
清
」「
半
清
半
濁
」
な
ど
の
差
が
あ
る
。）、
の
よ
う
に
分
か
れ
て
生
ま
れ
て
く
る
た
め
で
あ
る
、
と
。

こ
の
よ
う
に
、
皇
侃
は
時
代
状
況
に
応
じ
て
彼
独
自
の
新
見
解
を
交
え
つ
つ
周
到
な
議
論
を
展
開
し
て
お
り
、
性
三
品
説
と
し

て
完
成
の
域
に
近
づ
い
た
と
い
う
印
象
を
与
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
は
、
北
宋
の
邢
昺
（
九
三
二
～
一
〇
一
〇
年
）
の

け
い
へ
い

『
論
語
正
義
』
も
皇
侃
『
論
語
義
疏
』
の
性
三
品
説
を
踏
襲
し
て
い
る
。

さ
ら
に
そ
の
後
、
唐
代
初
期
に
成
っ
た
（
六
五
三
年
）
の
国
定
教
科
書
『
五
経
正
義
』
に
な
る
と
、『
尚
書
』
堯
典
篇
・
多
方
篇

の
諸
章
、『
礼
記
』
中
庸
篇
・
表
記
篇
の
諸
章
を
も
性
三
品
説
で
あ
る
と
認
め
る
よ
う
に
、『
論
語
』
だ
け
で
な
く
広
く
他
の
儒
教
経

典
に
も
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
時
代
が
降
れ
ば
降
る
ほ
ど
経
典
的
根
拠
が
ま
す
ま
す
増
え
、
そ
れ
に
連
れ
て
性
三
品

説
の
影
響
力
が
い
よ
い
よ
重
大
に
な
り
、
そ
の
思
想
と
し
て
の
あ
り
方
が
い
よ
い
よ
固
定
化
し
て
い
っ
た
あ
り
さ
ま
を
、
我
々
は

こ
こ
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
四
項

性
三
品
説
の
宿
命
論
化

上
に
見
た
皇
侃
の
性
三
品
説
の
中
に
は
、
今
ま
で
検
討
し
て
き
た
性
三
品
説
に
は
現
れ
て
い
な
か
っ
た
、「
気
」
の
理
論
に
基
づ

く
宿
命
論
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
こ
の
性
三
品
説
全
体
を
、
人
間
を
身
動
き
の
つ
か
な
い
境
域
に
追
い
こ
む
暗
い
思
想
に
し
て

し
ま
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
人
間
の
所
与
の
「
性
」
は
い
か
に
努
力
し
て
も
変
更
で
き
な
い
も
の
だ
と
す
る
思
想
は
、
戦
国
以
来
の
道
家
系
の
書

物
の
中
で
す
で
に
唱
え
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、『
荘
子
』
天
運
篇
・
『
呂
氏
春
秋
』
貴
當
篇
・
『
淮
南
子
』
原
道
篇
な
ど
に
そ
れ
が

現
れ
て
い
る
【
２
７
】
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
影
響
を
蒙
っ
た
儒
家
系
の
『
荀
子
』
哀
公
篇
・
『
韓
詩
外
伝
』
巻
一
・
『
大
戴
礼
記
』
哀

公
問
五
義
篇
・
『
孔
子
家
語
』
五
儀
解
篇
な
ど
に
も
見
え
る
【
２
８
】。

し
か
し
、「
気
」
の
理
論
に
基
づ
い
て
「
性
」
に
関
す
る
宿
命
論
を
唱
え
た
思
想
家
と
し
て
は
、
後
漢
の
王
充
（
紀
元
後
二
十
七

～
一
〇
〇
年
ご
ろ
）
の
右
に
出
る
者
は
い
な
い
。

王
充
は
『
論
衡
』
の
相
当
の
紙
幅
を
割
い
て
「
性
」
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
こ
の
問
題
に
多
大
の
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
彼
は
『
論
衡
』
本
性
篇
に
お
い
て
、
ま
ず
過
去
か
ら
現
代
に
至
る
「
性
」
の
思
想
を
合
計
七
説
列
挙
し
、
そ
れ
ら
の

内
容
を
一
々
吟
味
し
て
批
判
す
る
。

列
挙
さ
れ
た
「
性
」
の
思
想
の
一
は
、
周
人
世
碩
の
、

人
性
有
善
有
惡
。
擧
人
之
善
性
、
養
而
致
之
則
善
長
。〔
惡
〕
性
、
養
而
致
之
則
惡
長
。（
人
の
性
に
は
善
有
り
悪
有
り
。
人
の

善
性
を
挙
げ
て
、
養
い
て
之
を
致
せ
ば
則
ち
善
長
ず
。〔
悪
〕
性
は
、
養
い
て
之
を
致
せ
ば
則
ち
悪
長
ず
。）



と
す
る
説
で
あ
り
【
２
９
】、
王
充
は
宓
子
賎
・
漆
雕
開
・
公
孫
尼
子
も
同
じ
説
だ
と
言
う
。

そ
の
二
は
、
孟
子
の
、

人
性
皆
善
。
及
其
不
善
、
物
亂
之
也
。（
人
の
性
は
皆
な
善
な
り
。
其
の
不
善
に
及
び
て
は
、
物
之
を
乱
せ
ば
な
り
。）

と
す
る
説
で
あ
る
。

そ
の
三
は
、
告
子
の
、

性
無
善
惡
之
分
。
譬
之
湍
水
、
決
之
東
則
東
、
決
之
西
則
西
。
夫
水
無
分
於
東
西
、
猶
人
〔
性
〕
無
分
於
善
惡
也
。（
性
に
は

善
悪
の
分
無
し
。
之
を
湍
水
に
譬
う
れ
ば
、
之
を
東
に
決
す
れ
ば
則
ち
東
し
、
之
を
西
に
決
す
れ
ば
則
ち
西
す
。
夫
れ
水
の
東

た
ん
す
い

西
に
分
か
る
る
こ
と
無
き
は
、
猶
お
人
〔
性
〕
の
善
悪
に
分
か
る
る
こ
と
無
き
が
ご
と
き
な
り
。）

な

と
論
ず
る
説
。

そ
の
四
は
、
孫
卿
（

荀

子
）
の
、

そ
ん
け
い

じ
ゆ
ん

し

人
性
惡
、
其
善
者
僞
（
爲
）
也
。（
人
の
性
は
悪
な
り
、
其
の
善
な
る
者
は
偽
（
為
）
な
り
。）

い

と
す
る
説
。

そ
の
五
は
、
陸
賈
の
、

り

く

か

天
地
生
人
也
、
以
禮
義
之
性
。
人
能
察
己
所
以
受
命
則
順
、
順
之
謂
道
。（
天
地
の
人
を
生
ず
る
や
、
礼
義
の
性
を
以
て
す
。

人
能
く

己

の
命
を
受
く
る
所
以
を
察
す
れ
ば
則
ち

順

う
、
順
う
こ
と

之
を
道
と
謂
う
。）

お
の
れ

し
た
が

と
す
る
説
。

そ
の
六
は
、
董

仲

舒
の
、

と
う
ち
ゆ
う
じ
よ

天
之
大
經
、
一
陰
一
陽
、
人
之
大
經
、
一
情
一
性
。
性
生
於
陽
、
情
生
於
陰
。
陰
氣
鄙
、
陽
氣
仁
。
曰
性
善
者
、
是
見
其
陽
也
、

謂
惡
者
、
是
見
其
陰
者
也
。（
天
の
大
経
は
、
一
陰
一
陽
な
り
、
人
の
大
経
は
、
一
情
一
性
な
り
。
性
は
陽
よ
り
生
じ
、
情
は

た
い
け
い

陰
よ
り
生
ず
。
陰
気
は
鄙
し
く
、
陽
気
は
仁
な
り
。
性
は
善
な
り
と
曰
う
者
は
、
是
其
の
陽
を
見
る
も
の
に
し
て
、
悪
な
り
と

い
や

謂
う
者
は
、
是
其
の
陰
を
見
る
者
な
り
。）

と
す
る
説
。

そ
の
七
は
、
劉
子
政
（
劉

向
）
の
、

り
ゆ
う
し
せ
い

り
ゆ
う
き
よ
う

性
、
生
而
然
者
也
、
在
於
身
而
不
發
。
情
、
接
於
物
而
然
者
也
、
出
形
〔
出
〕
於
外
。
形
外
、
則
謂
之
陽
、
不
發
者
、
則
謂
之

陰
。（
性
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
然
る
者
な
り
、
身
に
在
り
て
発
せ
ず
。
情
は
、
物
に
接
し
て
然
る
者
な
り
、
形
に
出
で

い

外
に
〔
出
〕
ず
。
外
に

形

る
れ
ば
、
則
ち
之
を
陽
と
謂
い
、
発
せ
ざ
る
者
な
れ
ば
、
則
ち
之
を
陰
と
謂
う
。）

い

あ
ら
わ

と
す
る
説
で
あ
る
。

吟
味
・
批
判
の
過
程
で
、
以
上
の
諸
説
の
中
で
、
最
も
正
し
い
の
は
「
そ
の
一
」
の
世
碩
・
公
孫
尼
子
の
説
だ
と
結
論
し
た
後
、



王
充
は
彼
自
身
の
「
性
」
の
思
想
を
、
以
下
の
よ
う
に
提
起
す
る
。

實
者
、
人
性
有
善
有
惡
、
猶
人
才
有
高
有
下
也
。
高
不
可
下
、
下
不
可
高
。
…
…
人
稟
天
地
之
性
、
懷
五
常
之
氣
、
或
仁
或
義
、

性
術
乖
也
。
動
作
趨
翔
、
或
重
或
輕
、
性
識
詭
也
。
面
色
或
白
或
黑
、
身
形
或
長
或
短
、
至
老
極
死
、
不
可
變
易
、
天
性
然
也
。

余
固
以
孟
軻
言
人
性
善
者
、
中
人
以
上
者
也
。
孫
卿
言
人
性
惡
者
、
中
人
以
下
者
也
。
揚
雄
言
人
性
善
惡
混
者
、
中
人
也
。

実

に
、
人
の
性
に
善
有
り
悪
有
る
は
、
猶
お
人
の
才
に
高
有
り
下
有
る
が
ご
と
き
な
り
。
高
き
も
の
は
下
く
す
可
か
ら
ず
、

ま
こ
と

な

こ
う

げ

ひ
く

下
き
も
の
は
高
く
す
可
か
ら
ず
。
…
…
人

天
地
の
性
を
稟
け
、
五
常
の
気
を
懐
き
、
或
い
は
仁
に
或
い
は
義
に
し
て
、
性
術

乖

う

た
が

う
な
り
。
動
作
趨

翔
し
て
、
或
い
は
重
く
或
い
は
軽
く
し
て
、
性
識

詭
く
な
り
。
面
色
の
或
い
は
白
く
或
い
は
黒
く
、
身
形

す
う
し
よ
う

そ
む

の
或
い
は
長
く
或
い
は
短
く
、
老
に
至
り
死
に
極
ま
る
ま
で
、
変
易
す
可
べ
か
ら
ざ
る
は
、
天
性

然
ら
し
む
る
な
り
。
余
固

わ
れ
も
と

よ
り
以
え
ら
く

孟
軻
の
人
の
性
は
善
な
り
と
言
う
者
は
、
中
人
以
上
の
者
な
り
。
孫
卿
の
人
の
性
は
悪
な
り
と
言
う
者
は
、

お
も

も

う

か

そ
ん
け
い

中
人
以
下
の
者
な
り
。
揚
雄
の
人
の
性
は
善
悪
混
ず
と
言
う
者
は
、
中
人
な
り
。

よ
う
ゆ
う

こ
ん

こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、「
中
人
以
上
、
中
人
以
下
、
中
人
」
の
性
三
品
説
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
文
章
か
ら
も
、
人
間
の
所

与
の
「
性
」
は
、
一
生
の
間
、
決
し
て
変
更
で
き
な
い
も
の
だ
と
す
る
王
充
の
宿
命
論
は
、
十
分
に
感
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、『
論
衡
』
率
性
篇
に
お
い
て
は
「
気
」
の
理
論
を
基
礎
に
置
い
て
、

小
人
君
子
、
稟
性
異
類
乎
。
譬
諸
五
穀
皆
爲
用
、
實
不
異
而
效
殊
者
、
稟
氣
有
厚
泊
（
薄
）
。
故
性
有
善
惡
也
。
殘
則
授
（
受
）

仁
之
氣
泊
（
薄
）
、
而
怒
則
稟
勇
渥
也
。
仁
泊
（
薄
）
則
戾
而
少
愈
〈
慈
〉
、
勇
渥
則
猛
而
無
義
、
而
又
和
氣
不
足
、
喜
怒
失
時
、

計
慮
輕
愚
。
妄
行
之
人
、
罪
〈
非
〉
故
爲
惡
。
人
受
五
常
、
含
五
臓
、
皆
具
於
身
。
稟
之
泊
（
薄
）
少
、
故
其
操
行
不
及
善
人
。

猶
〔
酒
〕
或
厚
或
泊
（
薄
）
也
、
非
厚
與
泊
（
薄
）
殊
其
釀
也
、
麴
糵
多
少
使
之
然
也
。
是
故
酒
之
泊
（
薄
）
厚
、
同
一
麴
糵
。

人
之
善
惡
、
共
一
元
氣
。
氣
有
少
多
、
故
性
有
賢
愚
。

小
人
と
君
子
と
は
、
性
を
稟
け
て
類
を
異
に
す
る
か
。
諸
を
五
穀
に
譬
う
れ
ば
皆
な
用
を
為
し
、
実
は
異
な
ら
ざ
る
も

効

き
殊

う

こ
れ

た
と

み

は
た
ら

こ
と

な
る
者
の
、
気
を
稟
け
て
厚
泊
（
薄
）
有
る
が
ご
と
し
。
故
に
性
に
善
悪
有
る
な
り
。
残
な
る
も
の
は
則
ち
仁
の
気
を
授
（
受
）

ざ
ん

く
る
こ
と
泊
（
薄
）
く
し
て
、
怒
る
も
の
は
則
ち
勇
を
稟
く
る
こ
と
渥
き
な
り
。
仁
泊
（
薄
）
け
れ
ば
則
ち
戻
り
て

愈
〈
慈
〉

う

あ
つ

も
と

い
つ
く

し
み
少
な
く
、
勇
渥
け
れ
ば
則
ち
猛
々
し
く
し
て
義
無
く
、
而
も
又
た
和
気
足
ら
ず
、
喜
怒

時
を
失
い
、
計
慮
も
軽
愚
な
り
。

た
け
だ
け

し
か

妄
行
の
人
も
、
故
さ
ら
悪
を
為
す
に
罪
〈
非
〉
ず
。
人
は
五
常
を
受
け
、
五
臓
を
含
み
て
、
皆
な
身
に
具
わ
る
。
之
を
稟
く
る

こ
と

あ
ら

こ
と
泊
（
薄
）
少
な
り
、
故
に
其
の
操
行
は
善
人
に
及
ば
ず
。
猶
お
〔
酒
〕
の
或
い
は
厚
く
或
い
は
泊
（
薄
）
き
が
ご
と
き
な

り
。
厚
き
と
泊
（
薄
）
き
と
は
其
の
醸
す
を
殊
に
す
る
に
非
ざ
る
な
り
、
麴
糵
の
多
少

之
を
し
て
然
ら
し
む
る
な
り
。
是
の

か
も

き
く
げ
つ

故
に
酒
の
泊
（
薄
）
厚
は
、
麴
糵
を
同
一
に
す
。
人
の
善
悪
は
、
元
気
を
共
一
に
す
。
気
に
少
多
有
り
、
故
に
性
に
賢
愚
有
り
。

の
よ
う
に
、「
天
」
か
ら
「
厚
い
多
く
の
気
」
を
受
け
て
生
ま
れ
る
人
が
「
性
の
善
」
な
る
「
君
子
」
と
な
り
、「
薄
い
少
し
の
気
」

を
受
け
て
生
ま
れ
る
人
が
「
性
の
悪
」
な
る
「
小
人
」
と
な
る
、
と
い
う
宿
命
論
を
一
層
明
確
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
「
厚
薄
・
多
少
の
気
」
を
受
け
た
「
性
」
は
、
一
生
の
間
、
決
し
て
変
更
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
王
充
は
「
中
人
の
性
」

に
つ
い
て
は
と
も
か
く
と
し
て
【
３
０
】
、「
上
智
」
と
「
下
愚
」
の
「
性
」
は
変
更
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
。『
論
衡
』
非
韓
篇

に
お
い
て
、

凡
人
稟
性
也
、
清
濁
貪
廉
、
各
有
操
行
、
猶
草
木
異
質
、
不
可
復
變
易
也
。（
凡
そ
人

性
を
稟
く
る
や
、
清
濁
貪
廉
、
各
々
操

う

た
ん
れ
ん



行
有
り
、
猶
お
草
木
の
質
を
異
に
し
て
、
復
た
変
易
す
可
べ
か
ら
ざ
る
が
ご
と
き
な
り
。）

と
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。

王
充
の
抱
い
た
諸
思
想
は
、
生
前
に
は
人
々
か
ら
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
後
漢
末
期
の
蔡
邕
（
一
三
二

～
一
九
二
年
）・
王
朗
・
荀
悦
な
ど
を
通
じ
て
次
第
に
思
想
界
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
皇
侃
『
論
語
義
疏
』

や
邢
昺
『
論
語
正
義
』
が
、「
気
」
の
理
論
に
基
づ
く
宿
命
論
を
伴
っ
て
性
三
品
説
を
唱
え
た
、
そ
の
目
に
見
え
な
い
背
景
に
、
王

充
の
こ
の
性
三
品
説
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
五
項

性
三
品
説
を
成
立
さ
せ
る
四
つ
の
要
因

性
三
品
説
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
直
接
の
思
想
上
の
要
因
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
に
述
べ
て
き
た
諸
事
項
の

中
か
ら
、
そ
の
要
因
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
四
点
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

第
一
に
、
戦
国
初
期
～
末
期
の
古
い
「
性
」
の
思
想
が
、
い
ず
れ
も
建
前
と
し
て
は
す
べ
て
の
人
間
を
「
性
」
に
お
い
て
同
じ
と

見
る
万
人
平
等
観
を
持
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
性
三
品
説
は
人
間
の
本
性
を
万
人
同
一
で
あ
る
と
は
考
え
ず
、
そ
れ
が
「
上

品
の
性
・
中
品
の
性
・
下
品
の
性
」
の
三
つ
の
等
級
に
分
岐
す
る
と
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、「
上
品
・
中
品
・
下
品
」

と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
か
否
か
は
、
必
ず
し
も
絶
対
的
な
必
要
条
件
で
は
な
い
。
何
ら
か
の
価
値
的
な
差
異
の
意
味
で
、
三

等
級
に
分
か
れ
る
と
い
う
思
想
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
性
三
品
説
の
形
成
史
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
の
素
樸
な
先

駆
が
、『
論
語
』
雍
也
篇
の
「

中

人
以
上
に
は
以
て
上
を
語
る
可
き
な
り
、
中
人
以
下
に
は
以
て
上
を
語
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。」

ち
ゆ
う
じ
ん

う
え

と
同
じ
く
陽
貨
篇
の
「
唯
だ
上
智
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
。」
を
除
外
す
れ
ば
、
戦
国
中
期
の
孟
子
の
時
代
に
す
で
に
萌
芽
し
て
い
た

こ
と
、
ま
た
性
三
品
説
に
一
層
近
づ
い
た
そ
の
水
源
が
前
漢
、
武
帝
期
初
年
の
『
淮
南
子
』
修
務
篇
に
も
見
え
て
い
た
こ
と
、
な
ど

に
つ
い
て
は
上
文
に
既
述
し
た
。
そ
し
て
、
時
代
の
経
過
と
歴
史
の
展
開
と
と
も
に
、
以
上
の
要
素
を
持
つ
性
三
品
説
は
強
化
・
固

定
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
古
い
「
性
」
の
思
想
は
、
そ
れ
ぞ
れ
理
想
の
「
善
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
性
」
に
学
習
・
修
養
の

努
力
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
が
、
そ
の
実
践
主
体
を
基
本
的
に
す
べ
て
の
人
間
と
認
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
性
三
品

説
で
は
、「
性
」
に
学
習
・
修
養
を
加
え
る
主
体
を
、
民
衆
を
も
含
め
て
万
人
と
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
、
た
だ
「
聖
人
」「
天
子
」

「
君
主
」
だ
け
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
だ
性
三
品
説
の
水
源
の
一
つ
で
し
か
な
い
『
淮
南
子
』
泰
族
篇
か
ら
し
て
早
く
も
、
人

類
か
ら
抜
き
ん
出
た
「
聖
王
」
が
一
般
の
人
々
を
教
育
・
訓
導
す
る
こ
と
を
通
じ
て
「
方
」
（
正
し
い
道
）
へ
と
変
え
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
と
し
、
こ
う
し
た
「
聖
王
」
が
「
教
導
」
と
い
う
実
践
的
主
体
性
を
掌
握
す
る
こ
と
に
、
新
し
い
政
治
の
本
質
を
見
出
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
「
中
品
」「
下
品
」
と
い
う
大
多
数
の
人
間
は
、
実
践
の
主
体
で
は
な
く
客
体
で
あ
り
、
政
治
の
主

体
で
は
な
く
客
体
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
さ
ら
に
、「
下
品
」
の
ク
ラ
ス
は
「
上

品
」
が
「
教
導
」
を
施
す
対
象
で
は
あ
り
え
ず
、
逆
に
「
刑
罰
」
を
適
用
す
る
対
象
で
し
か
な
い
と
見
な
す
こ
と
も
、
王
符
『
潜
夫

論
』
述
赦
篇
な
ど
を
始
め
と
し
て
、
以
後
、
あ
ち
こ
ち
の
文
献
に
顔
を
出
す
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

第
三
に
、
古
い
「
性
」
の
思
想
の
時
代
、
戦
国
初
期
～
前
漢
初
期
に
は
、
儒
教
は
ま
だ
最
有
力
の
学
派
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、

性
三
品
説
を
唱
え
る
場
合
、
儒
教
の
経
典
を
引
用
し
て
自
説
の
正
し
さ
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
行
わ
れ
て
い
な
い
（
『
淮
南
子
』
修

務
篇
・
董
仲
舒
『
春
秋
繁
露
』
な
ど
）
。
そ
れ
に
対
し
て
、
儒
教
の
地
位
が
高
ま
っ
た
前
漢
、
武
帝
期
以
後
に
な
る
と
、
経
典
上
の

根
拠
と
な
る
文
章
に
、
儒
教
経
典
を
挙
げ
る
場
合
が
増
え
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
最
初
に
典
拠
と
さ
れ
た
の
は
、『
論
語
』
陽
貨
篇

の
「
性
相
い
近
き
な
り
、
習
い
相
い
遠
き
な
り
。
」、
陽
貨
篇
の
「
唯
だ
上
智
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
。
」、
雍
也
篇
の
「

中

人
以
上
に

ち
ゆ
う
じ
ん

は
以
て
上
を
語
る
可
き
な
り
、
中
人
以
下
に
は
以
て
上
を
語
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。」
と
い
う
孔
子
の
言
葉
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後

う
え

は
、
季
氏
篇
の
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
之
を
知
る
者
は
上
な
り
。
学
び
て
之
を
知
る
者
は
次
な
り
。
困
し
み
て
之
を
学
ぶ
も
の
は

く
る



又
た
其
の
次
な
り
。
困
し
む
も
学
ば
ざ
る
も
の
は
、
民
に
し
て

斯

ち
下
と
為
す
。」
な
ど
も
追
加
さ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
後
は
、『
論

す
な
わ

語
』
だ
け
で
な
く
、『
尚
書
』
堯
典
・
多
方
の
諸
篇
、『
礼
記
』
中
庸
・
表
記
の
諸
篇
な
ど
に
も
経
典
的
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
に
よ
う

に
な
り
、
時
代
が
降
れ
ば
降
る
ほ
ど
い
よ
い
よ
増
え
、
そ
れ
に
連
れ
て
思
想
と
し
て
の
あ
り
方
が
ま
す
ま
す
固
定
化
し
て
い
っ
た
。

第
四
に
、
古
い
「
性
」
の
思
想
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
性
」
に
学
習
・
修
養
を
加
え
て
、
生
ま
れ
つ
い
た
「
性
」
を
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
性
三
品
説
は
、
特
に
「
上
品
・
下
品
」
の
二
つ
の
ク
ラ
ス
は
、
い
か
な
る
教
育
・
訓

導
に
よ
っ
て
も
宿
命
の
よ
う
に
動
か
ず
、
そ
れ
ゆ
え
教
育
・
訓
導
は
、「
上
品
」
に
対
し
て
は
上
智
で
あ
る
の
で
全
く
不
必
要
、「
下

品
」
に
対
し
て
は
下
愚
で
あ
る
の
で
全
く
不
可
能
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
や
が
て
そ
の
後
の
性
三
品
説
の
展
開
の
中
に
、
こ

う
し
た
宿
命
論
を
さ
ら
に
強
化
す
る
理
論
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
王
充
に
よ
る
「
気
」
の
理
論
の
導
入
で
あ
る
。

王
充
は
上
述
し
た
「
性
」
の
不
可
変
更
性
の
根
拠
を
、
「
気
」
の
理
論
に
求
め
て
、「
上
品
」
は
こ
の
世
に
生
ま
れ
る
時
、「
厚
く
多

い
気
」
を
受
け
た
た
め
に
そ
の
「
性
」
は
上
智
と
な
り
、「
下
品
」
は
「
薄
く
少
な
い
気
」
を
受
け
た
た
め
に
そ
の
「
性
」
は
下
愚

と
な
る
、
と
唱
え
た
【
３
１
】
。
王
充
が
切
り
開
い
た
以
上
の
よ
う
な
、「
気
」
の
理
論
に
よ
る
性
三
品
説
の
宿
命
論
化
は
、
そ
の
後
、
皇
侃

お
う
が
ん

『
論
語
義
疏
』、
邢
昺
『
論
語
正
義
』
な
ど
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
【
３
２
】。

以
上
の
四
点
が
、
性
三
品
説
を
成
立
さ
せ
る
直
接
の
思
想
上
の
要
因
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
局
に
つ
い
て
概
言
す
れ
ば
、
性
三
品

説
は
基
本
的
に
、
こ
の
四
つ
の
要
因
が
前
漢
初
期
の
最
初
の
段
階
で
は
そ
れ
ぞ
れ
未
熟
な
水
源
・
素
樸
な
萌
芽
で
あ
っ
た
も
の
が
、

次
第
に
そ
れ
ぞ
れ
少
し
ず
つ
成
熟
・
発
展
し
て
い
き
、
つ
い
に
唐
代
中
期
の
韓
愈
に
至
っ
て
そ
の
す
べ
て
が
完
成
す
る
最
終
段
階
に

達
し
た
、
と
こ
の
よ
う
な
推
移
を
画
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

第
四
節

性
三
品
説
の
完
成
と
崩
壊
（
唐
代
中
期
～
宋
代
）

第
一
項

韓
愈
に
お
け
る
性
三
品
説
の
完
成

性
三
品
説
と
し
て
最
も
完
成
さ
れ
た
理
論
は
、
唐
代
中
期
の
韓
愈
の
論
文
「
原
性
」
で
あ
る
。
韓
愈
が
世
に
出
る
直
前
の
唐
代
中

期
は
、
仏
教
が
隆
盛
期
を
迎
え
、
ま
た
道
教
も
著
し
く
発
展
し
て
い
た
。
韓
愈
は
こ
う
し
た
動
き
に
対
抗
し
て
、
古
文
復
興
に
よ
っ

て
儒
教
に
新
し
い
内
容
を
与
え
、
そ
の
権
威
を
回
復
し
よ
う
と
企
て
た
。
そ
の
立
場
か
ら
著
し
た
論
文
が
「
原
道
」「
原
性
」「
原
人
」

の
三
篇
で
あ
る
。
そ
の
「
原
性
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

性
也
者
、
與
生
倶
生
也
。
情
也
者
、
接
於
物
而
生
也
。
性
之
品
有
三
、
而
其
所
以
爲
性
者
五
。
情
之
品
有
三
、
而
其
所
以
爲
情

者
七
。
曰
何
也
。
曰
、
性
之
品
有
上
中
下
三
。
上
焉
者
、
善
焉
而
已
矣
。
中
焉
者
、
可
導
而
上
下
也
。
下
焉
者
、
惡
焉
而
已
矣
。

其
所
以
爲
性
者
五
、
曰
仁
、
曰
禮
、
曰
信
、
曰
義
、
曰
智
。
上
焉
者
之
於
五
也
、
主
於
一
而
行
於
四
。
中
焉
者
之
於
五
也
、
一

不
少
有
焉
、
則
少
反
焉
、
其
於
四
也
混
。
下
焉
者
之
於
五
也
、
反
於
一
而
悖
於
四
。
性
之
於
情
視
其
品
。
情
之
品
有
上
中
下
三
、

其
所
以
爲
情
者
七
、
曰
喜
、
曰
怒
、
曰
哀
、
曰
懼
、
曰
愛
、
曰
惡
、
曰
欲
。
上
焉
者
之
於
七
也
、
動
而
處
其
中
。
中
焉
者
之
於

七
也
、
有
所
甚
、
有
所
亡
、
然
而
求
合
其
中
者
也
。
下
焉
者
之
於
七
也
、
亡
與
甚
、
直
情
而
行
者
也
。
情
之
於
性
視
其
品
。

孟
子
之
言
性
曰
、「
人
之
性
善
。」
荀
子
之
言
性
曰
、「
人
之
性
惡
。」
揚
子
之
言
性
曰
、「
人
之
性
善
惡
混
。」
夫
始
善
而
進
惡
、

與
始
惡
而
進
善
、
與
始
也
混
而
今
也
善
惡
。
皆
擧
其
中
而
遺
其
上
下
者
也
、
得
其
一
而
失
其
二
者
也
。
…
…
故
曰
、「
三
子
之

言
性
也
、
擧
其
中
而
遺
其
上
下
者
也
、
得
其
一
而
失
其
二
者
也
。」
曰
、「
然
則
性
之
上
下
者
、
其
終
不
可
移
乎
。」
曰
、「
上
之

性
、
就
學
而
愈
明
、
下
之
性
、
畏
威
而
寡
罪
。
是
故
上
者
可
敎
、
而
下
者
可
制
也
。
其
品
則
孔
子
謂
不
移
也
。」
曰
、「
今
之
言

性
者
異
於
此
、
何
也
。」
曰
、「
今
之
言
者
、
雜
佛
老
而
言
也
。
雜
佛
老
而
言
也
者
、
奚
言
而
不
異
。」

性
な
る
者
は
、
生
と
倶
に
生
ず
る
も
の
な
り
。
情
な
る
者
は
、
物
に
接
し
て
生
ず
る
も
の
な
り
。
性
の
品
に
三
有
り
、
而
し
て



其
の
性
為
る
所
以
の
者
は
五
な
り
。
情
の
品
に
三
有
り
、
而
し
て
其
の
情
為
る
所
以
の
者
は
七
な
り
。
曰
わ
く
何
ぞ
や
。
曰
わ

た

く
、
性
の
品
に
上
・
中
・
下
の
三
有
り
。
上
な
る
者
は
、
善
な
る
の
み
。
中
な
る
者
は
、
導
き
て
上
下
す
可
き
も
の
な
り
。
下

な
る
者
は
、
悪
な
る
の
み
。
其
の
性
為
る
所
以
の
者
は
五
な
り
と
は
、
曰
わ
く
仁
、
曰
わ
く
礼
、
曰
わ
く
信
、
曰
わ
く
義
、
曰

た

わ
く
智
な
り
。
上
な
る
者
の
五
に
於
け
る
や
、
一
を
主
と
し
て
四
を
行
う
。
中
な
る
者
の
五
に
於
け
る
や
、
一
は
少
な
か
ら
ず

有
り
て
、
則
ち
少
な
く
反
し
、
其
の
四
に
於
け
る
や
混
ず
。
下
な
る
者
の
五
に
於
け
る
や
、
一
に
反
し
て
四
に
悖
る
。
性
の
情

に
於
け
る
は
其
の
品
を
視
す
。
情
の
品
に
上
・
中
・
下
の
三
有
り
、
其
の
情
為
る
所
以
の
者
は
七
な
り
、
曰
わ
く
喜
、
曰
わ
く

し
め

怒
、
曰
わ
く
哀
、
曰
わ
く
懼
、
曰
わ
く
愛
、
曰
わ
く
悪
、
曰
わ
く
欲
な
り
。
上
な
る
者
の
七
に
於
け
る
や
、
動
く
も
其
の
中
に

処
り
。
中
な
る
者
の
七
に
於
け
る
や
、
甚
だ
し
き
所
有
り
、
亡
き
所
有
り
、
然
れ
ど
も
其
の
中
に
合
わ
ん
と
求
む
る
者
な
り
。

な

下
な
る
者
の
七
に
於
け
る
や
、
亡
く
与
つ
甚
だ
し
く
、
直
情
に
し
て
行
う
者
な
り
。
情
の
性
に
於
け
る
は
其
の
品
を
視
す
。

か

し
め

孟
子
の
性
を
言
う
に
曰
わ
く
、「
人
の
性
は
善
な
り
。」
と
。
荀
子
の
性
を
言
う
に
曰
わ
く
、「
人
の
性
は
悪
な
り
。」
と
。
揚
子

の
性
を
言
う
に
曰
わ
く
、「
人
の
性
は
善
悪
混
ず
。」
と
。
夫
れ
始
め
善
に
し
て
悪
に
進
む
も
の
と
、
始
め
悪
に
し
て
善
に
進
む

も
の
と
、
始
め
は
混
じ
て
今
や
善
悪
な
る
も
の
と
な
り
。
皆
な
其
の
中
を
挙
げ
て
其
の
上
下
を
遺
る
る
者
な
り
、
其
の
一
を
得

て
其
の
二
を
失
う
者
な
り
。
…
…
故
に
曰
わ
く
、「
三
子
の
性
を
言
う
や
、
其
の
中
を
挙
げ
て
其
の
上
下
を
遺
る
る
者
な
り
、

其
の
一
を
得
て
其
の
二
を
失
う
者
な
り
。」
と
、
曰
わ
く
、「
然
ら
ば
則
つ
性
の
上
下
な
る
者
は
、
其
れ
終
に
移
す
可
か
ら
ざ
る

つ
い

か
。」
と
。
曰
わ
く
、「
上
の
性
は
、
学
に
就
き
て
愈
々
明
ら
か
の
、
下
の
性
は
、
威
を
畏
れ
て
罪
寡
な
し
。
是
の
故
に
上
な
る

者
は
教
う
可
く
し
て
、
下
な
る
者
は
制
す
可
き
な
り
。
其
の
品
は
則
ち
孔
子

移
ら
ず
と
謂
え
る
な
り
。」
と
。
曰
わ
く
、「
今

の
性
を
言
う
者
は
此
に
異
な
る
は
、
何
ぞ
や
。」
と
。
曰
わ
く
、「
今
の
言
う
者
は
、
仏
老
を
雑
え
て
言
え
ば
な
り
。
仏
老
を
雑

こ
れ

ま
じ

え
て
言
う
者
は
、
奚
を
言
う
と
し
て
異
な
ら
ざ
ら
ん
。」
と
。

な
に

「
原
性
」
の
前
半
部
分
は
、
以
下
の
と
お
り
。
―
―
「
性
」
は
人
間
が
生
ま
れ
る
と
同
時
に
与
え
ら
れ
る
本
性
で
あ
り
、「
情
」

は
外
物
に
接
し
て
現
れ
る
感
情
で
あ
る
。「
性
」
の
品
は
「
上
・
中
・
下
」
の
三
つ
が
あ
り
、「
性
」
を
構
成
す
る
要
素
は
「
仁
・
礼

・
信
・
義
・
智
」
の
五
つ
が
あ
る
。「
情
」
の
品
も
「
上
・
中
・
下
」
の
三
つ
で
あ
り
、「
情
」
を
構
成
す
る
要
素
は
「
喜
・
怒
・
哀

・
懼
・
愛
・
悪
・
欲
」
の
七
つ
で
あ
る
。「
性
の
上
品
」
は
完
全
な
「
善
」
で
、
一
要
素
を
主
と
し
つ
つ
他
の
四
要
素
を
も
行
う
。「
中

品
」
は
導
い
て
上
下
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
一
要
素
は
あ
る
が
、
他
の
四
要
素
は
背
い
て
い
る
。「
下
品
」
は
完
全
な
「
悪
」
で
、

一
要
素
は
欠
け
て
他
の
四
要
素
も
悖
っ
て
い
る
。「
情
の
上
品
」
は
ど
ん
な
に
動
い
て
も
七
要
素
が
中
庸
を
得
る
。「
中
品
」
は
七
要

素
に
行
き
過
ぎ
が
あ
り
ま
た
欠
如
も
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
中
庸
を
求
め
る
者
で
あ
る
。「
下
品
」
は
七
要
素
に
欠
如
と
行

き
過
ぎ
ば
か
り
で
、「
情
」
に
ま
か
せ
て
勝
手
に
行
う
者
で
あ
る
。「
性
」
は
「
情
の
三
品
」
に
対
応
し
て
お
り
、「
情
」
は
「
性
の

三
品
」
に
対
応
し
て
い
る
、
と
。

こ
れ
は
、
は
な
は
だ
よ
く
整
え
ら
れ
た
性
三
品
説
で
あ
る
。
こ
の
内
、「
性
」
を
構
成
す
る
要
素
を
「
仁
・
礼
・
信
・
義
・
智
」

の
五
常
と
結
び
つ
け
る
の
は
、
韓
愈
独
自
の
新
し
い
理
論
の
よ
う
に
も
見
え
る
け
れ
ど
も
、
実
は
『
漢
書
』
刑
法
志
・
五
行
志
・
翼

奉
伝
・
『
白
虎
通
』
情
性
篇
・
鄭
玄
『
礼
記
注
』
中
庸
篇
な
ど
を
始
め
と
し
て
漢
代
以
来
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
、
先
行
す
る
同
様

の
言
説
を
踏
襲
し
た
措
置
で
あ
る
【
３
３
】。
一
方
、「
性
」
の
三
品
説
と
「
情
」
の
三
品
説
と
を
結
合
す
る
の
は
、
恐
ら
く
韓
愈
独

自
の
理
論
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、『
春
秋
繁
露
』
深
察
名
号
篇
以
来
、
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た

「
性
と
情
」
の
関
係
の
議
論
（
翼
奉
の
説
・
『
孝
経
鉤
命
決
』・
『
孝
経
援
神
契
』・
劉
向
の
説
・
『
白
虎
通
』
情
性
篇
等
々
）
を
踏
ま

え
て
【
３
４
】
、
「
情
」
に
も
道
徳
的
な
意
味
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
は
、「
情
」
に
対
し
て
「
悪
」
に
向
か
う
契
機
だ
け
し

か
見
出
だ
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
韓
愈
の
新
し
さ
が
あ
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。

「
原
性
」
の
後
半
部
分
で
は
、
韓
愈
は
以
上
の
地
点
か
ら
従
来
の
三
説
を
振
り
返
っ
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
―
―
人
間
の
「
性
」

に
つ
い
て
孟
子
は
「
人
の
性
は
善
な
り
」
と
言
い
、
荀
子
は
「
人
の
性
は
悪
な
り
」
と
言
い
、
揚
雄
は
「
人
の
性
は
善
悪
混
ず
」
と

こ
ん

言
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
始
め
は
「
善
」
で
後
に
「
悪
」
に
行
く
ケ
ー
ス
、
始
め
は
「
悪
」
で
後
に
「
善
」
に
進
む

ケ
ー
ス
、
そ
し
て
始
め
は
「
善
悪
混
じ
っ
」
て
い
て
後
に
「
善
ま
た
は
悪
」
に
分
か
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
中
品
」



を
挙
げ
る
の
み
で
、「
上
品
と
下
品
」
を
忘
れ
た
者
で
あ
る
。
そ
の
一
を
得
て
は
い
る
が
、
そ
の
二
を
失
っ
て
い
る
者
だ
、
と
。
そ

し
て
、
最
後
に
結
論
を
下
し
て
言
う
。
―
―
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
上
品
の
性
」
と
「
下
品
の
性
」
は
、
最
後
ま
で
変
更
す
る
（
「
移

る
」）
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。「
上
品
の
性
」
は
学
問
に
赴
い
て
輝
き
を
増
し
、「
下
品
の
性
」
は
威
力
を
畏
れ
て
罪
を
犯

さ
な
く
な
る
。
だ
か
ら
、
上
の
者
は
他
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
、
下
の
者
は
他
か
ら
抑
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
「
品
」
に
つ
い

て
は
、
孔
子
が
「
唯
だ
上
知
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
。」
と
言
っ
た
と
お
り
だ
。
今
日
、「
性
」
を
論
ず
る
者
が
こ
れ
と
異
な
る
の
は
、

な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
今
日
の
「
性
」
の
議
論
は
、
仏
教
・
老
子
の
思
想
を
加
味
し
て
論
ず
る
か
ら
だ
。
仏
教
・
老
子
を
加
味
し
て
論
ず

る
者
は
、
何
を
論
じ
て
も
こ
の
孔
子
の
言
葉
と
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
、
と
。

以
上
の
所
説
の
中
で
最
後
の
部
分
は
、
重
大
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
原
文
を
確
認
し
て
お
く
と
、

曰
、「
今
之
言
性
者
異
於
此
、
何
也
。
」
曰
、「
今
之
言
者
、
雜
佛
老
而
言
也
。
雜
佛
老
而
言
也
者
、
奚
言
而
不
異
。
」（
曰
わ
く
、

「
今
の
性
を
言
う
者
の
此
に
異
な
る
は
、
何
ぞ
や
。」
と
。
曰
わ
く
、「
今
の
言
う
者
は
、
仏
老
を
雑
え
て
言
う
な
り
。
仏
老
を

ぶ
つ
ろ
う

ぶ
つ
ろ
う

雑
え
て
言
う
者
は
、
奚
ぞ
言
う
と
し
て
異
な
ら
ざ
ら
ん
や
。」
と
。）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
後
半
部
分
に
は
二
三
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
「
上
品
」
の
者
が
他
を
「
教
え
」

て
現
実
の
統
治
者
と
な
る
こ
と
を
合
理
化
正
当
化
す
る
主
張
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
漢
、
武
帝
期
の
『
淮
南
子
』
泰
族

篇
・
『
韓
詩
外
伝
』
巻
五
以
来
の
通
説
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、「
下
品
」
の
者
に
対
し
て
は
道
徳
・
礼
楽
を
用
い
て
対
処
す
る

の
で
な
く
、
法
律
・
刑
罰
を
用
い
て
処
置
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
唱
え
ら
れ
て
い
る
（
「
畏
威
」）
が
、
こ
れ
も
『
春
秋
繁
露
』
五

行
相
勝
篇
以
来
の
儒
家
に
と
っ
て
懸
案
の
理
論
的
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
、「
上
品
の
性
」
と
「
下
品
の
性
」
が
最
後
ま
で
変
更
し
え

な
い
の
は
、『
論
語
』
陽
貨
篇
の
孔
子
の
言
葉
と
い
う
経
典
上
の
根
拠
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
性
三
品
説
の
た
め
に
経

典
的
根
拠
を
求
め
る
学
問
的
営
み
（
経
学
）
も
後
漢
以
来
の
伝
統
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

第
二
項

仏
教
の
如
来
蔵
思
想
・
仏
性
論
と
道
教
の
道
性
論

し
か
し
、
こ
れ
ら
以
外
に
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
韓
愈
が
、
今
日
の
「
性
」
の
議
論
は
仏
教
・
老
子
を
加
味

し
て
い
る
と
非
難
し
た
点
に
あ
る
。
そ
の
仏
教
・
老
子
を
加
味
し
て
い
る
テ
ー
マ
と
は
、
こ
こ
で
は
端
的
に
孔
子
の
「
唯
だ
上
知
と

下
愚
と
は
移
ら
ず
。」
と
い
う
言
葉
に
見
ら
れ
る
、
人
間
の
「
性
」
に
対
す
る
不
平
等
観
と
「
上
下
の
性
」
の
変
更
不
可
能
論
を
指

す
。
逆
に
言
え
ば
、
韓
愈
以
前
、
唐
代
中
期
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
仏
教
や
道
教
な
ど
が
事
実
上
、「
性
」
の
万
人
平
等
観
と
「
性
」

の
変
更
可
能
論
を
す
で
に
提
起
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
が
儒
教
を
含
む
思
想
界
に
相
当
の
衝
撃
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ

れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
仏
教
の
「
性
」
に
お
け
る
万
人
平
等
観
と
は
如
来
蔵
思
想
・
仏
性
論
で
あ
り
、
道
教
の
「
性
」
の
万
人
平
等
観
と
は

仏
教
に
刺
激
さ
れ
て
起
こ
っ
た
道
性
論
で
あ
る
。
中
国
、
唐
代
に
お
け
る
性
三
品
説
と
仏
教
の
如
来
蔵
思
想
・
仏
性
論
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
田
中
利
明
「
白
居
易
―
唐
代
思
想
研
究
に
い
か
な
る
素
材
を
提
供
す
る
か
―
」（
『
学
大
国
文
』
第
二
十
七
号
、
大
阪
教

育
大
学
国
語
国
文
研
究
室
、
一
九
八
四
年
）
が
、
白
居
易
研
究
の
中
で
す
で
に
優
れ
た
見
解
を
発
表
し
て
い
る
【
３
５
】。
田
中
利

明
に
よ
れ
ば
、
白
居
易
（
七
七
二
～
八
四
六
年
）
が
唐
代
中
期
ま
で
の
性
三
品
説
の
宿
命
論
か
ら
救
い
を
求
め
た
の
は
、
馬
祖
道
一

（
七
〇
九
～
七
八
八
年
）
の
系
統
を
主
と
す
る
南
宗
禅
の
仏
法
で
あ
り
、
ま
た
白
居
易
は
、
同
じ
系
統
の
宝
誌
和
尚
の
頌
（
『
景
徳

伝
灯
録
』
巻
二
十
九
所
収
）
中
の
特
に
「
大
智
は
愚
に
異
な
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
な
ど
に
も
惹
か
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
「
大
智
は
愚
に
異
な
ら
ず
」
の
内
容
は
、『
論
語
』
の
「
唯
だ
上
知
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
。」
を
ま
っ
向
か
ら
否
定
す
る
も
の
に

他
な
ら
な
い
。
以
上
の
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
田
中
は
、
小
川
一
乗
『
仏
性
思
想
』（
京
都
文
栄
堂
、
一
九
八
二
年
）、
服
部
正
明



「
仏
性
論
の
一
考
察
」
（
『
仏
教
史
学
』
四
―
三
・
四
合
併
号
、
仏
教
史
学
会
、
一
九
五
五
年
）
に
依
拠
し
な
が
ら
、『
涅
槃
経
』
の

主
張
、一

切
衆
生
、
悉
有
佛
性
。（
一
切
の
衆
生
に
、

悉

く
仏
性
有
り
。）

こ
と
ご
と

を
引
用
し
て
、

一
切
の
衆
生
が
も
ち
ろ
ん
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
「
仏
性
」
を
具
有
し
て
い
る
と
す
る
発
想
は
、「
人
性
三
品
説
」
の
根
底
を
、

そ
の
内
部
か
ら
崩
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

等
々
と
、
焦
点
に
な
る
諸
問
題
を
多
角
的
に
論
じ
て
い
る
。

筆
者
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
如
来
蔵
思
想
・
仏
性
論
が
中
国
仏
教
界
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
東
晋
末
期
（
五

世
紀
初
め
）
の
『
涅
槃
経
』
が
漢
訳
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
【
３
６
】。
そ
の
後
、
四
四
三
年
に
は
『
楞
伽
経
』・
『
勝
鬘
経
』

が
訳
出
さ
れ
、
さ
ら
に
百
年
ほ
ど
後
れ
て
『
宝
性
論
』
も
伝
わ
っ
て
、
中
国
に
お
い
て
も
極
め
て
多
様
・
複
雑
な
議
論
が
行
わ
れ
て

い
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
の
経
緯
・
事
情
や
「
仏
性
」
の
本
来
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
の
優
れ
た
研
究
で
あ
る
注
【
３
６
】
所

引
の
常
磐
大
定
『
仏
性
の
研
究
』
や
、
高
崎
直
道
『
如
来
蔵
思
想
・
仏
性
論
Ⅰ
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
〇
年
）【
３
７
】・
高
崎
直
道

監
修
『
如
来
蔵
と
仏
性
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
四
年
）【
３
８
】
な
ど
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
如
来
蔵
思
想
・
仏
性

論
の
表
現
を
「
一
切
の
衆
生
に
、

悉

く
仏
性
有
り
。」
に
よ
っ
て
代
表
さ
せ
、
か
つ
そ
こ
に
「
性
」
の
万
人
平
等
観
と
変
更
可
能

こ
と
ご
と

論
だ
け
を
見
出
す
と
い
う
理
解
の
し
方
で
は
、
当
該
思
想
の
多
く
の
側
面
を
一
つ
に
絞
り
こ
み
過
ぎ
て
お
り
、
複
雑
な
全
体
を
単
純

化
し
過
ぎ
て
い
る
、
と
い
う
誹
り
を
免
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
唐
代
中
期
の
白
居
易
や
韓
愈
な
ど
の
中
国
知
識
人

・
士
大
夫
た
ち
が
理
解
し
た
仏
性
論
は
、
や
は
り
田
中
の
指
摘
の
と
お
り
こ
う
し
た
「
性
」
の
万
人
平
等
観
と
変
更
可
能
論
を
中
心

と
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
田
中
は
、
上
引
の
論
文
の
中
で
、
韓
愈
が
非
難
し
た
「
仏
老
」
の
「
仏
」
を
、
も
っ
ぱ
ら
禅
宗

を
指
し
て
お
り
、
特
に
馬
祖
道
一
系
統
で
あ
る
と
解
釈
す
る
が
、
筆
者
も
主
に
禅
宗
を
指
す
と
す
る
見
方
に
は
基
本
的
に
賛
成
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
時
代
ま
で
に
知
識
人
・
士
大
夫
を
含
め
た
中
国
の
人
々
に
仏
教
を
身
近
か
に
感
じ
さ
せ
た
の
は
、
何
と
言
っ

て
も
著
し
く
中
国
化
し
た
仏
教
た
る
禅
宗
だ
っ
た
か
ら
だ
。
た
だ
し
、
禅
宗
が
仏
性
論
を
受
け
入
れ
た
の
は
田
中
が
挙
げ
る
馬
祖
系

統
よ
り
も
早
く
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
よ
り
広
い
範
囲
に
及
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
詳
論
す
る
余
裕
は
な
い
け
れ
ど
も
、

六
祖
慧
能
（
六
三
八
～
七
一
三
年
）
以
来
、
南
宗
禅
の
頓
悟
の
思
想
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
こ
の
方
向
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

え

の

う

と
こ
ろ
で
、
韓
愈
が
非
難
し
た
「
仏
老
」
の
「
老
」
に
つ
い
て
は
、
上
引
の
田
中
論
文
は
何
も
言
及
し
て
い
な
い
。
憶
測
を
混
え

て
述
べ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
道
教
の
道
性
論
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
「
道
」
を
把
え
て
神
仙
に
な
り
う
る
本
性
は
、

人
間
だ
れ
に
も
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
具
わ
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
、
古
い
時
代
に
ま
で
遡
っ
て
考
え
れ
ば
、
道
家

文
献
で
あ
り
か
つ
道
教
文
献
で
も
あ
っ
た
『
老
子
』『
荘
子
』
な
ど
に
お
い
て
、
根
源
的
実
在
た
る
「
道
」
が
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
た

る
「
万
物
」
の
中
に
遍
在
す
る
こ
と
を
説
く
哲
学
の
中
に
、
そ
の
原
形
が
早
く
も
現
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、『
荘
子
』
知
北
遊
篇
（
前

漢
初
期
の
成
書
）
に
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

東
郭
子
問
於
荘
子
曰
、「
所
謂
道
惡
乎
在
。」
荘
子
曰
、「
无
所
不
在
。
…
…
在
螻
蟻
。
…
…
在
稊
稗
。
…
…
在
瓦
甓
。
…
…
在

屎
溺
。
…
…
至
道
若
是
、
大
言
亦
然
。
…
…
物
物
者
、
與
物
无
際
。」

東
郭
子

荘
子
に
問
い
て
曰
わ
く
、「
所
謂
ゆ
る
道
は
悪
く
に
か
在
る
。」
と
。
荘
子
曰
わ
く
、「
在
ら
ざ
る
所
无
し
。
…
…
螻
蟻

と
う
か
く
し

そ

う

じ

い

わ

い
ず

ろ

う

ぎ

に
在
り
。
…
…
稊
稗
に
在
り
。
…
…
瓦
甓
に
在
り
。
…
…
屎
溺
に
在
り
。
…
…
至
道
は
是
の
若
く
、
大
言
も
亦
た
然
り
。
…
…

て
い
は
い

が

へ

き

し
に
よ
う

し

ど

う

か
く

ご
と

た
い
げ
ん

ま

し
か

物
を
物
と
す
る
者
は
、
物
と
際
す
る
无
し
。」
と
。

さ
い



こ
の
よ
う
に
、
至
上
の
「
道
」
が
螻
蟻
・
稊
稗
・
瓦
甓
・
屎
溺
の
中
に
さ
え
あ
る
、
す
な
わ
ち
一
切
の
「
万
物
」
の
中
に
あ
る
と
認

ろ

う

ぎ

て
い
は
い

が

へ

き

し
に
よ
う

め
ら
れ
る
【
３
９
】
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
が
す
べ
て
の
人
間
に
「
性
」
と
し
て
生
得
的
に
具
備
す
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
道
家
・
道
教
側
の
、
一
切
万
物
の
中
に
至
上
の
「
道
」
が
「
性
」
と
し
て
生
得
的
に
具
わ
る
と
す
る
思

想
は
、
儒
教
側
の
性
三
品
説
の
、
人
間
の
「
性
」
は
生
ま
れ
つ
き
「
上
品
・
中
品
・
下
品
」
に
分
か
れ
る
と
す
る
不
平
等
観
を
、
論

理
の
上
で
は
非
常
に
早
い
時
期
か
ら
す
で
に
打
ち
砕
い
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
【
４
０
】
。
た
だ
し
、
こ
れ
以
後
の
時
代

（
前
漢
中
期
～
唐
代
の
数
百
年
間
）
に
、
歴
代
の
道
家
・
道
教
の
思
想
家
た
ち
が
こ
の
重
要
な
問
題
、
す
な
わ
ち
「
道
」
―
「
万
物
」

の
両
者
の
哲
学
的
な
関
係
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
思
索
を
繰
り
広
げ
て
き
て
上
述
の
如
き
唐
代
の
思
想
状
況
を
迎
え
た
の
か
と
い
う

問
題
に
関
し
て
は
、
残
念
な
が
ら
日
本
・
中
国
と
世
界
の
学
界
に
も
筆
者
自
身
に
も
引
用
す
る
に
足
る
だ
け
の
研
究
上
の
蓄
積
が
な

い
。
後
進
の
研
究
に
期
待
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

唐
代
前
後
の
道
性
論
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
力
の
及
ば
な
い
課
題
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
鎌
田
茂
雄
『
中
国
仏
教
史
』（
岩

波
書
店
、
一
九
七
八
年
）
の
説
を
紹
介
す
る
に
止
め
る
。
そ
の
第
三
部
、
第
十
章
、
第
二
節
、「
道
教
経
典
に
及
ぼ
し
た
仏
教
の
影

響
」
で
、
鎌
田
は
次
の
よ
う
に
言
う
（
二
一
七
ペ
ー
ジ
）。

仏
教
の
仏
性
説
は
道
教
に
お
い
て
は
道
性
説
に
改
換
さ
れ
た
が
、『
大
乗
妙
林
経
』
『
海
空
智
蔵
経
』『
道
教
義
枢
』
な
ど
に
見

ら
れ
る
。
と
く
に
『
道
教
義
枢
』
に
は
三
論
宗
の
吉
蔵
の
五
種
仏
性
説
（
『
中
論
疏
』）
に
よ
る
五
種
道
性
説
と
草
木
道
性
説
が

見
ら
れ
る
。

も
し
も
以
上
の
と
お
り
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
韓
愈
の
「
原
性
」
に
お
け
る
性
三
品
説
の
提
起
は
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
側
・
道
教
側
の

思
想
革
新
に
対
す
る
、
保
守
的
な
儒
教
側
か
ら
の
反
撃
と
把
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

第
三
項

儒
教
の
性
説
の
革
新
と
程
頤
・
朱
熹
の
登
場

し
ば
ら
く
後
の
宋
学
の
時
代
に
な
る
と
、
儒
教
側
も
新
し
い
思
想
革
新
の
取
り
組
み
を
開
始
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
取
り
組

み
は
、
実
際
に
は
宋
代
以
前
の
唐
代
中
期
、
韓
愈
と
同
時
代
に
す
で
に
開
始
さ
れ
て
い
た
。
上
述
の
と
お
り
、
韓
愈
は
「
仏
老
を
雑

ぶ
つ
ろ
う

え
て
」
人
間
の
「
性
」
を
論
じ
た
た
め
に
、
そ
の
内
容
が
孔
子
の
性
三
品
説
と
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
同
時
代

ま
で
の
「
性
」
の
諸
思
想
を
激
し
く
非
難
し
た
。
非
難
さ
れ
た
も
の
の
中
の
一
つ
と
し
て
、
上
引
の
田
中
利
明
は
韓
愈
の
弟
子
李
翺

り

こ

う

の
『
復
性
書
』
の
「
性
」
に
お
け
る
万
人
平
等
論
を
挙
げ
る
が
、
こ
れ
は
有
意
義
な
指
摘
と
言
え
よ
う
。
同
時
に
ま
た
、
性
三
品
説

の
行
き
づ
ま
り
を
克
服
す
る
た
め
の
、
宋
代
以
前
に
開
始
さ
れ
た
先
駆
的
な
取
り
組
み
と
し
て
も
、
こ
れ
を
高
く
評
価
す
べ
き
で
は

な
か
ろ
う
か
。
―
―
こ
の
点
も
田
中
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
李
翺
の
人
性
論
を
詳
し
く
追
究
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
重
要
な
内
容
だ
け
を
引
用
す
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
。

人
之
所
以
爲
聖
人
者
、
性
也
。
人
之
所
以
惑
其
性
者
、
情
也
。
喜
・
怒
・
哀
・
懼
・
愛
・
惡
・
欲
七
者
、
皆
情
之
所
爲
也
。
情

既
昏
、
性
斯
匿
矣
。
…
…
性
者
、
天
之
命
也
、
聖
人
得
之
而
不
惑
者
也
。
情
者
、
性
之
動
也
、
百
姓
溺
之
而
不
能
知
其
本
者
也
。

聖
人
者
、
豈
其
無
情
邪
。
聖
人
者
、
寂
然
不
動
、
不
往
而
到
、
不
言
而
神
、
不
燿
而
光
、
制
作
參
乎
天
地
、
変
化
合
乎
陰
陽
。

雖
有
情
也
、
未
嘗
有
情
也
。
然
則
百
姓
者
、
豈
其
無
性
者
邪
。
百
姓
之
性
與
聖
人
之
性
弗
差
也
。
雖
然
、
情
之
所
昏
、
交
相
攻

伐
、
未
始
有
窮
、
故
雖
終
身
而
不
自
覩
其
性
焉
。

人
の
聖
人
と
為
る
所
以
の
者
は
、
性
な
り
。
人
の
其
の
性
を
惑
わ
す
所
以
の
者
は
、
情
な
り
。
喜
・
怒
・
哀
・
懼
・
愛
・
悪
・

ゆ

え

ん

く



欲
の
七
者
は
、
皆
な
情
の
為
す
所
な
り
。
情
既
に
昏
け
れ
ば
、
性

斯

ち
匿
れ
ん
。
…
…
性
な
る
者
は
、
天
の
命
な
り
、
聖
人

く
ら

す
な
わ

か
く

は
之
を
得
て
惑
わ
ざ
る
者
な
り
。
情
な
る
者
は
、
性
の
動
き
な
り
、
百
姓
は
之
に
溺
れ
て
其
の
本
を
知
る
能
わ
ざ
る
者
な
り
。

お
ぼ

聖
人
な
る
者
は
、
豈
に
其
れ
情
無
か
ら
ん
や
。
聖
人
な
る
者
は
、
寂
然
と
し
て
動
か
ず
、
往
か
ず
し
て
到
り
、
言
わ
ず
し
て
神

あ
に

し
ん

に
、
燿

か
せ
ず
し
て
光
り
、
制
作
は
天
地
に
参
じ
、
変
化
は
陰
陽
に
合
す
。
情
有
り
と

雖

も
、
未
だ
嘗
て
情
有
ら
ざ
る
な
り
。

か
が
や

い
え
ど

か
つ

然
ら
ば
則
ち
百
姓
な
る
者
は
、
豈
に
其
れ
性
無
き
者
な
ら
ん
や
。
百
姓
の
性
は
聖
人
の
性
と
差
わ
ざ
る
な
り
。
然
り
と

雖

も
、

あ
に

た
が

い
え
ど

情
の
昏
く
す
る
所
は
、
交
々
相
い
攻
伐
し
、
未
だ
始
め
よ
り
窮
ま
り
有
ら
ず
、
故
に
身
を
終
う
と
雖
も
自
ら
其
の
性
を
覩
ざ
る

く
ら

こ
も
ご
も

み

な
り
。

こ
の
よ
う
に
、
李
翺
は
「
百
姓
の
性
は
聖
人
の
性
と
差
わ
ざ
る
な
り
。」
と
明
言
し
て
、
師
で
あ
る
韓
愈
の
性
三
品
説
に
ま
っ
向
か

り

こ

う

た
が

ら
反
対
し
た
。
李
翺
の
こ
う
し
た
思
想
革
新
に
仏
教
か
ら
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
、
諸
家
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
【
４
１
】
。

北
宋
・
南
宋
に
お
け
る
儒
教
の
思
想
革
新
の
代
表
者
の
程
頤
（
北
宋
、
一
〇
三
三
～
一
一
〇
七
年
）
や
朱
熹
（
南
宋
、
一
一
三
〇

～
一
二
〇
〇
年
）
は
、
む
し
ろ
仏
教
や
道
教
が
提
起
し
て
い
た
「
性
」
の
万
人
平
等
観
と
変
更
可
能
論
を
受
け
継
ぎ
、
韓
愈
に
至
っ

て
儒
教
伝
統
に

則

り
完
成
の
域
に
達
し
た
性
三
品
説
を
は
っ
き
り
と
放
棄
し
た
。
程
頤
は
「
顔
子
所
好
何
学
論
」（
『
河
南
程
氏
文

の
つ
と

集
』
巻
八
所
収
）
の
中
で
、

聖
人
可
學
而
至
歟
。
曰
、
「
然
。
…
…
後
人
不
達
、
以
謂
聖
本
生
知
、
非
學
可
至
、
而
爲
學
之
道
遂
失
。
」（
聖
人
は
学
び
て
至

る
べ
き
か
。
曰
わ
く
、「
然
り
。
…
…
後
人
は
達
せ
ず
、
聖
は
本
々
生
ま
れ
な
が
ら
に
知
り
て
、
学
び
て
至
る
可
き
に
非
ず
と
謂

も
と
も
と

お
も

う
を
以
て
、
学
の
道
の
遂
に
失
わ
る
る
を
為
す
。」
と
。）

つ
い

と
述
べ
る
。
ま
た
、
朱
熹
は
『
中
庸
章
句
』
序
の
中
で
、

人
莫
不
有
是
形
、
故
雖
上
智
不
能
无
人
心
。
亦
莫
不
有
是
性
、
故
雖
下
愚
不
能
无
道
心
。（
人
に
は
是
の

形

有
ら
ざ
る
も
の
莫

こ

か
た
ち

な

し
、
故
に
上
智
と
雖
も
人
心
无
き
こ
と
能
わ
ず
。
亦
た
是
の
性
有
ら
ざ
る
も
の
莫
し
、
故
に
下
愚
と
雖
も
道
心
无
き
こ
と
能
わ

じ
ん
し
ん

な

な

ず
。）

と
述
べ
る
。

こ
う
し
て
、
前
漢
中
期
～
唐
代
の
長
期
に
わ
た
っ
て
人
々
の
心
を
縛
っ
て
き
た
性
三
品
説
は
、
つ
い
に
終
焉
の
秋
を
迎
え
た
の
で

あ
る
。

付

記

本
章
の
初
出
は
、
以
下
の
と
お
り
。

拙
論
「
性
三
品
説
的
形
成
与
発
展
」（
中
国
語
、
劉
岳
兵
訳
、『
新
哲
学
』
第
六
輯
所
収
、
大
衆
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
八
月
）

拙
論
「
天
下
の
な
か
の
人
間
―
―
性
の
思
想
の
発
生
、
性
三
品
説
の
成
立
と
展
開
」（
溝
口
雄
三
・
池
田
知
久
・
小
島
毅
共
著

『
中
国
思
想
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
所
収
の
第
一
章
、
二
）。

今
回
、
本
書
に
収
め
る
に
当
た
っ
て
は
大
幅
の
補
足
・
修
正
を
施
し
た
。

第
五
節

結
語
─
─
『
寒
山
詩
』
の
位
置
と
意
義

前
漢
時
代
中
期
あ
た
り
か
ら
唐
代
に
至
る
間
の
人
間
本
性
の
不
平
等
を
唱
え
る
「
性
」
の
思
想
、
す
な
わ
ち
性
三
品
説
の
、
成
立

・
展
開
・
崩
壊
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
大
略
、
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。



こ
の
経
緯
の
中
で
、
第
三
章
「
『
寒
山
詩
集
』
に
お
け
る
人
性
と
社
会
」
、
第
一
節
「
序
説
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
中
唐
の
韓
愈

か

ん

ゆ

に
至
っ
て
理
論
的
に
最
も
完
成
の
域
に
達
し
た
性
三
品
説
が
、
そ
の
後
、
北
宋
の
程
頤
や
南
宋
の
朱
熹
の
努
力
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ

せ
い
さ
ん
ぴ
ん
せ
つ

て

い

い

し

ゆ

き

て
い
く
の
で
あ
る
が
、
両
者
（
韓
愈
の
不
平
等
観
の
性
三
品
説
→
程
頤
・
朱
熹
の
平
等
観
の
性
善
説
）
の
中
間
に
介
在
し
て
、
こ
れ

を
人
間
本
性
の
平
等
観
の
方
向
に
反
転
さ
せ
る
た
め
に
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
仏
教
（
禅
宗
）
や
道
教
の
思
想
活
動
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
韓
愈
「
原
性
」
を
参
照
）。
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
唐
代
の
禅
文
献
の
中
に
現
れ
る
と
予
測
さ
れ
る
、
人
間

本
性
（
仏
性
・
如
来
蔵
）
を
め
ぐ
る
新
し
い
提
唱
や
、
特
に
従
来
の
儒
教
主
流
派
の
性
三
品
説
へ
の
批
判
な
ど
を
研
究
し
て
み
た
い

と
考
え
て
、『
寒
山
詩
集
』
と
い
う
実
際
の
具
体
的
文
献
に
即
し
て
そ
れ
ら
の
検
討
を
試
み
た
。
た
だ
し
、
時
間
と
労
力
な
ど
の
制

約
が
あ
る
た
め
に
、
本
書
で
は
議
論
を
も
っ
ぱ
ら
性
三
品
説
の
問
題
だ
け
に
絞
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
日
『
寒
山
詩
集
』
を
読
ん
で
、
中
国
の
伝
統
思
想
と
し
て
の
性
説
と
南
宗
系
頓
悟
禅
と
の
関
わ
り
を
論
じ
よ

う
と
す
る
時
、
従
来
の
研
究
が
行
っ
て
き
た
よ
う
に
、『
寒
山
詩
』
の
中
に
、
外
在
的
な
所
与
と
し
て
の
「
真
如
の
性
」（
第
三
章
、

第
二
節
、
第
一
項
を
参
照
）
が
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
仏
教
（
禅
宗
）
的
偈
頌
と
し
て
の
「
本
真
の
性
」（
第
三
章
、
第
二
節
、

第
二
項
を
参
照
）
が
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
た
だ
繰
り
返
し
て
指
摘
す
る
ば
か
り
で
は
大
し
た
意
味
が
な
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
諸
詩
に
あ
る
の
は
、
た
だ
単
に
、
決
ま
り
切
っ
た
禅
宗
教
団
お
仕
着
せ
の
模
範
回
答
を
、
没
個
性
的
に
提
出
す
る
の
み
と

感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
書
で
は
、
第
三
章
「
『
寒
山
詩
集
』
に
お
け
る
人
性
と
社
会
」
に
お
い
て
、
そ
の
方
面
に
は
、
第
一
項
「
外
在
的
な

所
与
と
し
て
の
『
真
如
の
性
』
」、
第
二
項
「
仏
教
（
禅
宗
）
的
偈
頌
と
し
て
の
『
本
真
の
性
』」
と
し
て
、
触
れ
な
い
わ
け
で
は
な

か
っ
た
け
れ
ど
も
深
入
り
せ
ず
、
唐
代
儒
教
主
流
派
の
性
説
、
性
三
品
説
と
い
う
社
会
全
体
の
秩
序
や
構
造
に
対
す
る
批
判
に
結

び
つ
く
こ
と
を
予
想
し
つ
つ
、
そ
の
前
提
の
下
に
、
個
々
の
具
体
的
な
『
寒
山
詩
』
の
人
性
・
社
会
に
関
す
る
思
想
と
表
現
の
検
討

に
勉
め
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
第
三
節
「
『
寒
山
詩
集
』
に
現
れ
た
貧
窮
を
詠
う
詩
」
の
下
に
、
第
一
項
「
貧
困
を
詠
う
」、
第

二
項
「
無
銭
の
貧
困
を
詠
う
」
、
第
三
項
「
科
挙
の
失
敗
と
貧
困
を
詠
う
」
を
設
け
て
、
作
者
寒
山
子
の
人
性
・
社
会
に
関
す
る
諸

問
題
の
中
で
も
、
主
と
し
て
個
人
的
内
面
的
な
側
面
を
取
り
扱
っ
た
。
ま
た
、
第
四
節
「
『
寒
山
詩
集
』
に
現
れ
た
社
会
批
判
の
詩
」

の
下
に
、
第
一
項
「
賢
者
の
不
遇
を
嘆
く
」、
第
二
項
「
社
会
へ
の
不
満
を
訴
え
る
」、
第
三
項
「
国
家
・
社
会
の
改
革
を
唱
え
る
」、

第
四
項
「
適
材
適
所
を
求
め
る
」
を
設
け
て
、
寒
山
子
の
人
性
・
社
会
に
関
す
る
諸
問
題
の
中
で
も
、
主
と
し
て
社
会
的
客
観
的

な
側
面
を
取
り
扱
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

以
上
の
第
三
章
の
「
『
寒
山
詩
集
』
に
お
け
る
人
性
と
社
会
」
は
、
比
喩
を
借
り
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
第
四
章
の
「
『
寒
山
詩
集
』

に
現
れ
た
性
三
品
説
」
と
い
う
高
峰
の
裾
野
で
あ
る
。
性
三
品
説
（
肯
定
・
賛
成
で
あ
れ
不
満
・
批
判
で
あ
れ
）
と
い
う
理
論
的

な
高
峰
の
下
方
に
拡
が
り
、
そ
れ
を
底
辺
か
ら
支
え
て
い
る
の
が
、
寒
山
子
の
広
い
範
囲
に
及
ぶ
実
際
的
な
「
人
性
と
社
会
」
観

に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
裾
野
に
充
た
る
寒
山
子
の
「
人
性
と
社
会
」
観
は
、
従
来
の
研
究
の
軽
視
し
て
取
り
あ
げ
て
こ
な
か
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
三
節
の
「
貧
窮
を
詠
う
詩
」
で
は
三
項
、
第
四
節
の
「
社
会
批
判
の
詩
」
で
は
四
項
、
合
計
七
項

の
下
に
検
討
し
た
如
く
、
寒
山
子
は
非
常
に
多
く
の
詩
を
詠
っ
て

己

の
「
人
性
と
社
会
」
観
を
表
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

お
の
れ

ら
の
「
人
性
と
社
会
」
観
あ
る
が
ゆ
え
に
、
第
四
章
の
「
『
寒
山
詩
集
』
に
現
れ
た
性
三
品
説
」
を
示
す
詩
作
は
、
数
量
の
点
で
は

少
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
理
論
的
な
高
峰
と
し
て
の
重
要
性
を
有
す
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
最
後
の
第
四
章
「
『
寒
山
詩
集
』
に
現
れ
た
性
三
品
説
」
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
本
章
で
取
り
あ
げ
た
、
寒
山
子
が
直

接
的
に
性
三
品
説
に
関
わ
っ
て
遺
し
た
詩
作
は
、
は
な
は
だ
少
な
い
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
第
二
章
「
三
次
に
わ
た
る
『
寒
山
詩
集
』

の
編
纂
」
に
お
い
て
解
明
し
て
き
た
よ
う
に
、『
寒
山
詩
』
の
作
者
、
複
数
の
寒
山
子
た
ち
が
、
狭
義
の
思
想
家
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ

ー
に
は
入
ら
ず
、
ま
し
て
（
唐
代
ま
で
人
間
の
「
性
」
に
つ
い
て
思
索
し
て
き
た
）
儒
教
の
思
想
家
で
も
な
か
っ
た
こ
と
に
原
因
す

る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
（
第
三
章
、
第
二
節
「
『
寒
山
詩
集
』
に
現
れ
た
南
宗
禅
・
頓
悟
禅
の
「
真
如
の
性
」」
を
参
照
）。
そ
の

直
接
的
に
性
三
品
説
に
関
わ
っ
て
遺
し
た
詩
作
に
し
て
も
、
第
一
節
「
『
寒
山
詩
集
』
に
現
れ
た
性
三
品
説
」
で
取
り
上
げ
た
よ
う

に
、『
寒
山
詩
集
』
の
一
四
一
「
下
愚
讀
我
詩
」
は
、
前
漢
中
期
以
来
の
長
い
間
、
儒
教
が
担
い
士
大
夫
階
層
に
と
っ
て
伝
統
と
な



っ
て
い
た
、
性
三
品
説
を
そ
の
ま
ま
是
認
・
肯
定
し
て
い
る
。
─
─
早
い
時
期
の
寒
山
子
は
、
六
朝
貴
族
文
化
・
社
会
に
対
す
る

憧
憬
も
あ
っ
て
、
こ
の
不
平
等
な
人
間
観
に
立
っ
て
あ
ら
ゆ
る
人
間
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
四
章
、
第
二
節
「
性
三
品
説
に
対
す
る
不
満
と
批
判
」
で
検
討
し
た
〇
二
五
「
智
者
君
抛
我
」
と
一
四
九
「
他
賢
君
卽
受
」

の
両
詩
は
、
数
量
の
点
で
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
成
熟
し
た
寒
山
子
の
「
性
三
品
説
に
対
す
る
不
満
と
批
判
」
の
高
峰
と
し
て
の

重
要
で
あ
る
。
唐
代
儒
教
主
流
派
の
唱
え
る
性
三
品
説
に
対
し
て
、
こ
こ
に
は
明
確
な
不
満
・
批
判
と
そ
の
内
面
的
な
掘
り
下
げ

が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
人
間
本
性
の
不
平
等
を
嫌
い
平
等
を
願
う
萌
芽
と
評
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、『
寒
山
詩
集
』
に
お
い
て
見
る
限
り
、
寒
山
子
の
性
三
品
説
に
対
す
る
さ
ら
に
深
い
検
討
は
、
こ
れ
以
上
に
前
に
進
む
こ
と
が

な
か
っ
た
。
ま
っ
た
く
そ
の
逆
を
行
く
、
性
三
品
説
（
批
判
）
の
形
骸
化
・
性
三
品
説
（
批
判
）
の
転
折
で
『
寒
山
詩
集
』
は
そ

の
幕
を
閉
じ
た
の
で
あ
っ
た
（
第
三
節
「
性
三
品
説
の
転
折
」
）。

注【
１
】
ち
な
み
に
、『
論
語
』
の
文
献
学
的
研
究
で
多
く
の
成
果
を
挙
げ
た
武
内
義
雄
『
武
内
義
雄
全
集
』
第
一
巻
『
論
語
篇
』（
岩

波
書
店
、
一
九
七
八
年
）
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
、
そ
の
第
二
章
、
五
「
為
政
よ
り
泰
伯
に
至
る
七
篇
は
河
間
七
篇
本
」
で
は
、

公
冶
長
篇
を
含
む
七
篇
は
河
間
七
篇
本
に
当
た
り
、「
曽
子
後
学
の
伝
え
た
『
論
語
』
」、
す
な
わ
ち
「
曽
子
思
孟
派
の
テ
キ
ス

ト
で
あ
ろ
う
」
と
説
く
（
八
十
五
ペ
ー
ジ
）。
こ
れ
に
従
う
な
ら
ば
、
公
冶
長
篇
は
戦
国
中
期
以
後
の
編
纂
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

【
２
】
武
内
義
雄
『
論
語
篇
』
、
第
五
章
「
季
氏
・
陽
貨
・
微
子
三
篇
に
つ
い
て
」、
八
「
摘
要
」
は
、「
三
篇
は
論
語
二
十
篇
中
最

も
新
し
い
文
章
で
、
…
…
陽
貨
篇
に
は
孟
子
や
荀
子
か
ら
鈔
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
資
料
と
季
氏
篇
や
微
子
篇
に
類
似
の
章

も
あ
っ
て
す
こ
ぶ
る
雑
駁
な
感
じ
が
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
三
篇
の
成
立
は
戦
国
末
以
上
に
遡
る
も
の
で
は
な
く
、
そ

の
他
の
諸
篇
と
比
較
し
て
価
値
の
下
る
も
の
で
あ
る
。」（
一
七
四
～
一
七
五
ペ
ー
ジ
）
と
し
て
い
る
。

【
３
】
武
内
義
雄
『
論
語
篇
』
、
第
二
章
、
五
「
為
政
よ
り
泰
伯
に
至
る
七
篇
は
河
間
七
篇
本
」
は
、
雍
也
篇
を
公
冶
長
篇
と
同
一

の
グ
ル
ー
プ
と
見
な
し
た
上
で
、
上
述
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
を
含
む
七
篇
を
河
間
七
篇
本
に
相
当
し
、「
曽
子
後
学
の
伝
え
た

『
論
語
』」、
す
な
わ
ち
「
曽
子
思
孟
派
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
ろ
う
」（
八
十
五
ペ
ー
ジ
）
と
し
て
い
る
。

【
４
】
本
章
の
編
纂
に
つ
い
て
も
、
武
内
義
雄
『
論
語
篇
』
、
第
五
章
「
季
氏
・
陽
貨
・
微
子
三
篇
に
つ
い
て
」
、
八
「
摘
要
」
の

上
揭
の
本
文
批
判
が
当
て
は
ま
る
。
ち
な
み
に
、
新
発
見
の
定
州
『
論
語
』
陽
貨
篇
に
は
、
こ
の
一
章
は
見
え
な
い
。
残
欠
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

【
５
】
明
治
日
本
に
お
い
て
儒
教
の
近
代
的
な
研
究
を
始
め
た
、
武
内
義
雄
の
『
易
と
中
庸
の
研
究
』（
『
武
内
義
雄
全
集
』
第
三
巻

所
収
、
角
川
書
店
、
一
九
七
九
年
）
は
、「
中
庸
」
を
前
半
部
分
の
中
庸
本
書
と
後
半
部
分
の
中
庸
説
と
に
二
分
し
、
前
半
は

孔
子
の
孫
の
子
思
の
作
、
後
半
は
秦
代
の
子
思
学
派
の
作
と
見
な
す
（
二
十
六
ペ
ー
ジ
）。
な
お
、
前
半
部
分
で
も
第
一
章
は

例
外
的
に
中
庸
説
の
錯
簡
と
見
る
（
三
十
二
ペ
ー
ジ
）。
こ
れ
は
従
来
の
伝
統
的
な
解
釈
と
は
異
な
る
新
し
い
見
解
で
あ
っ
て
、

そ
の
後
も
、

重
澤
俊
郎
『
原
始
儒
家
思
想
と
経
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
〇
年
）

金
谷
治
「
中
庸
に
つ
い
て
」（
『
金
谷
治
中
国
思
想
論
集
』【
中
巻
】
所
収
、
平
河
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）

内
山
俊
彦
『
中
国
古
代
思
想
史
に
お
け
る
自
然
認
識
』（
創
文
社
、
一
九
八
七
年
）

な
ど
が
基
本
的
に
こ
の
武
内
説
を
襲
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
前
半
部
分
の
中
庸
本
書
に
関
し
て
は
、
武
内
は
子
思
制
作
説
と
い

う
従
来
の
解
釈
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。

【
６
】
新
出
土
の
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
『
五
行
』
に
基
づ
い
て
、
戦
国
時
代
に
子
思
・
孟
子
学
派
と
い
う
儒
教
の
学
派
が
存
在
し
た
と

い
う
説
を
初
め
て
本
格
的
に
唱
え
た
の
は
、
龐
樸
『
帛
書
五
行
篇
研
究
』（
齊
魯
書
社
、
一
九
八
〇
年
）
で
あ
る
。
そ
の
後
、

二
十
一
世
紀
の
今
日
ま
で
、
こ
の
龐
樸
説
は
中
国
・
台
湾
・
ア
メ
リ
カ
・
韓
国
を
含
む
世
界
の
学
界
を
席
巻
す
る
に
至
っ
て
い

る
。
龐
樸
「
馬
王
堆
帛
書
解
開
了
思
孟
五
行
説
古
謎
」（
『
帛
書
五
行
篇
研
究
』
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
思
孟
学
派
の
代
表
的
な
著



作
は
『
中
庸
』・
『
孟
子
』
・
『
子
思
』・
『
五
行
』
な
ど
で
あ
る
が
、
彼
は
、『
中
庸
』
す
な
わ
ち
『
礼
記
』
中
庸
篇
を
従
来
ど
お

り
戦
国
初
期
の
子
思
の
作
と
見
な
し
て
い
る
（
七
十
一
～
八
十
八
ペ
ー
ジ
）
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
こ
の
説
は
新
出
の
『
五
行
』

や
伝
世
の
『
孟
子
』・
「
中
庸
」
に
対
す
る
文
献
学
的
・
思
想
史
的
な
分
析
が
弱
く
、
そ
れ
ゆ
え
十
分
な
説
得
力
を
持
っ
て
い
な

い
。
筆
者
は
か
つ
て
こ
の
龐
樸
説
を
詳
し
く
検
討
し
て
批
判
の
論
文
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
著
『
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
五
行

篇
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
）
第
一
部
、
第
二
章
、
四
「
龐
樸
「
馬
王
堆
帛
書
解
開
了
思
孟
五
行
説
古
謎
」
の
検
討
」

（
三
十
六
～
四
十
七
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
。

【
７
】
注
【
５
】
所
引
の
武
内
説
に
反
対
し
た
代
表
的
な
著
作
と
し
て
は
、
津
田
左
右
吉
「
「
大
学
」
の
致
知
格
物
」（
『
津
田
左
右

吉
全
集
』
第
十
八
巻
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）
が
あ
り
、
該
論
文
で
は
そ
の
成
書
年
代
を
「
前
漢
の
後
半
期
も
し
く

は
末
期
の
作
で
あ
る
」（
二
七
三
ペ
ー
ジ
）
と
言
う
。
ま
た
、

板
野
長
八
『
中
国
古
代
に
お
け
る
人
間
観
の
展
開
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）

板
野
長
八
『
儒
教
成
立
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）

も
武
内
説
に
批
判
的
で
あ
っ
て
、
前
者
は
「
中
庸
篇
は
武
帝
時
代
の
産
物
で
あ
る
『
淮
南
子
』・
楽
記
篇
・
『
韓
詩
外
伝
』
と
ほ

ぼ
同
時
代
、
ま
た
は
少
し
遅
れ
た
時
代
に
作
成
さ
れ
た
も
の
」（
五
三
三
ペ
ー
ジ
）
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
解
釈
は
、「
中
庸
」
の

文
章
構
成
や
思
想
内
容
の
精
密
な
分
析
、
戦
国
・
秦
漢
思
想
史
の
文
献
学
的
・
思
想
史
的
な
検
討
の
上
に
立
っ
て
提
唱
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
ゆ
え
説
得
力
に
富
ん
で
い
る
。
筆
者
は
基
本
的
に
こ
れ
ら
の
説
に
賛
成
で
あ
る
。

【
８
】『
論
衡
』
本
性
篇
で
、
王
充
は
、
陸
賈
の
次
の
言
葉
を
引
用
し
た
上
で
論
評
を
加
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
文
章
は
現
在

の
『
新
語
』
の
テ
キ
ス
ト
に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
佚
文
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

陸
賈
曰
、「
天
地
生
人
也
、
以
禮
義
之
性
。
人
能
察
己
所
以
受
命
則
順
。
順
之
謂
道
。」（
陸
賈
曰
わ
く
、「
天
地
の
人
を
生
ず

り

く

か

る
や
、
礼
義
の
性
を
以
て
す
。
人
能
く
己
の
命
を
受
く
る
所
以
を
察
す
れ
ば
則
ち
順
う
。
之
に
順
う

之
を
道
と
謂
う
。
」
と
。
）

こ
の
文
章
に
は
、
中
庸
篇
第
一
章
の
上
二
句
「
天
の
命
ず
る

之
を
性
と
謂
い
、
性
に
率
う

之
を
道
と
謂
う
。」
は
、
ほ
ぼ
同

じ
思
想
が
含
ま
れ
る
と
認
め
て
も
差
し
支
え
な
い
が
、
表
現
は
ま
だ
中
庸
篇
第
一
章
ほ
ど
に
は
整
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
中
庸

篇
第
一
章
の
最
後
の
一
句
「
道
を
脩
む
る

之
を
教
え
と
謂
う
」
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
思
想
も
表
現
も
こ
こ
に
は
全
然
存
在

し
て
い
な
い
。
前
漢
初
期
の
陸
賈
の
時
代
に
す
で
に
「
中
庸
」
が
成
立
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
事
態
は
ま
ず
起
こ
り

り

く

か

え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

【
９
】『
荘
子
』
秋
水
篇
の
引
用
個
所
の
詳
し
い
解
釈
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
荘
子
（
上
）
全
訳
注
』（
講
談
社
、
二
〇
一
四
年
）
、「
秋

水
第
十
七
」
を
参
照
。

【
１
０
】『
荘
子
』
天
地
篇
の
引
用
個
所
の
詳
し
い
解
釈
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
荘
子
（
上
）
全
訳
注
』、「
天
地
第
十
二
」
を
参
照
。

【
１
１
】『
荘
子
』
繕
性
篇
に
は
、「
復
初
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
、
肯
定
的
な
評
価
を
受
け
て
い
る
。

德
又
下
衰
、
及
唐
虞
始
爲
天
下
。
…
…
然
後
民
始
惑
亂
、
无
以
反
其
性
情
、
而
復
其
初
。（
德
又
た
下
衰
し
て
、
唐
虞
の
始

と
う

ぐ

め
て
天
下
を
爲
む
る
に
及
ぶ
。
…
…
然
る
後
民
始
め
て
惑
亂
し
、
以
て
其
の
性
情
に
反
り
て
、
其
の
初
め
に
復
る
无
し
。）

わ
く
ら
ん

か
え

な
お
、
『
荘
子
』
繕
性
篇
の
引
用
個
所
の
詳
し
い
解
釈
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
荘
子
（
上
）
全
訳
注
』
、「
繕
性
第
十
六
」
を

参
照
。

【
１
２
】
戦
国
時
代
の
代
表
的
な
儒
家
の
思
想
家
で
あ
る
孟
子
と
荀
子
が
、
当
時
流
行
し
始
め
た
「
養
生
」
の
思
想
と
技
術
を
軽
視

し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
老
子

そ
の
思
想
を
読
み
尽
く
す
』（
講
談
社
、
二
〇
一
七
年
）
、
Ⅱ
、
第
４
章
、
Ａ
「
先

秦
儒
教
に
と
っ
て
の
養
生
」（
五
八
〇
～
五
八
二
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
。

【
１
３
】「
性
命
之
情
」
と
い
う
言
葉
の
用
例
を
『
荘
子
』
駢
拇
篇
か
ら
一
つ
だ
け
挙
げ
て
お
く
。

吾
所
謂
臧
、
非
仁
義
之
謂
也
、
臧
於
其
德
而
已
矣
。
吾
所
謂
臧
者
、
非
所
謂
仁
義
之
謂
也
、
任
其
性
命
之
情
而
已
矣
。

吾
が
謂
う
所
の
臧
し
と
は
、
仁
義
の
謂
い
に
非
ざ
る
な
り
、
其
の
徳
を
臧
し
と
す
る
の
み
。
吾
が
謂
う
所
の
臧
し
と
は
、
所
謂

わ

い

よ

い

い

わ

ゆ
る
仁
義
の
謂
い
に
非
ざ
る
な
り
、
其
の
性
命
の

情

に
任
す
の
み
。

せ
い
め
い

じ
よ
う

ま
か

な
お
、
『
荘
子
』
駢
拇
篇
の
引
用
個
所
の
詳
し
い
解
釈
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
荘
子
（
上
）
全
訳
注
』
、「
駢
拇
第
八
」
を
参



照
。

【
１
４
】
荀
子
の
性
悪
説
の
詳
細
な
検
討
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
論
を
参
照
。

拙
論
「
『
荀
子
』
の
性
悪
説
」（
上
・
下
）（
『
高
知
大
国
文
』
第
二
号
・
第
三
号
、
高
知
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
七
一
年

・
一
九
七
二
年
）

拙
論
「
上
海
楚
簡
『
孔
子
詩
論
』
に
現
れ
た
「
豊
（
礼
）
」
の
問
題
」（
『
東
方
学
』
第
百
八
輯
、
東
方
学
会
、
二
〇
〇
四
年
）

【
１
５
】『
荀
子
』
正
論
篇
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
、
寡
欲
説
へ
の
批
判
を
参
照
。
こ
こ
で
は
、
引
用
は
省
略
に
従
う
。

【
１
６
】
戦
国
末
期
～
前
漢
初
期
の
思
想
界
に
お
け
る
、
荀
子
学
派
の
諸
思
想
お
よ
び
荀
子
の
影
響
を
受
け
た
儒
者
た
ち
の
諸
思
想

に
つ
い
て
は
、
内
山
俊
彦
『
荀
子
』（
講
談
社
、
一
九
九
九
年
）
の
Ⅲ
章
、
２
「
諸
子
の
時
代
の
終
末
─
─
荀
子
か
ら
荀
子
以

後
へ
」（
二
九
四
～
三
三
三
ペ
ー
ジ
）
が
手
際
よ
く
略
述
し
て
い
る
。

【
１
７
】
馬
王
堆
帛
書
『
五
行
』
の
「
性
」
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
五
行
篇
研
究
』
第
一
部
、
第
二
章
、

第
四
節
「
『
馬
王
堆
帛
書
五
行
篇
』
の
作
者
と
そ
の
所
属
学
派
」（
七
十
七
～
八
十
四
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
。
特
に
、「
草
木
の
生

（
性
）」
が
「
生
」
で
あ
り
、
「
禽
獣
の
生
（
性
）」
が
「
好
悪
」
で
あ
る
の
と
対
比
し
て
、
「
人
の
生
（
性
）」
を
「
仁
義
を
好

む
」
こ
と
で
あ
る
と
見
な
す
『
五
行
』
の
思
想
が
重
要
で
あ
る
（
拙
著
『
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
五
行
篇
研
究
』
第
二
部
、
第
二
十

三
章
説
、
五
〇
六
～
五
二
二
ペ
ー
ジ
を
参
照
）。

【
１
８
】『
淮
南
子
』
泰
族
篇
は
、
前
漢
、
武
帝
期
初
年
ま
で
の
儒
家
の
「
性
」
の
思
想
を
述
べ
た
篇
で
あ
る
。
そ
の
大
枠
は
、
人

間
の
「
性
」
の
内
容
を
欲
望
・
感
情
と
把
え
て
、
荀
子
の
性
悪
説
を
受
け
継
ぐ
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
「
道
」
に
向
か
う
可
能

性
を
持
つ
も
の
と
把
え
て
、
孟
子
の
性
善
説
を
も
踏
ま
え
て
い
る
。
こ
の
問
題
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
訳
注
『
淮
南
子
』
』

増
補
改
訂
版
（
講
談
社
、
二
〇
一
八
年
）
の
「
巻
第
二
十
泰
族
」、
５
５
「
聖
人
が
社
会
の
制
度
を
定
め
た
や
り
方
」
を
参
照
。

【
１
９
】
揚
雄
『
法
言
』
修
身
篇
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

人
之
性
也
、
善
惡
混
。
修
其
善
則
爲
善
人
、
修
其
惡
則
爲
惡
人
。
氣
也
者
、
所
以
適
善
惡
之
馬
也
與
。

人
の
性
は
、
善
悪
混
ず
。
其
の
善
を
修
む
れ
ば
則
ち
善
人
と
為
り
、
其
の
悪
を
修
む
れ
ば
則
ち
悪
人
と
為
る
。
気
な
る
者
は
、

善
悪
に
適
く
所
以
の
馬
な
る
か
。

【
２
０
】
傅
玄
『
傅
子
』
戒
言
篇
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

夫
貪
榮
重
利
、
常
人
之
性
也
。
上
之
所
好
、
榮
利
存
焉
。
故
上
好
之
、
下
必
趣
之
。
趣
之
不
已
、
雖
死
亡
不
避
也
。
先
王
知

人
有
好
善
尚
德
之
性
、
而
又
貪
榮
而
重
利
也
。
故
貴
其
所
尚
、
而
抑
其
所
貪
。
貴
其
所
尚
、
則
禮
讓
興
。
抑
其
所
貪
、
則
廉

恥
存
。

夫
れ
栄
え
を

貪

り
利
を
重
ん
ず
る
は
、
常
人
の
性
な
り
。
上
の
好
む
所
は
、
栄
利
焉
に
存
す
。
故
に
上
之
を
好
め
ば
、
下

む
さ
ぼ

こ
こ

こ
れ

必
ず
之
に

趣

く
。
之
に
趣
き
て
已
ま
ず
、
死
亡
す
と
雖
も
避
け
ざ
る
な
り
。
先
王
は
人
に
善
を
好
み
徳
を
尚
ぶ
の
性
有
り

お
も
む

や

て
、
又
た
栄
え
を
貪
り
て
利
を
重
ん
ず
る
を
知
る
な
り
。
故
に
其
の

尚

ぶ
所
を
貴
び
て
、
其
の
貪
る
所
を
抑
う
。
其
の
尚

と
う
と

お
さ

ぶ
所
を
貴
べ
ば
、
則
ち
礼
譲
興
こ
る
。
其
の
貪
る
所
を
抑
う
れ
ば
、
則
ち
廉
恥
存
す
。

お

れ
ん

ち

【
２
１
】
孟
子
性
善
説
が
「
性
」
を
万
人
平
等
と
把
え
て
い
た
こ
と
は
、
縷
説
す
る
ま
で
も
な
く
明
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
再
確

認
の
た
め
に
、
性
善
説
の
一
環
と
し
て
四
端
説
を
述
べ
た
個
所
を
引
用
し
て
お
く
。『
孟
子
』
告
子
上
篇
の
上
引
の
文
章
の
中

に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

孟
子
曰
、「
…
…
惻
隱
之
心
、
人
皆
有
之
。
羞
惡
之
心
、
人
皆
有
之
。
恭
敬
之
心
、
人
皆
有
之
。
是
非
之
心
、
人
皆
有
之
。

惻
隱
之
心
仁
也
、
羞
惡
之
心
義
也
、
恭
敬
之
心
禮
也
、
是
非
之
心
智
也
。
仁
義
禮
智
、
非
由
外
鑠
我
也
。
我
固
有
之
也
。
弗

思
耳
矣
。

孟
子
曰
わ
く
、「
…
…
惻
隠
の
心
は
、
人
皆
な
之
有
り
。
羞
悪
の
心
は
、
人
皆
な
之
有
り
。
恭

敬
の
心
は
、
人
皆
な
之
有
り
。
是
非

し
ゆ
う
お

き
よ
う
け
い

ぜ

ひ

の
心
は
、
人
皆
な
之
有
り
。
惻
隠
の
心
は
仁
な
り
、
羞
悪
の
心
は
義
な
り
、
恭
敬
の
心
は
礼
な
り
、
是
非
の
心
は
智
な
り
。

仁
・
義
・
礼
・
智
は
、
外
由
り
我
を
鑠
る
に
非
ざ
る
な
り
。
我
固
よ
り
之
を
有
す
る
な
り
。
思
わ
ざ
る
の
み
。」
と
。

よ

か
ざ

も
と

【
２
２
】『
淮
南
子
』
泰
族
篇
の
当
該
個
所
の
解
釈
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
訳
注
『
淮
南
子
』』
増
補
改
訂
版
の
「
巻
第
二
十



泰
族
」、
５
５
「
聖
人
が
社
会
の
制
度
を
定
め
た
や
り
方
」
を
参
照
。
ま
た
、
こ
の
個
所
は
、『
韓
詩
外
伝
』
巻
五
に
も
ほ
ぼ
同

じ
文
章
が
あ
る
。

【
２
３
】
季
氏
篇
の
こ
の
文
章
は
、
何
晏
『
論
語
集
解
』
所
引
の
孔
安
国
『
論
語
訓
解
』
季
氏
篇
に
は
、

孔
安
國
曰
、
困
謂
有
所
不
通
也
。（
孔
安
国
曰
わ
く
、「
困
と
は
通
ぜ
ざ
る
所
有
る
を
謂
う
な
り
。」
と
。）

と
あ
る
。
武
内
義
雄
『
論
語
の
研
究
』、
第
五
章
「
季
氏
・
陽
貨
・
微
子
三
篇
に
つ
い
て
」
、「
摘
要
」
の
文
献
批
判
は
、
本
篇

本
章
に
も
当
て
は
ま
る
（
注
【
２
】
を
参
照
）。
ち
な
み
に
、
新
発
見
の
定
州
『
論
語
』
季
氏
篇
は
、

孔
子
曰
、
生
而
知
〔
之
上
也
。
學
而
知
之
其
次
〕
…
…
又
其
次
也
。
困
而
不
學
、
民
也
爲
下
。

に
作
る
。

【
２
４
】
王
符
『
潜
夫
論
』
徳
化
篇
に
以
下
の
文
章
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
春
秋
繁
露
』
実
性
篇
と
同
じ
よ
う
に
「
中
民
」
と
い
う

言
葉
が
使
用
さ
れ
、
か
つ
「
聖
帝
・
明
王
」
に
よ
る
そ
の
「
性
」
の
変
更
可
能
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

聖
帝
明
王
、
皆
敦
德
化
而
薄
威
刑
。
德
者
所
以
修
己
也
、
威
者
所
以
治
人
也
。
上
智
與
下
愚
之
民
少
、
而
中
庸
之
民
多
。
中

民
之
生
世
也
、
猶
鑠
金
之
在
鑪
也
。
從
篤
〈
範
〉
変
化
、
惟
冶
所
爲
、
方
圓
薄
厚
、
隨
鎔
制
爾
。

聖
帝
・
明
王
は
、
皆
な
徳
化
を
敦
く
し
て
威
刑
を
薄
く
す
。
徳
な
る
者
は
己
を
修
む
る
所
以
な
り
、
威
な
る
者
は
人
を
治
む

る
所
以
な
り
。
上
智
と
下
愚
の
民
は
少
な
く
し
て
、
中
庸
の
民
は
多
し
。
中
民
の
世
に
生
ず
る
は
、
猶
お
金
を
鑠
す
こ
と
の

鑪

な

と
か

ひ
ど
こ

に
在
る
が
ご
と
き
な
り
。

篤

〈
範
〉
に
従
い
て
変
化
し
、
惟
だ
冶
の
為
す
所
の
ま
ま
に
、
方
円
薄
厚
、

鎔

に
随
い
て
制
せ

い
が
た

い
が
た

ら
る
る
の
み
。

【
２
５
】
荀
悦
『
申
鑒
』
雑
言
下
篇
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

或
問
天
命
人
事
。
曰
、「
有
三
品
焉
、
上
下
不
移
、
其
中
則
人
事
存
焉
爾
。
命
相
近
也
、
事
相
遠
也
、
則
吉
凶
殊
也
。
故
曰
、

『
窮
理
盡
性
、
以
至
於
命
。』」

或
る
ひ
と
天
命
・
人
事
を
問
う
。
曰
わ
く
、「
三
品
有
り
、
上
と
下
と
は
移
ら
ず
、
其
の
中
は
則
ち
人
事

焉
に
存
す
る
の
み
。

こ
こ

命
相
い
近
く
、
事
相
い
遠
け
れ
ば
、
則
ち
吉
凶

殊
な
る
な
り
。
故
に
曰
わ
く
、『
理
を
窮
め
性
を
尽
く
し
て
、
以
て
命
に
至

こ
と

き
わ

る
。』」
と
。

ま
た
、『
前
漢
紀
』
高
后
紀
に
は
、「
荀
悦
曰
」
と
し
て
、

人
有
不
敎
而
自
成
者
、
待
敎
而
自
成
者
、
無
敎
化
則
不
成
者
、
有
加
敎
化
而
終
身
不
可
成
者
。
故
上
智
下
愚
不
移
、
至
於
中

人
、
可
上
下
者
也
。

人
に
は
教
え
ず
し
て
自
ら
成
る
者
、
教
え
を
待
ち
て
自
ら
成
る
者
、
教
化
無
け
れ
ば
則
ち
成
ら
ざ
る
者
、
教
化
を
加
う
る
こ

と
有
る
も
終
身
成
る
可
べ
か
ら
ざ
る
者
有
り
。
故
に
上
智
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
、
中
人
に
至
り
て
、
上
下
す
可
き
者
な
り
。

と
い
う
文
章
も
あ
っ
て
、
荀
悦
の
性
三
品
説
を
知
る
上
で
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
２
６
】
皇
侃
『
論
語
義
疏
』
の
性
三
品
説
で
、
上
文
で
論
及
し
て
き
た
雍
也
・
陽
貨
両
篇
の
文
章
で
は
な
く
、
新
た
に
経
典
的
な

根
拠
と
し
て
追
加
さ
れ
た
も
の
の
一
例
と
し
て
、
季
氏
篇
に
お
け
る
性
三
品
説
を
挙
げ
て
お
く
。
当
該
個
所
の
『
論
語
』
の
経

文
は
、

孔
子
曰
、「
生
而
知
之
者
上
也
。
學
而
知
之
者
次
也
。
困
而
學
之
又
其
次
也
。
困
而
不
學
、
民
斯
爲
下
矣
。」

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
皇
侃
以
前
に
は
、
性
三
品
説
を
根
拠
づ
け
る
経
典
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
文
章
で
あ
り
、

例
え
ば
、
孔
安
国
『
論
語
訓
解
』
も
性
三
品
説
と
し
て
解
釈
し
て
は
い
な
い
。
皇
侃
に
至
っ
て
、
新
た
に
性
三
品
説
の
経
典
的

根
拠
に
加
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
文
章
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
季
氏
篇
の
こ
の
文
章
だ
け
で
な
く
『
論
語
義
疏
』
の
中
に

他
に
ま
だ
含
ま
れ
て
い
る
。
皇
侃
は
季
氏
篇
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。

此
章
勸
學
也
、
故
先
從
聖
人
始
也
。
若
生
而
自
有
知
識
者
、
此
明
是
上
智
聖
人
、
故
云
上
也
。
謂
上
賢
也
、
上
賢
既
不
生

知
、
資
學
以
滿
分
、
故
次
生
知
者
也
。
謂
中
賢
以
下
也
、
本
不
好
學
、
特
以
己
有
所
用
、
於
理
困
憤
不
通
、
故
憤
而
學
之
、

此
只
次
前
上
賢
人
也
。
謂
下
愚
也
、
既
不
好
學
、
而
困
又
不
學
、
此
是
下
愚
之
民
也
、
故
云
民
斯
爲
下
也
。

此
の
章
は
学
を
勧
む
る
な
り
、
故
に
先
ず
聖
人
従
り
始
む
る
な
り
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
ら
知
識
有
る
者
の
若
き
は
、
此こ

れ



は
是
上
智
の
聖
人
な
る
を
明
か
に
す
、
故
に
上
と
云
う
な
り
。
上
賢
を
謂
う
な
り
、
上
賢
は
既
に
生
ま
れ
な
が
ら
知
る
に

こ
れ

あ
ら
ず
、
学
を
資
に
し
て
以
て
分
を
満
た
す
、
故
に
生
ま
れ
な
が
ら
知
る
者
に
次
ぐ
な
り
。
中
賢
以
下
を
謂
う
な
り
、
本

も
と

々
学
を
好
ま
ず
、
特
だ

己

に
用
う
る
所
有
れ
ば
、
理
に
於
い
て
困
憤
す
る
も
通
ぜ
ざ
る
を
以
て
、
故
に

憤

り
て
之
を
学

た

お
の
れ

こ
ん
ふ
ん

い
き
ど
お

ぶ
、
此
只
だ
前
の
上
賢
に
次
ぐ
の
人
な
り
。
下
愚
を
謂
う
な
り
、
既
に
学
を
好
ま
ず
し
て
、
困
し
み
て
も
又
た
学
ば
ず
、

こ
れ

此
は
是
下
愚
の
民
な
り
、
故
に
民
に
し
て

斯

ち
下
と
為
す
を
云
う
な
り
。

す
な
わ

【
２
７
】
人
間
の
所
与
の
「
性
」
は
ど
う
あ
が
い
て
も
変
更
で
き
な
い
も
の
だ
と
す
る
思
想
と
し
て
、『
荘
子
』
天
運
篇
中
に
あ
る

比
較
的
古
い
例
を
一
つ
だ
け
挙
げ
て
お
く
。

性
不
可
易
、
命
不
可
變
、
時
不
可
止
、
道
不
可
壅
。
苟
得
於
道
、
无
自
而
不
可
、
失
焉
者
、
无
自
而
可
。

性
は
易
う
可
か
ら
ず
、
命
は
変
う
可
か
ら
ず
、
時
は
止
む
可
か
ら
ず
、
道
は
壅
ぐ
可
か
ら
ず
。

苟

も
道
を
得
れ
ば
、
自
り

せ
い

か

べ

め
い

と
ど

ふ
さ

い
や
し
く

よ

て
可
な
ら
ざ
る
无
く
、
焉
を
失
え
ば
、
自
り
て
可
な
る
无
し
。

か

な

こ
れ

『
荘
子
』
天
運
篇
の
引
用
個
所
の
詳
し
い
解
釈
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
荘
子
（
上
）
全
訳
注
』
、「
天
運
第
十
四
」
を
参
照
。

【
２
８
】
人
間
の
所
与
の
「
性
」
は
変
更
で
き
な
い
も
の
だ
と
す
る
儒
家
思
想
の
比
較
的
古
い
一
例
を
、『
荀
子
』
哀
公
篇
か
ら
引

用
し
て
お
く
。
以
下
の
と
お
り
。

孔
子
對
曰
、「
所
謂
士
者
、
…
…
。
是
故
知
不
務
多
、
務
審
其
所
知
。
言
不
務
多
、
務
審
其
所
謂
。
行
不
務
多
、
務
審
其
所

由
。
故
知
既
已
知
之
矣
、
言
既
已
謂
之
矣
、
行
既
已
由
之
矣
、
則
若
性
命
肌
膚
之
不
可
易
也
。
故
富
貴
不
足
以
益
也
、
卑
賤

不
足
以
損
也
。
如
此
則
可
謂
士
矣
。」

孔
子
対
え
て
曰
わ
く
、「
所
謂
ゆ
る
士
な
る
者
は
、
…
…
。
是
の
故
に
知
は
多
き
に
務
め
ず
し
て
、
其
の
知
る
所
を

審

ら
か

い

わ

つ
ま
び

に
せ
ん
こ
と
に
務
む
。
言
は
多
き
に
務
め
ず
し
て
、
其
の
謂
う
所
を
審
ら
か
に
せ
ん
こ
と
に
務
む
。
行
い
は
多
き
に
務
め
ず

し
て
、
其
の
由
る
所
を
審
ら
か
に
せ
ん
こ
と
に
務
む
。
故
に
知
は
既
已
に
之
を
知
り
、
言
は
既
已
に
之
を
謂
い
、
行
い
は
既
已

よ

す

で

す

で

す

で

に
之
に
由
れ
ば
、
則
ち
性
命
・
肌
膚
の
易
う
可
べ
か
ら
ざ
る
が
若
き
な
り
。
故
に
富
貴
も
以
て
益
す
に
足
ら
ざ
る
な
り
、
卑

き

ふ

賎
も
以
て
損
す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
此
く
の
如
く
な
れ
ば
則
ち
士
と
謂
う
可
し
。」
と
。

【
２
９
】「
周
人
世
碩
」
は
、『
漢
書
』
藝
文
志
の
儒
家
類
に
「
世
子
二
十
一
篇
。
名
碩
、
陳
人
也
。
七
十
子
之
弟
子
。
」（
世
子
二
十

一
篇
。
名
は
碩
、
陳
人
な
り
。
七
十
子
の
弟
子
な
り
。）
と
あ
る
、「
世
子
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
世
子
」
は
、
一
九
七

三
年
に
出
土
し
た
馬
王
堆
帛
書
『
五
行
』
第
二
十
章
説
に
、
そ
の
名
と
思
想
が
登
場
し
て
注
目
を
浴
び
る
よ
う
な
っ
た
。
拙
著

『
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
五
行
篇
研
究
』
第
二
部
、
第
二
十
章
説
、
注
（
２
０
）、
四
三
八
ペ
ー
ジ
を
参
照
。
王
充
の
こ
の
部
分
の

論
述
を
信
用
す
る
な
ら
ば
、
戦
国
初
期
の
孔
子
の
孫
弟
子
（
世
碩
）
の
時
代
に
、
す
で
に
王
充
説
に
近
い
性
三
品
説
の
原
形
が

で
き
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
果
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

【
３
０
】「
気
」
の
理
論
を
持
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
王
充
は
「
中
人
の
性
」
に
つ
い
て
は
、
学
習
を
通
じ
て
後
天
的
に
変

更
す
る
こ
と
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。『
論
衡
』
本
性
篇
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

夫
告
子
之
言
、
謂
人
之
性
與
水
同
也
。
…
…
。
人
善
因
〈
固
〉
善
、
惡
亦
因
〈
固
〉
惡
。
初
稟
天
然
之
姿
、
受
純
壹
之
質
。

故
生
而
兆
見
、
善
惡
可
察
。
無
分
於
善
惡
、
可
推
移
者
、
謂
中
人
也
。
不
善
不
惡
、
須
敎
成
者
也
。
故
孔
子
曰
、「
中
人
以

上
可
以
語
上
也
、
中
人
以
下
不
可
以
語
上
也
。」
告
子
之
以
決
水
喩
者
、
徒
謂
中
人
、
不
指
極
善
極
惡
也
。
孔
子
曰
、「
性
相

近
也
、
習
相
遠
也
。」
夫
中
人
之
性
、
在
所
習
焉
。
習
善
而
爲
善
、
習
惡
而
爲
惡
也
。
至
於
極
善
極
惡
、
非
復
在
習
。
故
孔

子
曰
、「
惟
上
智
與
下
愚
不
移
。
」
性
有
善
不
善
、
聖
化
賢
敎
、
不
能
復
移
易
也
。
孔
子
、
道
徳
之
祖
、
諸
子
之
中
最
卓
者
也
、

而
曰
「
上
智
下
愚
不
移
。」
故
知
告
子
之
言
、
未
得
實
也
。

夫
の
告
子
の
言
は
、
人
の
性
は
水
と
同
じ
と
謂
う
な
り
。
…
…
。
人
の
善
は
因
〈
固
〉
よ
り
善
な
り
、
悪
も
亦
た
因
〈
固
〉

か

も
と

よ
り
悪
な
り
。
初
め
て
天
然
の
姿
を
稟
け
、

純

壹
の
質
を
受
く
。
故
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て

兆

見

れ
て
、
善
悪

察
す

う

じ
ゆ
ん
い
ち

し
る
し
あ
ら
わ

可
し
。
善
悪
に
分
か
る
る
こ
と
無
く
し
て
、
推
移
す
可
き
者
は
、
中
人
を
謂
う
な
り
。
善
な
ら
ず
悪
な
ら
ざ
る
は
、
教
え
を
須ま

ち
て
成
る
者
な
り
。
故
に
孔
子
曰
わ
く
、「

中

人
以
上
に
は
以
て
上
を
語
る
可
き
な
り
、
中
人
以
下
に
は
以
て
上
を
語
る
可

ち
ゆ
う
じ
ん

う
え

か
ら
ざ
る
な
り
。」
と
。
告
子
の
水
を
決
す
る
を
以
て
喩
う
る
者
は
、
徒
だ
中
人
を
謂
う
の
み
に
し
て
、
極
善
極
悪
を
指
さ

た
と

た



ざ
る
な
り
。
孔
子
曰
わ
く
、「
性
相
い
近
き
な
り
、
習
い
相
い
遠
き
な
り
。」
と
。
夫
れ
中
人
の
性
は
、
習
う
所
に
在
り
。
善

を
習
え
ば
善
と
為
り
、
悪
を
習
え
ば
悪
と
為
る
な
り
。
極
善
極
悪
に
至
り
て
は
、
復
た
習
い
に
在
る
に
非
ず
。
故
に
孔
子
曰

わ
く
、「
惟
だ

上

智
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
。」
と
。
性
に
善
と
不
善
と
有
れ
ば
、
聖
化
・
賢
教
も
、
復
た
移
易
す
る
能
わ
ざ

た

じ
よ
う

ち

か

ぐ

る
な
り
。
孔
子
は
、
道
徳
の
祖
に
し
て
、
諸
子
の
中
の
最
も
卓
き
者
な
り
、
而
も
「
上

智
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
。
」
と
曰
う
。

た
か

じ
よ
う

ち

か

ぐ

故
に
告
子
の
言
は
、
未
だ
実
を
得
ざ
る
を
知
る
な
り
。

【
３
１
】
王
充
が
「
中
人
の
性
」
に
対
し
て
「
気
」
の
理
論
を
適
用
し
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、『
論
衡
』
に
も
明
文
が
な
い

の
で
、
正
確
に
は
不
明
で
あ
る
。
本
文
で
引
用
し
た
『
論
衡
』
率
性
篇
や
注
【
３
０
】
に
引
用
し
た
本
性
篇
な
ど
を
総
合
し
て

考
え
れ
ば
、「
中
人
」
は
、
本
性
が
「
善
悪
に
分
か
れ
な
い
」
そ
の
前
提
と
し
て
の
、「
仁
の
気
」
と
「
勇
の
気
」
が
厚
く
も
な

け
れ
ば
薄
く
も
な
い
状
態
、
あ
る
い
は
「
気
」
が
ま
だ
「
厚
薄
・
多
少
」
に
分
か
れ
な
い
状
態
、
を
賦
与
さ
れ
る
と
考
え
て
い

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

【
３
２
】
近
年
、
性
三
品
説
を
論
じ
た
著
書
に
渡
邉
義
浩
『
西
晋
「
儒
教
国
家
」
と
貴
族
制
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
所
収

の
第
一
章
、
第
四
節
「
九
品
中
正
制
度
と
性
三
品
説
」
が
あ
る
。
該
書
の
第
一
節
「
性
三
品
説
の
展
開
」
と
第
四
節
に
お
い
て

渡
邉
義
浩
は
、
筆
者
（
池
田
）
の
所
論
を
借
用
し
な
が
ら
自
説
を
展
開
し
て
い
る
。
筆
者
の
所
論
と
は
、
溝
口
雄
三
・
池
田
知

久
・
小
島
毅
共
著
『
中
国
思
想
史
』
第
一
章
、
二
「
天
下
の
な
か
の
人
間
」
で
あ
る
。
他
に
、
筆
者
の
手
に
成
る
論
文
と
し
て

は
、
そ
れ
以
前
に
中
国
文
で
あ
る
が
、「
性
三
品
説
的
成
立
與
発
展
」
も
あ
る
。
た
だ
し
、
渡
邉
と
筆
者
の
間
に
は
見
解
の
相

異
も
あ
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
中
国
に
お
け
る
性
三
品
説
の
成
立
と
展
開
―
―
人
間
本
性
の
平
等
と
不
平
等
を

め
ぐ
っ
て
―
―
」
（
『
日
本
鍼
灸
史
学
会
論
文
集

特
別
講
演
号
２
０
２
２
』、
日
本
鍼
灸
史
学
会
、
二
〇
二
二
年
八
月
）
の
注

【
２
７
】
を
参
照
。

【
３
３
】「
性
」
を
構
成
す
る
要
素
を
「
仁
・
礼
・
信
・
義
・
智
」
の
五
常
と
結
び
つ
け
る
の
は
、
例
え
ば
、
上
引
の
『
漢
書
』
刑

法
志
の
「
夫
れ
人
は
天
地
の
傭
（
貌
）
に
宵
（
肖
）
、
五
常
の
性
を
懐
き
、
聡
明
精
粋
に
し
て
、
有
生
の
最
も
霊
あ
る
者
な
り
。
」

す
が
た

に

せ
い
す
い

ゆ
う
せ
い

で
あ
る
。
そ
の
「
五
常
」
は
、
顔
師
古
が
注
す
る
と
お
り
「
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
」
を
指
す
。
ま
た
、『
漢
書
』
五
行
志
は
、

五
行
災
異
説
を
踏
ま
え
て
、
木
・
火
・
土
・
金
・
水
の
五
行
に
関
し
て
「
性
」
を
言
い
、
そ
の
「
性
」
に
道
徳
的
な
意
味
を
含

め
て
考
え
て
お
り
、『
漢
書
』
翼
奉
伝
の
翼
奉
の
言
説
の
中
に
も
ほ
ぼ
同
じ
思
想
が
現
れ
て
い
る
。

【
３
４
】
翼
奉
の
「
性
と
情
」
の
関
係
の
議
論
と
は
、
例
え
ば
、『
漢
書
』
翼
奉
伝
に
、

故
曰
、「
察
其
所
繇
、
省
其
進
退
、
參
之
六
合
五
行
、
則
可
以
見
人
性
、
知
人
情
。
」
難
用
外
察
、
從
中
甚
明
。
故
詩
之
爲
學
、

情
性
而
已
。
五
性
不
相
害
、
六
情
更
興
廢
。
觀
性
以
曆
、
觀
情
以
律
、
明
主
所
宜
獨
用
、
難
與
二
人
共
也
。

故
に
曰
わ
く
、「
其
の
繇
る
所
を
察
し
、
其
の
進
退
を
省
、
之
を
六
合
・
五
行
に
参
ず
れ
ば
、
則
ち
以
て
人
の
性
を
見
、
人

よ

み

の
情
を
知
る
可
し
。」
と
。
用
て
外
察
し
難
き
も
、
中
従
り
す
れ
ば
甚
だ
明
ら
か
な
り
。
故
に
『
詩
』
の
学
為
る
は
、
情
性

も
つ

た

あ
れ
ば
の
み
。
五
性
相
い
害
な
わ
ず
、
六
情
更
々
興
廃
す
。
性
を
観
る
に
暦
を
以
て
し
、
情
を
観
る
律
を
以
て
す
る
は
、
明

こ
も
ご
も

主
の
宜
し
く
独
り
用
う
べ
き
所
に
し
て
、
二
人
と
共
に
し
難
き
な
り
。

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
翼
奉
の
「
性
」
と
「
情
」
は
、
五
性
（
肝
静
仁
・
心
躁
礼
・
脾
力
信
・
肺
堅
義
・
腎
智
敬
の
五
行
）

と
六
情
（
廉
貞
・
寛
大
・
公
正
・
姦
邪
・
陰
賊
・
貪
狼
）
で
あ
り
（
以
上
の
解
釈
は
張
晏
と
晋
灼
の
注
に
基
づ
く
。
）、
こ
の
両

者
の
絡
み
あ
い
で
あ
る
。

【
３
５
】
筆
者
は
【
３
２
】
所
引
の
拙
論
「
天
下
の
な
か
の
人
間
」
の
中
で
韓
愈
「
原
性
」
を
分
析
し
た
時
、
田
中
の
前
掲
論
文
を

読
ん
で
お
り
そ
れ
か
ら
多
く
の
啓
示
を
受
け
て
い
た
。
た
だ
し
、
拙
論
を
掲
載
し
た
共
著
『
中
国
思
想
史
』
で
、
筆
者
は
こ
の

事
実
を
注
記
し
な
か
っ
た
。
該
書
『
中
国
思
想
史
』
は
、
大
学
の
一
般
教
育
で
使
用
す
る
教
科
書
と
い
う
性
格
づ
け
と
、
そ
れ

に
出
版
元
の
東
京
大
学
出
版
会
の
強
い
意
向
も
あ
っ
て
、
全
篇
に
わ
た
っ
て
一
切
注
釈
を
つ
け
な
い
と
い
う
方
針
を
採
っ
た
た

め
で
あ
る
。
こ
の
点
、
読
者
に
お
か
れ
て
は
ご
諒
解
い
た
だ
き
た
い
。

【
３
６
】
常
磐
大
定
『
仏
性
の
研
究
』
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
三
年
）
の
中
篇
「
支
那
に
於
け
る
仏
性
問
題
」
を
参
照
。
該
書
に

学
ん
だ
筆
者
の
読
後
感
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
・
中
国
に
お
い
て
も
ま
た
日
本
に
お
い
て
も
、
仏
性
論
を
「
一
切
の
衆
生
に
、
悉

こ
と
ご
と



く
仏
性
有
り
。」
で
代
表
さ
せ
て
、
そ
こ
に
「
性
」
の
万
人
平
等
観
と
変
更
可
能
論
を
見
る
と
い
う
理
解
で
は
、
仏
性
論
の
多

様
性
を
一
つ
に
絞
り
こ
み
過
ぎ
て
お
り
、
複
雑
な
全
体
を
単
純
化
し
過
ぎ
て
い
る
、
と
感
ず
る
。

【
３
７
】
高
崎
直
道
『
如
来
蔵
思
想
・
仏
性
論
Ⅰ
』
は
『
高
崎
直
道
著
作
集
』
第
六
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
該
書
所
収
の
第
一
部
、

第
二
章
「
如
来
蔵
・
仏
性
思
想
」、
そ
の
八
「
如
来
蔵
と
仏
性
―
―
中
国
・
日
本
に
お
け
る
展
開
」、
お
よ
び
第
四
章
「
如
来
蔵

思
想
の
展
開
」、
そ
の
四
「
中
国
に
お
け
る
如
来
蔵
思
想
の
伝
承
」
を
参
照
。

【
３
８
】『
如
来
蔵
と
仏
性
』
は
『
シ
リ
ー
ズ
大
乗
仏
教
』
に
第
八
巻
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
該
書
所
収
の
下
田
正
弘
「
如
来

蔵
・
仏
性
思
想
の
あ
ら
た
な
理
解
に
向
け
て
」（
第
一
章
）、
幅
田
裕
美
「
仏
性
の
宣
言
―
―
涅
槃
経
」（
第
三
章
）、
藤
井
敎
公

「
涅
槃
経
と
東
ア
ジ
ア
世
界
」（
第
七
章
）
を
参
照
。

【
３
９
】『
荘
子
』
知
北
遊
篇
の
本
章
の
詳
し
い
解
釈
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
荘
子
（
下
）
全
訳
注
』
、「
知
北
遊
第
二
十
二
」
を
参

照
。

【
４
０
】
戦
国
後
期
な
い
し
前
漢
初
期
の
道
家
思
想
の
歴
史
的
展
開
に
お
け
る
、
根
源
的
実
在
「
道
」
が
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
「
万
物
」

の
中
に
内
在
し
て
い
る
と
見
る
哲
学
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
老
子

そ
の
思
想
を
読
み
尽
く
す
』、
Ⅱ
、
第
３
章
、
Ｃ
、

ａ
「
『
老
子
』
第
五
十
四
章
の
全
「
天
下
」
政
治
秩
序
の
構
想

そ
の
１
」
、
お
よ
び
同
書
、
Ⅱ
、
第
５
章
、
Ｅ
、
ｃ
「
「
道
」

の
形
而
下
化
に
向
か
っ
て
」
を
参
照
。
ま
た
、
特
に
時
代
を
前
漢
初
期
の
『
淮
南
子
』
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
拙
著
『
訳
注

『
淮
南
子
』』
増
補
改
訂
版
、
序
説
２
「
『
淮
南
子
』
の
目
的
と
構
成
―
―
要
略
篇
に
お
け
る
「
道
」
と
「
事
」
の
葛
藤
」
を
参

照
。

【
４
１
】
現
代
中
国
の
研
究
、
例
え
ば
、

侯
外
盧
主
編
『
中
国
思
想
通
史
』
第
四
巻
（
上
）
（
人
民
出
版
社
、
一
九
五
九
年
）
の
第
六
章
、
第
四
節
「
李
翺
唯
心
主
義

思
想
及
其
実
際
応
用
」

馮
友
蘭
『
中
国
哲
学
史
新
編
』
第
四
冊
（
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
の
第
四
十
八
章
、
第
二
節
「
韓
愈
・
李
翺
在
過
渡

時
期
的
貢
献
」

な
ど
は
、
李
翺
の
こ
の
よ
う
な
「
性
」
の
万
人
平
等
観
に
あ
ま
り
高
い
評
価
を
与
え
な
い
が
、
適
当
と
は
思
わ
れ
な
い
。
や
は

り
、
田
中
の
上
引
論
文
の
よ
う
に
「
性
」
の
思
想
史
的
展
開
の
上
で
、
高
く
評
価
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。


